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午前10時00分開会 

○中島委員長 

 定足数に達しておりますので、ただいまから建

設水道委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は５件、すなわ

ち議案第48号、議案第50号、認定第１号、認定第

３号、認定第８号です。これらの案件を逐次議題

といたします。 

 議案第48号 平成23年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 おはようございます。お願いします。 

 補正予算の27ページ、財源構成ということで、

宝くじの交付金ということでミニバスに充当と、

こういうことでありますけれども、きょう、この

ミニバスの契約に当たって、プロポーザル方式を

採用したということであります。今回は市民要望

を踏まえて団地コースといいますか、新たなコー

スが設定をされるなど、大きく市民要望を反映し

た中身になっているかなというふうに思っている

ところです。 

 それで、まず一つはプロポーザルですね。通常

の入札という形ではなくて、プロポーザルを採用

したねらいというものについてお知らせを願いた

いと。 

○まちづくり課長 

 今回ミニバスの運行事業者を決めますに当たり

ましてプロポーザル方式を導入いたしましたのは、

ミニバスの運行ということで、安心、安全に運行

してもらうため、運行経費のみの入札ではなくて、

やはりそういった今他市での事業実績ですとか、

緊急時の対応能力と申しますか、それとか予備車

両ですとか、そういったものを勘案して運行事業

者のほうを決めていきたいというふうに考えて、

プロポーザル方式にいたしました。 

○佐藤委員 

 今回のプロポーザル方式は、安心、安全の確保

等を含めて、費用対効果だけではないと、それが

一つのねらいで、そうした内容にしたということ

であります。 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけれども、

今回のプロポーザルは、１コースから３コース、

そして５コース、４コースと、二つにコースを区

分し、そしてそれぞれにおいてプロポーザルの提

案を行ってもらったということでありますけれど

も、この二つに分けた内容について、どんな根拠

で分けられたのかなということであります。 

○まちづくり課長 

 当初どのようにプロポーザルでかけるかという

のはちょっと検討したんですけれども、基本的に、

例えば５コースをばらばらに入札した場合、１コ

ースに当たりまして、例えば本部連絡員ですとか、

代替の運転手とか、そういったものの底辺もやは

り入ってくると思いますので、割高になるのでは

ないかというふうに勘案したわけです。 

 例えば、また、別にコースを求めた場合はどう

かといいますと、通常１コース13時間ぐらい時間

がかかりますので、そうすると１コース大体運転

手の２人体制になると思うんですけれども、そう

しますと、そのやりくりを考えますと、もし５コ

ースをまとめたとなると、大きいバス事業者しか

恐らく入札のほうには参加できないのではないか

ということで二つに分けました。 

 もう一つ理由があるのは、今も４コースを二つ

の業者がやっておるわけなんですけれども、私ど

もの管理する立場としては、やはり２業者が限度

いっぱいというところでございます。 

 それと、多尐なりともまとめたほうが経費的に

も抑えてもらえるのではないかということで二つ

に分けました。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 二つに分けた根拠は、大きな業者しか参入でき

なくてはいかんということと、もう一つは、そう

したコースをまとめることによって、運転体制の

融通がきく、そういうことも言われたというふう

に思うんですね。それで二つに分けたことについ

てはわかりました。 
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 それで、もう一つは、現在、きょういただいた

資料によると、６社がこうした形でプロポーザル

に参加をしたということですけれども、参加募集

はどんな方法でやられたんですか。 

○まちづくり課長 

 これは、前回の平成21年度のプロポーザルに参

加した業者と、それから私どものほうで参加して

もらえないかということで依頼したところで、向

こうからお声がかかったわけではございません。

うちのほうが選定して、引き受けてもらえるかど

うかという返事をいただきました。 

○佐藤委員 

 そうすると、知立市が選定したということです

ので、ある意味では指名競争入札の、プロポーザ

ルですので、変形と、こういうふうに理解してよ

ろしいですか。 

○まちづくり課長 

 そこの資料にも書きましたけれども、選定条件

として私どものほうは、道路運送法第３条第１項

に定められた一般の乗合旅客自動車運送事業を実

施している事業者であり、緊急時の代車として30

分程度でお願いできるところということで、この

近辺のそういったものに該当する事業者に頼みま

した。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、今回、先ほどの説明の中には、費用ば

かりではないということで説明がありましたけれ

ども、その前に、この資料がわからないところが

あるものですから、一つだけ教えていただきたい

と思うんですけど、裏面ですか、採点方法という

ところで、見積金額の得点の計算方法は、見積金

額の得点は５点満点で最低見積額が５点と、市が

予定価格といいますか、それをオーバーしたもし

くはイコールは零点と、こういうことだというふ

うに思うんですけど、それで、そこのところで、

一つは６の提案内容ということで、収益拡大、安

全確保、利用者の利便性向上、環境保全、緊急時

の対応能力、こういうふうにあって、経費を含め

ると、費用を含めると６項目ということで、各５

点満点ということで30点という理解でよろしいで

すか。 

○まちづくり課長 

 これの配点方法ですけれども、頭のほうに書い

てありますけれども、一応６人の委員で選定しま

した。これは、合計しますと120点満点なんです

けど、１人20点でございます。 

 それで、配点でございますけれども、業務実績

のところが１人３点です。それと、２のほうの１

に収益拡大策、それから安全確保策、利用者の利

便性向上策、環境保全への取り組み、緊急時の対

応能力というので、合わせまして12点になります。

それと、運行経費の見積もりが５点ということで、

１人20点満点ということです。 

○佐藤委員 

 そうすると、ちょっとわからなかったんですけ

ど、１人15点満点で評価し、６人ということで

120点ということでしたかね。 

 その辺がちょっとわからなくて、今、それぞれ

収益拡大だとか、２点とか５点とか言われて、20

点満点ということになりますけど、こちらの表を

見ると、１番の提案内容が90点満点で、運行経費

の見積もりに30点という形でなっているんですけ

ど、その辺の関係が、私の理解があれなのか、ち

ょっとわからないんですけれども。 

○まちづくり課長 

 済みません、説明が悪くて。 

 これは、１人20点ということですけど、その内

訳というのは、先ほども言いましたとおり、大き

く分けて、提案内容につきましては15点、それか

ら見積金額につきましては５点ということで、そ

れが６人分ということで、提案内容のほうが90点、

それから見積金額のほうは30点という配点割合に

なっております。 

○佐藤委員 

 それで、この提案内容を見てみますと、もちろ

ん金額との関係があって、総合評価ですので、例

えば大興タクシーと、それからこの１から３で、

Ｂコースで、ここの提案内容ではＢのところが
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66.70ということで、安全性の問題だとか、利用

者の利便性、環境だとか緊急時の対応という点で

すぐれた提案をしているのかなと。４コースから

５コースにかけてもウという４番目の業者がそう

かなというふうに思うんです。 

 ただ、見積金額で見ると、極めて低いというこ

とから、トータル的に大興が一番すぐれた提案だ

ということですけれども、具体的に大興は、それ

ぞれの収益拡大、安全確保、利用者の利便性、環

境保全の取り組み、緊急時の対応能力と、どんな

御提案をされてこうした高得点につながったのか

と。 

 金額そのものはともかくとして、提案内容がど

んな提案がされたのかなということですけれども、

これがこれからの運行の中で、提案は提案としな

がら、どう生かされていくのか、これからが検証

されるわけですので、そうした提案内容もお知ら

せを願えたらなというふうに思います。 

○まちづくり課長 

 大興につきまして、この中で結構点が高かった

というのか、評価が高かったというのは、現在も

刈谷市、安城市、それから西尾市、東浦町でコミ

ュニティーバスを行っているという実績でござい

ます。それと、やはり営業所の近さでありますと

か、大体知立市内まで３キロぐらいというふうに

記憶しておるんですけれども、それから代行車両

を３台持ってみえますので、緊急時にも即対応で

きるかなということで評価は高かったです。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今、近隣での実績とか、営業所が近いとか、在

庫車両があるということが言われていますけれど

も、収益的拡大策だとか、実績と言えば、近隣で

やっているから実績だと言えば実績なんだけれど

も、具体的に収益を拡大するということについて

の具体的提案がそれぞれどんなものがあったのか

なということなんですけど、私が聞きたいのは。 

○まちづくり課長 

 収益拡大策につきましては、各社とも余り大差

はございません。はっきり言いまして、例えばバ

ス社内の中つり広告ですとか、大興の場合ですと、

ミニバスの市内小中学校への宣伝だとか、そうい

ったものがあったというふうに記憶しております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、収益は大差ないということであり

ますけれども、その他、安全だとか利用者だとか、

緊急時の対応能力は、先ほど言われた営業所が近

くて在庫の車両が３台あるということであります

けど、安全や利用者、環境は、この辺はどうです

か。 

○まちづくり課長 

 例えば、安全確保策というのは、どこの事業所

も同じなんですけれども、例えば車のほうにドラ

イブレコーダーの設置ですとか、それからデジタ

ルタコグラフの設置、それから国土交通省の処分

状況ですとか、重大事故の発生状況というのも聞

いておりますけれども、この大興の場合は５年間

はそれはありませんということでした。 

 それと、車両整備体制もこの安全確保策の中に

入ってくるわけなんですけど、整備管理者による

出庫前、それから入庫後の車両点検ですとか、そ

ういったものをやっていきますというぐらいでし

た。 

 あと、環境保全の取り組みですけれども、大興

の場合ＩＳＯの14001は取得していないそうです

けれども、グリーン経営認証は2004年に取得して

いるということでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、点数としては若干の違いがあるも

のの、提案内容そのものは大きく他社と遜色とい

うか、若干の違いはあるけど、そう大差が結果的

になかったということで理解してよろしいですか。 

○まちづくり課長 

 基本的に、例えば知立市で実績のある事業者で

すと、そんなに大きくは変わらないだろうという

ふうに思っております。どうしてかといいますと、

他市との実績も大切ですけれども、やっぱり本市

における実績も重視されますので、そういったと
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ころから考えていきますと、そういった実績のあ

るところというのは大きくは変わってこないとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 積極的にそうした提案を採用するという方式を

とられたことは私は評価するものですけれども、

ただ、その金額を除いた点で見たときにそう大差

がないということもありますので、そうした点で

今後の検討課題かなというふうに思います。 

 それで、契約金額は、10月１日から今年度いっ

ぱいということで、１コースが1,500万円弱と、

４、５コースが九百九十何万円ということで

1,000万円と。１コースにつきおよそ1,000万円と

いう、こういうことですけれども、運行負担金は

あるわけですけれども、この1,000万円という形

で１コースにつき、市負担の利用料を100円、総

額を引いた形が市の持ち出し分になるわけですけ

ど、そうした中で１コースにつきおおよそ1,000

万円という形ですけど、これはこの業者が持つお

金というものは、日常的に運行していくわけです

ので、全然ない純生でこれが向こうの業者に渡る

お金なのか、こうした契約金額の中で、前もそう

した議論があったかと思うけれども、そうした中

で定期点検の費用だとか車両を運行するに当たっ

て必要な経費やその他が出てくるわけですので、

そういうことも込みになって１コースにつきおよ

そ1,000万円という形になっているのか、その辺、

ちょっとお知らせ願いたいなと思います。 

○まちづくり課長 

 今回、大興のほうから入札して見積もりしてい

ただいた金額というのは、基本的には運行するす

べての金額になります。ですので、この基本額、

半年分なんですけれども、来年度はこれを倍にし

て１年分でやりますけれども、基本的にはこの中

には、例えば今言いました運行するための費用と

いうことと、それから車両整備費ということで、

例えば燃料代ですとか通常の点検代というものは

入っております。ただ、通常の点検代以外のもの、

例えば代行修繕とか、そういったものは、私ども

と相談して、私どものほうが払うことに。 

 要は、通常出るものについては、大興のほうで

負担していただくという考え方です。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、イレギュラーなことで発生した修

繕とか、そういうものについては市負担だけれど

も、それ以外の定期的な整備及び燃料というよう

なもの、それだけにとどまるかどうかわかりませ

んけれども、そうしたものは、これは半年分の契

約ということで2,400万円、まあ2,500万円と、年

間でいけば5,000万円ということになりますけれ

ども、そうすると、年間でも半年でもいいんです

けれども、整備、燃料費というのは、どの業者が

やっても基本的にそう変わらないお金だと思うん

ですよね。 

 そうして見ると、例えば１コース1,000万円と

いう中にこういうものがどのくらいの金額、割合

で占めて、実際に業者に渡るお金、業者に渡る多

くの場合は人件費ですよね。1,000万円から定期

的な整備、それから燃料代を除いて、そして人件

費を差し引いたのが相手方の基本的な利益という

ことになろうと思うんですけれども、その辺は整

備費、燃料費はどれくらいを、もちろん金額の提

示のときにそうしたことも当然提案されていると

いうふうに思うんですけれども、その辺、どうで

すか。 

○まちづくり課長 

 とりあえず、見積金額というのか、提案内容で

入っておりますのは、そういったふうに１コース

幾らという金額ではございませんので、その辺は

ちょっとお答えすることができないんですけれど

も。 

○佐藤委員 

 じゃ、１コース幾らということじゃなくて結構

です。例えば１から３コース、４から５コース、

これはわかると思うんですけど。 

○まちづくり課長 

 それでは言います。 

 大興タクシーの1,499万5,050円、これは１から
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３コースの中ですけれども、人件費としましては

991万3,000円、燃料費が251万5,000円です。 

○佐藤委員 

 991万3,000円が人件費と。これは全部込みとい

うことですか。込みじゃないですよね。ちょっと

その辺の関係がわからなかった。もう一度。 

○まちづくり課長 

 あれは人件費として示された金額でございます、

１から３コースの。 

○佐藤委員 

 １から３コースで３名の人件費、これが半年分

ですか、１年分ですか。 

○まちづくり課長 

 半年分でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、１から３で人件費ということと、

基本的、もちろん入れかえやそういうことがある

にしても、１人当たりおおよそ330万円と、半年

で。年間で660万円ということになるんですか。

例えば、１から３コースですので、運転手が基本

的に１コースに１人ついて、もちろん入れかわり

が途中であるかもしれんけど、１人分として換算

したときに、半年分で991万円ですので330万円か

と、年間に換算すると660万円と、こういうこと

になるんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 そういうふうになります。 

○佐藤委員 

 そうすると、年間に換算して660万円という金

額が高いのか、安いのか、年齢にもよるし、何と

も言えませんけれども、そうしてみると、こうし

た人件費について安過ぎるということでもないし、

高過ぎるということでもないのかなという感じも

しますけど、その辺の認識はどうでしょうか。 

○まちづくり課長 

 私どものほうも、プレゼンのときのヒアリング

ですとか、決定する前に一応大興に来ていただい

ていろいろとお話をさせていただきました。この

金額で本当によろしいですねという話で、そうい

った中で大興がこの金額といったのは、正規職員

を、今おる職員を１コース２人勤務態勢というこ

とで考えておりまして、従事する職員を特定しな

がら社内規定の賃金体系から積み上げて、そして

この金額をはじきましたという返事でございまし

たものですから、当然この人件費については、向

こうのほうがそういった形で積み上げたというこ

とでこの処遇というのは理解はしております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、この点で１から３コース、半年間

1,400万円、1,500万円弱ということを見ると、他

のところはもっと高い運行経費ということですの

で、当然のことながら、単純比較はできないにし

ても、主要な部分は人件費で占めるということ、

もしくは会社の利幅が大きいかという、そういう

関係になろうかというふうに思いますけれども、

そんな形で今回提案をされたかなと。年間660万

円ということを見るとそんなことかなというふう

に思います。 

 それで、もう一つだけ聞きたいですけれども、

この資料を見ると、利用者の無料対象ということ

で、運転免許証の自主返納者という形でこれが無

料ということになりますけど、これはどのくらい

の期間、無料になるのですか。 

○まちづくり課長 

 その件につきましては、申しわけございません

けど、安心・安全課のほうで要綱を定めてやって

おりますので、それがもし決まれば知立市地域公

共交通会議のほうへかける必要があると思うんで

すけど、今聞いておる話によりますと、そのよう

なことを検討しておるということは聞いてはおり

ます。 

 今は、２年でございます、期間は。 

○中島委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第48号について挙手により採決いたします。 

 議案第48号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第48号 平成

23年度知立市一般会計補正予算（第３号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第50号 平成23年度知立市公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題と

いたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第50号について、挙手により採決します。 

 議案第50号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 

 ありがとうございます。 

 挙手全員です。したがって、議案第50号 平成

23年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、認定第１号 平成22年度知立市一般会計

歳入歳出決算認定についての件を議題といたしま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉原委員 

 それでは、認定第１号、平成22年度知立市一般

会計歳入歳出決算認定のほうで、主要成果報告書

より98ページ、第８款の土木費２項道路橋梁費３

目道路新設改良費の用地購入費のところをごらん

いただきたいと思います。 

 知立市上重原町13号線道路改良用地477万1,755

円、面積55.81平方メートル。これに関してどこ

の場所であるかということを御披瀝いただきたい

のですけれども。 

○土木課長 

 上重原町13号につきましては、知立中央通線か

ら萬福寺のほうへ向かって今道路改良を進めてい

る道路の東側、公民館側の用地で、公民館側の用

地も底地部分でございます。 

○杉原委員 

 公民館側のほうの用地ということで、これは、

たしか、私の記憶するところによると神社の関係

の土地になるということでよろしいわけですか。 

○土木課長 

 八劔社の土地でございます。 

○杉原委員 

 この部分に関して、55.81平方メートル、477万

1,755円、以前私が聞くところによると、お金じ

ゃなくて用地が神社側が欲しいという話であった

わけですけれども、その点、この金額で解決とい

うことで理解してよろしいわけですか。 

○土木課長 

 神社庁との交渉の中では、すべて代替地という

ことを要求されておったわけですけど、本社の土

地ではないということで、現在公民館の建築用地

として使われているということで、本社のほうの

用地とは若干種類が違うということで、総代のほ

うの御協力もいただきまして、交渉の結果、それ

は買い取りというか、売り切りでいいというふう

に決しましたので、そのように対応させていただ

きました。 

○杉原委員 

 わかりました。理解できました。 

 今後もこの道路新設改良、上重原町13号線、本

信号設置に向けて神社の土地があると思います。

今後の展開の中で道路改良用地購入及び改良工事

に関する関係のことで、場所がどこら辺で、用地
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買収で神社の土地も絡んでくると思うんですけれ

ども、ほかの近隣の地権者の方もあると思うんで

すけど、その用地、それと、そこに関してはどう

いった工事が行われていて、日程的にどんな感じ

になっていくか、予算はどんな感じになっていく

かということに関して、御披瀝、わかる範囲でい

ただきたいんですけど。 

○土木課長 

 上重原町13号につきましては、知立中央通線と

上重原町13号の交差点に信号機、今は押しボタン

の信号ですけど、定周期信号機をつけていきたい

ということで事業が開始されたわけですけど、そ

の第１期事業として、踏切が狭くて、信号機をつ

けた場合、渋滞して混乱を招くということで、ま

ずは踏切を拡幅していこうということで第１期事

業が開始されました。 

 そういった中で用地買収等を進め、工事のほう

も踏切手前までが前年度、平成22年度までで実施

されました。今年度、踏切の拡幅を実施して、13

号の踏切の拡幅の件に関しては、一応それで第１

期事業としては完了するということでございます。 

 第２期事業といたしまして、知立中央通線の拡

幅、信号機設置という本題のほうに入っていくわ

けですけど、いろいろ財政状況等、厳しい中でい

ろんな問題が発生してきてはおりますけど、国の

補助金をいただきながら進めていかなければ、こ

の事業も莫大な事業費ですので、進めていけない

ということで、要望はさせていただいておるわけ

ですけど、今後、今年度が終わりますと、平成24

年が調査のほうに入るのかもしれませんけど、お

おむね５年ぐらいで信号機設置までにこぎ着けれ

ばいいのかなというふうに考えておりますけど、

何せ、この社会情勢等を見ますと、その辺がはっ

きりいつまでにやれるという話ができない状況に

ございます。 

 それと、用地の対応といたしましては、西保育

園につきましては、保育園の外構整備をやるとき

に下がっていただいております。知立中央通線に

右折帯をつけて信号機をつけるわけですけど、右

折帯をつけるのを踏切との距離関係で、知立中央

通線につきましてはすべて北側拡幅ということで

計画をしております。そんな中で、西保育園につ

きましては、外構工事のときに下がっていただい

ております。 

 あと、八劔社の土地、本社の土地があります。

この土地と、それから、あと、民地が３件ぐらい

だったと思います。合計、あと、４件ぐらい残っ

ております。民地につきましては、買い取りとい

う形で進めさせていただきたいと思います。ただ、

本社、八劔社の土地につきましては、13号の公民

館用地のときから言われておりますけれども、代

替地というか、売り切りじゃなくて、その土地を

減らせない状況にあるから、その分、代替地を出

してほしいという、そういう要求をいただいてお

ります。買収というわけにはいかないものですか

ら、その辺、また地元と協議しながら、離れた土

地では代替地にならないものですから、現在の八

劔社に隣接した地権者の方で御協力をいただかな

きゃならないということで、地元とも調整しなが

ら、また今後も進めていきたいなというふうに考

えております。 

○杉原委員 

 課長、もう尐し詳細を教えていただきたいんで

すが、１期工事、今年度の踏切工事に関して、今

年度やられるという話をちょっと風のうわさで、

たよりで聞いたんですけど、現状、踏切工事、拡

幅ですね、今の踏切に関しておよそ倍ぐらいにす

るという工事に関して、今年度中か今年度内なの

かという話をちょっとお聞きしたんですけど、そ

れがいつからいつやって、最終的に予算が絡むこ

となんですけれども、今期やるということですか

ら、それに関して予算、国と市の要は負担金の割

合がどんな感じになるか。 

 工事期間中、何か夜中にやられるという話もお

聞きしているんですけど、詳細に関して、まずそ

この点を御披瀝いただきたいんですが。 

○土木課長 

 まず、工事の時期でございます。これにつきま

して、名鉄との話し合いの中で名鉄との協定を結

ばさせていただきました。これが７月19日に名鉄
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と協定を結んでおります。工事の費用でございま

す。総額１億1,000万円ということで協定を結ば

させていただいております。 

 工事の実施につきましては、名鉄のほうが今月

か来月ぐらいの予定で業者を決めていきたいとい

うことを伺っております。そうしますと、11月中

には工事に着工できるのかなと。 

 レールの交換等ございますので、日中の名鉄が

運行しているときにはそういった事業ができない

ということで、一部というか、大半が夜間施工と

いう形になります。11月に着工し、来年の２月ぐ

らいまでかかるだろうというふうに伺っておりま

す。 

 １億1,000万円の費用ですけど、このうちの補

助対象という事業費というのが１億円ということ

になりまして、10分の5.5ですので、5,500万円が

国のほうからいただけるということになります。 

 それと、それに関連しまして、名鉄のほうの条

件提示がありまして、これは以前からお話しさせ

ていただいてはおるんですけど、既存の踏切の規

制が厳しくなりますよというお話の中で、新幹線

の下の踏切が現在1.7メートル以下の自動車が通

れることになっておるのですけど、それがもう自

動車が通れなくて、自転車、歩行者、それから農

耕用の機械で1.6メートル以下のそういったもの

しか通れなくなりますよという、そういった規制

がかかってきます。これは、工事着工のときに合

わせて看板等を立てて周知していきたいというこ

とで、年度当初にもお話しさせていただきました

けど、９月７日にまた地元の区長、役員等にもお

話しさせていただいて、今後もそういった周知を

図っていきたいというふうに考えております。 

○杉原委員 

 ちょっと答弁漏れがあったんですけど、11月ぐ

らいから入って来年の２月まで工事期間というこ

とだったんですけど、時間帯が夜中の何時ぐらい

から何時ぐらいということをされるのかというこ

との答弁漏れと、あと、地元の周知に関して、工

事をやられるわけですから、近隣の方、夜中にや

ると眠れないとかいう話も出てくるかと思います

が、その周知に関して御披瀝いただきたいのと、

今、お尋ねしなかった奥のほうの晃鐡工業、新幹

線沿い側のほうの踏切に関しても御答弁いただい

たわけですけど、これも今、最終的にいつから通

行がその1.6メートル、通行どめになってそのよ

うな形になるか。 

 また、近隣市、また、地元のほうの周知に関し

てもどのようにされているかということに関して、

あわせて御披瀝いただきたいんですが。 

○土木課長 

 先ほど、２月末ぐらいという話をさせていただ

きましたけど、一応工期的には３月末で協定のほ

うは結ばさせていただいておりますので、それと、

まだ業者のほうが決まっていなくて、詳しい施工

計画がまだできておりませんので、私の考えるに

は、大体10時から５時までの間で、終電車が通り

過ぎた後、始発電車の前までの間が実際の軌道の

部分で、あと、軌道を外れた部分は、それ以外の

時間でもできるということで、10時から５時ぐら

いまでの間でやられるのかなというふうに考えて

おりますけど、まだ具体的にその辺の詳細な詰め

のほうはやっておりません。今後、業者が決まっ

た中でまた詰めていきたいと思います。 

 そういった中で詳細がわかれば、また地元にも

提示していきますので、そういったところで区長

と協議しながら回覧等で周知していきたいな。 

 それとあわせて、東側の踏切につきましては規

制が強化されるわけですけど、今の踏切が拡幅さ

れて改良されないと、東も規制ができないもので

すから、でき上がったら規制しますよという形で、

今の予定では来年の４月ぐらいから規制をかけて

いきたいなというふうには考えておりますけど、

まだ名鉄との実施工程がしっかりできていないも

のですから、その辺の全体がわかったときに、こ

れは11月ぐらいになろうと思いますけど、また区

長と周知の仕方なども検討していきたいなという

ことで思っております。 

○杉原委員 

 わかりました。踏切に関してはよくわかりまし

た。理解できました。 
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 ちょっとさっきのほうに戻らさせていただいて、

先ほど課長のほうが答弁された中で、今後の上重

原町13号線からあそこの中央通線、本信号設置に

至って、るる先ほど御説明いただいたわけですけ

れども、今、13号線のみのお話をされたわけです

けれども、実質上の中でいくと迂回路ができたり、

そこの中の問題点がいろいろ出てくるわけですけ

ど、本信号設置までに関して、４年から５年とい

う今お話があったわけですけれども、予算の関係

もあると思いますけど、なぜ４年から５年かかる

というふうに見込んでおられるかということの理

由に関してもお聞かせいただきたいんですけど。

通常であればもうちょっと早くできるんじゃない

かなと考えるわけですけど、予算だけの問題じゃ

ないと思うんですけど、そこら辺の問題点に関し

て今当局としてはどう考えているかということを

お聞かせください。 

○土木課長 

 本信号をつけるということになりますと、踏切

と近い。現在の踏切に隣接してすぐ東西に生活道

路が出てきております。そういった関係から、公

安協議をしている中では、その道路がそこから車

が出てくると非常に危険だからその道路はとめな

さいという、そういうことを言われております。

そういった中で、今概略では、もしとめた場合は

迂回路が必要になってくる地域も出てくるという

ことで、その辺の道路計画等はまだやっていない

んですけど、そういったことも、出てきた場合、

用地買収とか道路築造とか、そちらのほうの関連

が出てきますので、ただ中央通を拡幅すればいい

という問題ではないものですから、また、これも

本当にとめなきゃいけないのかどうかという、一

方通行とか、右左折の禁止だとか、そういった交

通規制で対応ができるのかどうか、その辺等、も

う一回公安と調整する必要があるのかな。そうい

ったもろもろのいろんな条件が２期事業にはあり

ますので、その辺をいろいろ考慮しますと、ただ

用地を買って工事を二、三年でやれるという話に

はなってこなくて、もう尐し時間をいただきたい

という。それと、財政上の問題がありまして、国

からの補助金がいただけないという話になると、

これも難しい話になりますし、国からの補助金が

いただけても、何億円とかかる事業ですので、市

の財源、そういったものも必要になってきます。 

 その辺のいろんな財政事情を考慮すると、二、

三年では難しいという、そういった意味でござい

ます。 

○杉原委員 

 課長、いろいろありがとうございます。 

 いずれにせよ、この事業に関しては、私が議員

になる前の議事録を見ますと、十数年前からずっ

とこれを訴えて、ようやく念願かなったという形

で進めていただいておるわけです。 

 ぜひとも、早い段階でできればありがたいもの

ですから、地元の方も、これはようやく念願かな

ったということで今進んでいるところで、詳細に

関しては私が知らない部分が多分に多かったので、

今一応確認をさせていただきました。 

 やれる部分に関しては、ぜひ進めていただいて、

御協力できる部分に関しては地元の方と一緒にや

らせていただきたいと思いますので、今後ともよ

ろしく願いしたいなと思います。 

 続きまして、99ページ、第８款土木費２項道路

橋梁維持費４目の橋梁工事費、委託関係の中の橋

梁費耐震詳細委託業務346万5,000円。これに関し

ては、どこの部分の耐震を言われているのか、御

披瀝ください。 

○土木課長 

 これにつきましては、平成15年から橋梁の耐震

をやってきまして、平成20年で一応、繰り越しし

て平成21年ですか、緊急輸送道路の１、２級道路

ですけど、そこの部分の主要橋梁、橋長15メート

ル以上につきまして耐震が完了いたしております。 

 それ以外の橋梁はどうだという、そういったと

ころから、現在７メートル以上でその他の橋梁に

つきまして調査いたしまして、おおむね10橋程度

ぐらいを耐震化していこうというふうに。その10

橋の選定につきましては、避難所等のアクセス道

路とか、地域で重要な橋梁という、そういったと

ころを選定させていただきまして、平成22年度に
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つきましては、御手洗川弘法下橋、下空池橋、空

池橋、こういった橋を選定させていただきまして、

平成22年度に耐震設計を完了しております。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 私の記憶するところによると、市の管理されて

いる橋に関しては74あるように記憶しておるわけ

ですけど、それに関しても終わったと、今の平成

20年度、平成21年度ぐらいですか、今、課長が言

われた終わったということの理解でよろしいわけ

ですか。 

 それと、今それ以外の管理している橋が幾つか

あるという中で、今それを進めておられるという

ことの理解でよろしいわけですかね。 

○土木課長 

 現在市が管理している道路が74橋でございます。

緊急輸送道路で幹線道路の関係で耐震補強をさせ

ていただいたのが17橋で、あと、他市との境界橋、

そういったものがありますので、そういったもの

で３橋、20橋を一応耐震補強させていただいて、

残り64橋につきまして、その中でボックス橋とい

うんですかね、耐震上施策をする必要がないそう

いった橋梁がございます。また、橋梁スパンが短

い、たとえ落ちたとしても簡易な対策で通行が可

能になる、それからそういったことで選定します

と、64橋中、対策が必要な橋梁が10橋程度かなと

いうふうで、今選定しております。 

 ですので、そういった10橋程度を対策すれば、

あとの橋梁につきましては、対策はしませんけど、

そういった形の中の橋梁ということで考えており

ます。 

○杉原委員 

 大変失礼をした。私の理解が間違えていました。

74橋、大半が終わっていたのかなと思ったら、今

の課長の発言の中で17橋プラス３橋、今はそうい

った形でほかの緊急輸送道路ですか、橋ですか、

をやられているというお話でした。 

 今の状況を見てみても、橋だけに関しても今の

ところ主要な17橋プラス３橋、20橋をやられたと。

見てみますと、私自身もしっかり見ていないので

わからないんですけど、耐震化は一応したんだけ

ど、老朽化が進んでいて、鉄筋コンクリートでい

くと大体50年から60年、要は橋のかけかえをしな

くちゃいけないという時期があると思うんですけ

ど、以前進められたやつに関しての必要性という

か、対策は、よろしいわけですかね。ちょっとそ

この点、お尋ねしたいんですけれども。 

○土木課長 

 済みません、ちょっと計算が合いませんね。74

橋で20橋で54橋です。済みません。 

 それと、耐震以外の老朽化した橋の対策という

ことですけど、99ページの上の橋梁点検委託業務、

これにつきましては橋梁の長寿命化計画の中の点

検委託業務ということで、一般的には50年、60年

という橋の寿命の中で尐しでもライフサイクルコ

ストの縮減ということで、ちょうど二、三十年前

にたくさん橋をつくって一気にかけかえなきゃい

けない橋が出てきちゃうと財政上もすごく困難な

状況になるということで、尐しでも延命措置と、

それからバランスのいいそういったかけかえとい

うような対策をとろうということで、長寿命化計

画というのを今作成中でございます。 

 その前段で点検業務を去年とことしでやるとい

うことなんですけど、そういった中で古い橋梁、

それから新しくても今後いずれかは古くなってい

く、そういったのをどういう修繕を加えて、どう

いう補強を加えたら長寿命化になるだろうかとい

う、そういった計画を今後つくっていきたいとい

うことで、そういった古い橋梁をどうするんだと

いう話ではなくて、そういった橋全体について長

期的な延命措置を図りたいという、そういった今

計画づくりをしております。 

○杉原委員 

 橋梁に関してはいろいろこういう委員会、議会

の中でも出ておりますけど、かなり一遍に橋をつ

くってきたという経緯も、保育園の整備計画もそ

うですけど、橋もそうなんですけど、知立市に関

しては一遍に財政を要するところがあります。市

民の安全、安心、交通安全を守る意味でも、この

橋梁に関しては非常に大切なところだと思います
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ので、今作成中ということで、課長、よろしいわ

けですよね。これ、いつごろそれを。今委託業務

等を出して、今の橋に関して延命化、その他もろ

もろに関して作成が完成する予定ということです

かね。 

○土木課長 

 去年とことしで点検いたしまして、来年度、長

寿命化計画を作成していきたいと思います。 

○杉原委員 

 わかりました。じゃ、来年度、また見させてい

ただいて、質問をさせていただきたいと思います。 

 橋梁に関することなんですけれども、私自身が

聞いているところによると、上重原の本郷の交差

点から西中に向けて猿渡橋がございますよね。上

重原町の本郷の交差点から西中のほうに向かって

行く。あそこに関して、今、あそこは県道になっ

ておるわけですけれども、県道から市道に払い下

げになると。払い下げをする上で、あそこの橋梁

に関しては、要は前市長から私が聞いていたのが、

歩道をつけてもらって市のほうに移管をするとい

うお話を聞いておるわけですけど、そこの今の計

画に関しては、県道から市道の払い下げが間もな

くなるようなお話も聞いているわけですけど、ど

んな状況になっているかということを御披瀝いた

だきたいんですけど。 

○土木課長 

 今年度、市道認定をさせていただいて、市の整

備計画もつくっていく中で、橋を市の整備計画と

いうか、本郷交差点から西中苑までの歩道整備を

していきたいということで、本来、国道419号線

につきましては、前回もお話しさせていただきま

したけど、衣浦豊田線、現在の国道419号、バイ

パスですね、これができ上がった時点に国道419

号は市に払い下げるというか、県としては国道が

不要になるということで、平成16年に完成いたし

まして、それ以後、市のほうに移管するような動

きがあったわけですけど、市としても歩道は欲し

いし、それから橋梁も欲しいということで、すぐ

受け取った場合、なかなか市の財政も厳しいとい

うことから、橋は結構何億円という形でかかりま

すので、その橋をつくっていただきたいというの

を県に申し出ております。なおかつ、歩道整備に

つきましては、県の支援をいただきたいというこ

とで話をしております。 

 橋につきましては、そういった話の内容の覚書

を締結させていただきまして、おおむね橋につき

ましては今年度から５年以内につくっていただく

という形になっております。 

 現在の状況としましては、橋の予備検討という

ことで、上流にするか下流にするか、幅員は幾つ

にするか、それから実際に現地にその橋がかけら

れるかどうか、かけた場合の後の影響だとか、い

ろんな検討をしたいということで、ことし橋の予

備検討をしたいということで県のほうから聞いて

おります。 

○杉原委員 

 今年度から、じゃ、その歩道をどちらに、東に

つけるのか、西につけるのかという予備検討をし

ていくということでよろしいわけ。 

 それと、予算に関しては県のほうにということ

で、100％県のお金で歩道に関してはやっていた

だけるのかどうかということに関して、この２点、

お尋ねしたいんですけど。 

○土木課長 

 予備検討が終わりますと、詳細、それから工事

ということになりまして、平成25年をめどに進め

ていきたいということで話をしておるわけです。 

 基本的には上流側、東側に歩道はつけていきた

いなというふうに考えてはおるんですけど、物理

的に不可能な場合は、また西側になる可能性もあ

ります。 

 費用面では、橋につきましては全額県負担、県

事業ということでございます。その他の橋前後の

歩道整備につきましては市事業ではございますけ

ど、県の補助をいただきながら、支援を受けなが

ら進めていきたいというふうに。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○杉原委員 

 ５年がかりで県の負担で歩道をつけていくとい

うことがわかりました。 
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 今後、地元の方、私の地元の上重原町と、あと

西中町の水野議員もいますけど、その地元の方々

に関して、工事をやると多分御迷惑をかける部分

が多分に出てくると思うんですけど、周知に関し

ては今後どういった形でされていくのか教えてい

ただきたいんですけど。 

○土木課長 

 まだ橋が実際にどこにかけられるのかという問

題もありますし、内々には役員程度には話はさせ

ていただいてはおりますけど、まだこれは他言し

ないようにということで、東につけるか西につけ

るかという、そういった話もありますので、もう

尐し予備検討を行って、もう尐し姿が明らかにな

ってきたら、もうここにやりたいという話になっ

たときに地元に周知していきたいな。 

 地元としては、役員レベルですけど、東につい

てはおおむね皆さん了解していただけるだろうと

いうふうには役員からは聞いております。ただ、

先ほど上重原中央通線のお話もしましたけど、財

政上の問題があって、橋は県に５年でやっていた

だくという話はさせていただきましたけど、あと、

橋前後の歩道整備につきましては、これ、地元の

用地買収も絡みますので、地元との調整もありま

す。それと、財政上の問題もあります。だから、

５年以内には難しいというふうに私は考えており

ます。おおむね、ちょっと気が遠くなるかもしれ

ませんけど、10年計画ぐらいで進めていかないと

できないのかなというふうに考えておりますので

お願いします。 

○杉原委員 

 わかりました。課長が５年じゃ難しい、10年だ

と。いずれにしましても、あそこに関しては前市

長も県道から市道に払い下げのときに県のほうに

何度かお願いをして、ようやく県の予算でやって

もらえるということで、県も予算がないというこ

とで10年ぐらいかかるだろうと。前向きに前進し

てやっていただきたいなと思います。 

 次に、もう一つ。主要成果報告書102ページ、

第８款土木費４項都市計画費５目の都市開発費委

託関係のところでお尋ねします。 

 これ、一般質問の越境して聞いてしまいました

が、改めてちょっと確認をしたいんですけど、仮

称知立上重原北部土地区画整理事業、企業誘致活

動支援業務、企業動向アンケート実施157万5,000

円とありますけれども、どのような調査をされ、

結果はどうだったのか、そしてその結果を踏まえ

て今後どういうふうに進めていかれるかというこ

とに関して教えていただきたいんですが。 

○まちづくり課長 

 企業誘致活動支援業務委託料でありますけれど

も、これは上重原北部の土地区画整理事業でして、

同事業は平成21年８月に事業中止の要望の提出が

ありまして、平成22年12月に予定いたしました市

街化区域への編入を見送りました。 

 この反対の理由というのが多かったのが100年

に１度と言われます世界的な金融危機、要はリー

マンショックですとか、トヨタショックの経済不

況の中で進出企業があるのかという不安の声であ

りまして、その不安の声にこたえるために私ども

のほうは企業誘致推進のためのアンケート調査と

いうのを行いました。 

 アンケート調査につきましては、市内企業130

社を含む愛知県内の企業1,172社へ送付いたしま

した。回答をいただきました企業数というのは

208社で、17.7％であります。これにつきまして

今現在行っておりますのは、このアンケート結果

の中で今後定期的な情報提供を望むということを

希望されました市外企業23社とアンケートの回答

をいただきました市内企業41社へアポをとりまし

て、了承された企業を企画政策課が設置しました

企業誘致プロジェクト委員会の委員と一緒に企業

アンケート結果報告を持ちながら訪問しました。 

 その訪問した内容と申しますのは、この報告書

の説明ですとか、それから震災後の企業環境、大

震災が起こる前にアンケートを行いましたもので

すから、それ以降の企業環境の変化ですとか、経

済状況、それから企業から見た知立市やら上重原

北部についてのお話をお聞きしてきました。 

 現在は、企業誘致プロジェクト委員会のほうで

この情報を整理しておりまして、その情報を整理
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しました結果とともに上重原北部の地権者の方々

へ報告してまいりたいというふうには考えており

ます。 

 以上です。 

○中島委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午前11時07分 

――――――――――――― 

再開 午前11時16分 

○中島委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 済みません、先ほどの橋梁耐震対策の状況につ

きまして、橋梁数をちょっと訂正させていただき

ます。 

 現在、市が管理する橋梁につきましては73橋で

ございます。橋梁の耐震対策完了橋梁が17橋、未

対策橋梁が56橋でございます。失礼いたします。 

○杉原委員 

 先ほどの、じゃ、済みません、質問を続けさせ

ていただきます。 

 企業誘致の関係。市長にちょっとお尋ねをした

いんですけど、市長は選挙公約の57項目の中に、

知立市のイメージを高めるような魅力ある企業を

トップセールスで誘致しますとありますが、どの

ような形で実施をされていくのかということをま

ずお尋ねしたいと思います。 

○林市長 

 私なりにいろんな方々にあの場所の可能性、あ

の場所を説明させていただいて、自分の知り得る

いろんな方々にそういう可能性についてはお話を

持っては行っているんです。行っているというこ

とが一つあります。 

 一方で、今回のこのアンケートを受けて、市民

の皆様方の意向というのをやはりいま一度踏まえ

ないかんなということはあるわけでありまして、

今の時点ではそういうことであります。 

○杉原委員 

 具体的な対策はないということが今露呈されま

したけど、続いて上重原のもう一個、102ページ

のところにあります知立上重原北部知立山土地区

画整理事業区画整理設計委託料業務298万7,250円

とありますけれども、設計上の図面では計画が着

実に進んでいるというふうにここの中では受け取

られますが、実際のところどんな感じで動いてい

るのかということをちょっとお聞かせいただきた

いんですが。 

○まちづくり課長 

 知立山土地区画整理事業の区画整理設計委託で

ございますけれども、これは、以前、施工面積を

5.5ヘクタールで作成しました区画整理設計書を

利用しまして、面積を5.5ヘクタールから3.4ヘク

タールに縮小しまして再設計しまして、組合の設

立認可申請書を作成するための委託業務でありま

す。 

 当初、この地区につきましては、施工面積は5.

5ヘクタール、地権者は60名で区画整理事業を立

ち上げようとしましたが、同意が得られず、本同

意率が55％であり、区画整理事業を見送ったとこ

ろであります。 

 平成22年度は、施工面積を5.5ヘクタールから

3.4ヘクタールに、地権者を60名から30名に縮小

した計画で準備委員会と再協議を行い、７月に地

権者へ縮小した区域での説明会を開催し、了承を

得ました。その後、愛知県へ組合の設立認可申請

書の事前協議を行い、事前協議は平成23年５月19

日に終了して、現在は本同意の取りまとめ中でご

ざいます。 

 以上です。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 課長のほうから今御説明いただいて、一般質問

の中では、済みません、許容範囲を超えてしまっ

たのでそれ以上質問ができなかったので再度確認

をさせていただきましたが、上重原北部に関して

は、なかなか難しいと。今、課長のお話だと知立

山土地区画整理に関しては、規模を5.5ヘクター

ルから3.4ヘクタールですか、縮尺して30名の方

が御理解いただいて、これから進んでいくと。ぜ

ひ、これ、進めていただきたいなと思います。 
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 質疑の中でもお話をさせていただいたところで

ありますけど、繰り返しになって申しわけないで

す、知立市の財政に関して、本当、厳しいなとい

うことが私自身も勉強をさせていただいてよくわ

かりました。実質上の中の債務、借金が、先日清

水企画部長のほうからありましたけど、14億円ぐ

らいが借金のめどだろうという中で、実質上の中

でいくと、建設債とか、これから借金、臨時財政

対策債、その他もろもろを借りていくと20億円近

い、19億円から20億円ぐらい要は借りていかなく

ちゃいけないと、超えていると。要は５億円から

６億円足りないと、知立市の財政状況からいくと。

それを穴埋めするのが、私、最近一般質問、質疑

の中でもお話しさせていただいたとおりに、この

大きなこういうプロジェクトしかないんですよね、

実質上の中でいくと。 

 だから、まず山町の区画整理に関しては、今同

意が得られたということですので、ぜひとも進め

ていただいて、そうなれば間違いなく建物のほう

の固定資産税がアップになると思われますし、住

民税も入ってくるだろうし、所得税も入ってくる

と思いますので、確実にこれは進めていただきた

いなと思います。 

 副市長のほうに御確認をさせていただきたいん

ですが、市長にはちょっと将来のビジョンがない

ような感じをお見受けしますので、実質上の中の

都市計画マスタープランの中の上位計画、第５次

総合計画の中で、上重原北部土地区画整理26.6ヘ

クタールの８万坪に関しては非常に厳しいが、し

かし今の山町は進んでいくと。これだけでは、間

違いなく今後の知立市の財政状況の中でも厳しい

状況であると。 

 先日、同僚議員の田中議員が御質問をさせてい

ただいた６月議会の愛知県議会にも出ました。大

村知事の中の都市開発計画法の開発許可制度の緩

和、これに関しても先日神谷部長のほうはやって

いかないという話があったわけですけれども、今

後大きなこういった事業に関してどのような形を

考えておられるかということに関して、副市長に

見解をお尋ねしたいんですが。 

○清水副市長 

 まず、後段でおっしゃいました今回の県条例の

改訂、いわゆる都市計画法の緩和策でございます

けれども、これは本会議でも議論がございました。

現時点、今県のほうがそういった条例改正をされ

て、その条件を示していっていただくわけですけ

れども、その中では知立市にはそういう該当する

ところが現時点ないということでございます。 

 将来的にどうだということは、これからさらに

検討する必要があると思いますけれども、基本的

な考え方は、やはり知立市、約六十数％、約７割

弱の市街化区域を抱えている市でございまして、

御承知のとおりまだまだその開発整備というもの

が十分でないということも事実でございます。で

ありますので、その辺を進めながら、先ほどの今

回の県の新たな取り組み、こういったものをどの

ように対応していくかということは、尐し時間を

いただく中で、全くこれを度外視するということ

はないわけでございますけれども、いずれしても

今の知立の現状をかんがみながら、これは慎重に

進めていく必要があるだろうという認識でござい

ます。 

 それと、現在のいろんな財政状況、いろいろ厳

しいということでございます。そういった中で将

来はということでございますが、やはり長期的に

は今なかなか地権者の皆さんの御意向も難しいと

いう中での上重原北部の将来の土地利用の問題と

か、今山地区も徐々に進みつつあるわけですが、

そういった市全体での土地利用、そういったもの

をしっかり生かしながら将来のそういう財源確保

ということは必要なことだろうというふうに思っ

ています。 

 いずれにいたしましても、まだ今回の企業誘致

のためのアンケートも今集計中というような課長

が答弁いたしましたけれども、知立市全体、知立

市そのものがそうですし、あの上重原北部地区と

いうのは非常に交通の便にも恵まれて、非常にそ

ういった企業立地にはすぐれているということは、

いろんな方からもお話を伺っている、そういうよ

うなところでもございますし、そういった中での
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都市計画マスタープランでの位置づけだというふ

うに理解しておりますので、まだまだ時間を要す

ることだというふうに思いますけれども、市とし

ては地道に進めていく必要があるだろうというふ

うに考えております。 

○杉原委員 

 この件に関しては、決して規制緩和をすること

によって乱開発をしてくださいということじゃな

いんですよね。要は、知立市の中の、私もわかっ

ています、16キロ平方メートルの中の約10キロ平

方メートル、66％が市街化区域、あとの34％が調

整区域。近隣市に比べれば市街化率が高いという

ことを私もわかっております。しかし、今の知立

市の財政状況をかんがみると、このままでいくと

本当に今の林市長、来年まで任期がありますけど、

までは大丈夫だということは言えますけど、今後

の知立市を占う意味では、はっきり申し上げても

う危険信号に、将来を担う子供たちにとって借金

を背負わせる形になるので、それを防ぐための対

策をしていかなくちゃいけないと私は考えます。 

 その中の、要は愛知県の中の６月議会にも出ま

した都市計画法、開発許可の緩和。特に、田中議

員も言われましたけど、知立市の中で当てはまる

ところに関しては西中町。あそこは調整の既存宅

でありますよね。だから、前も平成元年ぐらいの

ときに国のほうも都市計画の線引きに関しても見

直そうという話がありました。もう一個、八橋の

才兼池、あのあたりも調整の既存宅、要はうちが

たくさん建っているんだけど調整区域なんですよ

ね。だから、実質上の中で申し上げれば、ああい

ったところに関しては、知立市は当てはまると思

うんですよね。だから、そういった部分に関して

も調査、研究から始めていただきたいなと思いま

す。 

 そうなれば、税収の中の、今固定資産税だけで

すけど、都市計画税も生まれてきます。最終的に

はいろいろ配管等、下水道その他もろもろ、やっ

ていかなくちゃいけないものですから、お金は当

初はかかります。その後の回収はできると思いま

す。ですので、行政側としてもそういった部分の

チャンスをとらえて、ぜひ一度、調査、研究から

始めていただきたいなと私自身は考えます。 

 市長の見解からいくとなかなか、要は思いを話

すだけで、実際どうしたらいいかということが口

の中から出てこないんですね。行動も出ていない

という、今、状況であります。ぜひそこのところ

から調査、研究してもらいたいと私は考えます。 

 副市長に関しては前向きな今、御答弁をいただ

いたわけですけど、いま一度そういったあくまで

も私の提案ではありますけれども、副市長、見解

を再度求めたいと思います。 

○清水副市長 

 将来に向けていろんな国の制度、あるいは県の

制度、そういったものをしっかり活用するという

ことは大変大事なことだというふうに思いますの

で、そういった制度を全く除外してということで

はございません。いろんな制度をにらみながら知

立市に合った効果的なそういう手法というものを

しっかり検討する必要があるというふうな認識で

ございます。 

○杉原委員 

 ぜひ、そこら辺のところ、今の知立市の財源状

況からいったら大きな財源を生み出すのは、今そ

ういった部分しかないのかなと私自身は考えます

ので、ぜひ調査、研究からで結構です。そういっ

た部分から入っていただきたいと思います。 

 最後に、主要成果報告書103ページ、第８款土

木費５項住宅費５目の住宅建設費、住宅工事関係

の中で、市営住宅が今、仮称市営高場住宅が今建

設をされています。これらの幾つか市営住宅があ

るわけですが、知立市の公営住宅ストック総合計

画書に基づいて、平成24年から高場市営住宅に関

しては入居完成を目指しておられますけれども、

今現状、予定どおり進んでおられるのかどうか。 

 私も、先日、見てきましたけど、かなり高層ま

で、３階ぐらいかな、２階、３階ぐらいまで上が

ってきておりますけど、30戸の市営住宅が完成す

るわけですが、その基準どおり今３月末完成で来

年の４月から入居開始という中が、実際状況下の

中で期限が守られるのかと、入居対象者に関して
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はどのようなことを考えておられるのかというこ

とをまず御披瀝いただきたいんですけど。 

○建築課長 

 工事の進捗のほうにつきましては、予定どおり

といいますか、年内には、今ここからでも見える

かもわかりませんけど、５階までコンクリート仕

事を打ちまして、上の屋根まではできております。

内装のほうも順次行っております。 

 来年の、当然３月末までにはできると確信して

おりますけど、それに伴いまして、私のほうが重

要なのは平成24年４月からの入居ですね。入居を

予定しておりますので、そのスケジュールに沿っ

て随時、また12月の議会の中では高場住宅の設置

ということで議案の中にそれを入れ込みたいなと

思っております。 

 入居の内容につきましては、現在30戸建設をし

ております。この中で高齢者向けということでつ

くっております。しかしながら、30戸全部高齢者

かというと、やっぱりいろんな世代の人も入って

もらいたい、高齢者ばかりではコミュニティーが

うまくいかないということもありますので、現在

考えているのは、おおむね半分ぐらいを福祉枠で

考えていけたらなと思っております。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 今、半分ぐらい高齢者の方で半分が一般の入る

方ということでよろしいですね。 

○建築課長 

 高齢者というよりも福祉枠ということでお願い

したいと思います。この中には、子育て世帯も入

るという解釈でございます。 

○杉原委員 

 わかりました。高場住宅に関しては、今後事故

のないように進めていただきたいと思うんですが、

そのほか市営住宅に関しては、私が調べたところ

によると10棟103戸ございます。 

 この10棟103戸に関して、市内には老朽化した

市営住宅になっていると。調べさせていただいた

ところによると、中山住宅が６棟29戸、築年数36

年から41年、昭和45年から昭和50年に建築をされ

ていると。本田住宅２棟10戸。これに関しても、

築40年、昭和46年に建築をされたと。八橋住宅、

これは４棟64戸で、これ、３階建てですよね。築

年数が29年から32年、昭和54年から昭和57年。 

 要は、建てかえの時期が来ていると思われるわ

けですけど、修繕やなんかは今やっておみえにな

られるわけですけれども、今後の計画、市営住宅

に関しての考え方を御披瀝いただきたいんですが。 

○建築課長 

 市営住宅のほうにはるる今説明をいただきまし

たけど、昭和40年代からつくったもの、それから

八橋については昭和54年からつくったものがあり

ますけど、これも耐震のほうもチェックをしまし

て、これもまだまだもつということですので、長

寿命化もありますので、改善のほうも国費を入れ

て随時やっていますので、使えるまで使っていく

ということを考えております。 

 最終的に、使えなくなる場合が将来的には来る

と思いますけど、そうなった場合は、本田住宅と

いうんですかね、あの辺はちょっと面積的に尐な

いものですから建てかえてやるというところまで

行かないかもわかりませんけど、まだまだ今のと

ころは使っていけるというふうに考えております。 

 したがいまして、まだ建てかえのことまではち

ょっと、まだまだ10年ぐらいはいけるというふう

に踏んでおります。 

○杉原委員 

 今、建てかえに関しては、修繕をしていけば使

えるといったようなお話がございましたが、実質

上の中でいくと、もう築30年、ひどいというか、

古いものになると築40年を超えているんですよね。

間違いなく実質上の中でいけば、もう建てかえ時

期に来ていると。 

 一般質問でも、私、させていただきました。市

営住宅を市が独自でつくるということに関しては、

これからお金がかかるという話をさせていただい

たと思います。地権者の方につくっていただくと

いうことに関して、前、御提案を申し上げたと思

いますけれども、それを要は借り上げていくと。

そうなれば、前もお話ししたとおり、地権者のほ
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うからも固定資産税も得られる、その他もろもろ

の中で市のほうも修理費やなんかも修繕費やなん

かも要らなくなるといったようなお話をさせてい

ただいたわけですけれども、その後、たしか答弁

が調査、研究だったと思うんですけど、その後の

市営住宅、まさにもう10年という枠の中じゃ納ま

らない、築40年を過ぎているやつに関しては早急

に考えなくちゃいけない部分も出てくるわけです

よね。修繕費だってすごく、八橋やなんかの鉄筋

コンクリートでいけば、上の修繕に関しても何百

万円かかるわけですよね。 

 逆にそういった修繕をするよりも、そういった

形で進めていかれたほうがいいんじゃないかとい

う御提案をさせていただいたわけですけど、その

点に関しての調査、研究に関して、今どんなふう

に進んでおられるか。約１年ぐらいたっていると

思うんですけど、その点、どうですかね。 

○建築課長 

 市営住宅のほうも確かに耐用年数でいいますと

過ぎているものも、近くなっているものもありま

す。しかしながら、耐震診断も行いまして、まだ

まだもつということ、それから国費をもらって住

宅の改善を進めているところでございますので、

使えるだけ使っていこうという、今あるものはそ

ういう方針でございます。 

 それから、以前に言われた市がつくらなくても

ということで御質問をいただいたわけですけど、

借り上げ住宅等のことかなということを思います

けど、これもずっと市が１カ所の方から借りると

いうことになりますと、これは国のほうも試算を

すると何か余り得策ではないと。例えば、10年だ

け借りて、あとは市が借り上げをやめるというこ

とであれば、まだまだ借り上げのメリットはある

のかなということでありますけど、いずれにしま

してもその建物をつくるに、お金は市がつくって

も民間がつくっても当然要るわけですので、だれ

かがその分を補てんするということがありますの

で、そういう意味で考えると、なかなか借り上げ

住宅も市が全部永代まで借りていくということに

なると、それは非常に難しいということで、今は

研究もその辺で終わっております。 

○杉原委員 

 頭ごなしの回答であったと思います。試算は出

されたかどうかということに関しても、今は実質

国が言っているからというお答えでしたよね。国

は国、市は市、要は市の形をどうやって進めてい

くかということに関して、全く試算をされずして、

最終的に国が言っているから。じゃ、国がこの市

は要は崩壊ですったら、崩壊なんですか。だから、

実際の試算をつくってみて、本当にそれがいいか

どうかということを検証してくださいよ。実質上

の中で、要は頭ごなしにただ行政側はやると面倒

くさい、国が言っているから。要はそこでバリア

を張ってしまう。それじゃ、知立市の今のいろい

ろ行財政の話をさせていただきましたけど、それ

で知立市が今後もつのかなって。 

 地権者の方にとっても、市が借り上げれば、最

終的には、今の10年じゃなくて、20年で返済がで

きるそのような計画をつくって話をしていくとい

うことであれば、できると思うんですよね、実際

の中でいくと。何もせずして、ただ今そこで終わ

るということに関しては、私は納得できないです

わ。 

 ぜひ、その部分に関しては、一度そこの中から

調査、研究をしていただきたいと思いますけど、

副市長、どうですか、その点に関しては。 

○清水副市長 

 公営住宅の建設というのは、今御質問者がおっ

しゃるような、そういう借り上げのそういった民

間住宅を借り上げるという方法、あるいは今回高

場住宅は知立市が直接建設をして、直接知立市が

管理をするという方針でこうやっているわけです

が、その結論の過程の中でも、今全国的にはＰＦ

Ｉとか、いわゆる民間のそういう資金を活用した

手法もいろんなところであるようでございますの

で、現時点、今、新たな知立市の市営住宅の建設

というのは計画の中にはありませんけれども、そ

ういったことは別にいたしましても、どういう手

法が一番建設コストの問題も含め、将来の維持管

理費の問題、そういうことも含めて、それは私ど
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ももしっかり日常の業務の中で研究する必要があ

ると思いますので、御提案の中身も含めて研究は

してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○中島委員長 

 質疑、ほかにございませんか。 

○坂田委員 

 成果報告書の97ページ。２目の道路維持費、側

溝修繕ほか市道山町東栄線、ほか54件ということ

でございますが、これは議案説明会のときに部長

から町内要望に基づく道路維持補修事業という説

明がありました。 

 我々の地区においても毎年組長経由で土木工事

箇所申請書が出され、非常に多くの申請が出され

るわけでございますが、その中、また、個人のあ

る程度エゴ的な要望もありますもんで、町内で精

査し、そういったものを当局側に次年度の土木工

事要請ということで出させていただいておるわけ

ですけれども、31町内からかなりの件数が道路工

事に関して要望が出されると思いますが、この平

成22年度に実施した54件、これはどれぐらいの要

望に対して何割ぐらいこたえられているのか、大

体で結構ですので、その点お聞かせいただきたい

と思います。 

○土木課長 

 地元要望につきましては、側溝修繕に限らず、

準市道整備舗装修繕、それから今回の側溝修繕と

あるわけですけど、全体をとらえまして、以前か

らもお話ししておりますけど、大体要望に対して

の７割が実施できるというような状態になってお

ります。 

○坂田委員 

 大体７割ぐらいにこたえていくということです

が、次のページに工事関係ということで舗装修繕

工事、側溝修繕工事、準市道整備工事、歩道修繕

とその他の工事ということで50件余の報告がされ

ておりますけれども、これもやはり町内要望に基

づいた工事なのか、また、市の計画に基づいた工

事なのか。そしてこの中にも前ページと同じよう

に道路維持補修事業として載っておりますが、前

ページとの違いというものはどういったところに

あるんでしょうか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○土木課長 

 失礼しました。土木要望という形の中で申請が

どれぐらいだという話でありましたので、７割だ

という話を差し上げました。それにつきましては、

ただいま98ページの工事関係の舗装修繕、側溝修

繕、準市道歩道等の、これが土木要望に対する工

事の関係です。 

 前ページの修繕関係でございます。これにつき

ましては、緊急修繕でございまして、道路の陥没

ですとか、側溝でもちょこっと欠けただとか、漏

水しただとか、そういった小規模な修繕の内容で

ございまして、これにつきましては区長要望もご

ざいます、市民通報もございます、道路パトロー

ルで発見したのもございます。そういったものを

網羅して緊急にやらなきゃいけない要望につきま

しては即座に修繕しているという、そういうもの

でございます。 

○坂田委員 

 先ほど、議案説明会のときに部長からの説明と

いうことを申しましたけれども、そうしますと、

本当は今言ったこの四つ、４工事といいますか、

54件になります。これが町内要望に基づいた工事

と、そういったことと理解してよろしいんでしょ

うか。 

○土木課長 

 そのほかに、河川排水路の関係もございますの

で、これだけではございません。 

○坂田委員 

 この中に舗装修繕工事というものがございます。

最近では、降った雤水を地中へ返す機能を持った

透水性舗装、また、排水性舗装が各地で実施され、

これらの舗装は表面に水がたまることがないため

に水が跳ね上がることがなく、そして交通安全上

にも多々メリットがあるとともに低騒音効果もあ

ると、そういったことも報告されており、現実に、

知立市内はちょっとわかりませんけれども、いろ

んなところを走りますと、雤が降っているときに
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そういった舗装がされているところがあり、非常

に走りやすい。夜間でも反射がなく、走りやすい

状況があるかと思います。 

 知立市のこの11件、また、そして過去にさかの

ぼって透水なり排水なりのそういった舗装工事は

実施されたところがあるのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

○土木課長 

 市道につきましての排水性舗装ということでご

ざいます。幅員の広い国道等につきましては、路

面を雤が流れるということで走りにくいという状

況もございますけど、知立市道につきましては、

比較的狭い道路がほとんどでございます。車道に

つきましては、そういったことから排水性舗装に

つきましては実施しておりません。 

 ただ、透水性舗装ということで重車両には耐え

ることができないものですから、歩道、それから

歩行者専用の特殊道路、そういったものについて

は修繕、もしくは新規の場合につきましてはでき

るだけ透水性舗装にしていくように心がけており

ます。 

○坂田委員 

 今後はできるだけ透水性舗装をしていくという、

今、課長の答弁ですけれども、この透水性舗装は

従来の舗装と比べてかなり金額も高いと、そんな

ことも聞いておりますけれども、単純に従来のあ

あいったアスファルトの本来の舗装とそういった

透水、排水舗装はどのぐらい、例えば何倍か何割

か、そこら辺、あればお聞かせいただきたいと思

います。 

○土木課長 

 透水性舗装につきましては、一般の歩道舗装に

比べて、現場の作業条件にもよるんですけど、

1.5から２倍ぐらいの範囲ぐらいかなと思うんで

すけど、幅員が狭かったりした場合は、ちょっと

小型重機を使わなきゃいけないとか、そういった

ようなことで、現場条件によって若干変わります

ので。 

○坂田委員 

 1.5倍から２倍かかるということですが、でき

るだけ幹線の市道に関してはそういった舗装を、

財政も厳しい中で大変かと思いますけど、できる

だけまた実施していただきたいと、その点をお願

いしておきます。 

 次に、その下、３目道路新設改良費、工事関係

ということで、そのうちの下から２番目と３番目、

牛田町20号線、清水工務店と梶川工務店の工事が

載っておりますが、それぞれどんな工事だったか

お聞かせいただきたいと思います。 

○土木課長 

 道路新設改良工事の上から３番目と４番目かと

思いますが、上から３番目につきましては、国道

１号線と牛田町20号の交差点、豊臣機工ですとか

パチンコ店ダイアナがある部分の交差点の改良事

業でございます。 

 もう一つ、４番目の牛田町20号につきましては、

高根地区の20号線の改築工事でございます。 

○坂田委員 

 １号線とあそこの交差点、そしてもう一点は高

根地区ということですけれども、この上のほう、

国道１号線と市道20号線との交差点改良について

は、これまでの議会で多くの議員、もちろん私も

含めてでございますが、いろんな形で議論をして

きたわけでございまして、やっと豊臣の敷地を一

部買い、塀をバックし、そして右折帯を設けると

いう、そういった工事が市としては平成22年度に

完了し、当然ながらこの平成23年４月からは、南

北とも１車線ふえ大変な渋滞です。週末になりま

すと、牛田の神社のあたりまで渋滞する。そして

また、今、大型が、あそこ、来迎寺のほうから入

ってくるということで大変な渋滞が続くわけです

が、これも解消されるということで、地元の住民

の期待とともに、また私もそういった形で地元住

民に説明をしてきました。 

 しかし、その後、あの南北の電柱移転、あれに

以外に大変な苦戦をし、右折帯供用が暗礁に乗り

上げていると。市の工事は済んだけれども、いま

だにあそこに臨時のガードレールを敷いて、市民

からは一体どうなっておるんだということが私に

も区長にもいろんな形で苦情が来ておるわけでご
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ざいます。 

 その後、私個人には担当部局から８月いっぱい、

９月いっぱいになるという説明は受けております。

また、そして、ここ最近になり、担当部長から10

月いっぱいどうもかかりそうだと、そういった形

で報告を受けており、その都度、私は地元ではも

うちょっと待ってくれと、こういった10月という

返事をもらったということは説明しているんです

けれども、私個人的には聞いておりますけれども、

改めてこうした委員会という公の場所で、あの工

事は、市は済んだのに、４月から供用のために工

事は済んでいるのに、なぜここまで延びているの

か。また、そして今回、私、返事をいただきまし

た。この10月いっぱいであそこの南北の右折帯は

利用できる。そこら辺のところは間違いないのか、

そこら辺のところを確認の意味でお聞かせいただ

きたいと思います。 

○土木課長 

 この交差点改良事業につきましては、平成19年

から平成22年の４カ年計画で進めさせていただき

ました。平成19年、平成20年は一応下準備という

形で進めさせていただいて、国交省のほうも事前

協議、そういったものを進めさせていただいて、

平成21年に用地買収、平成22年に工事という予定

で進んでおりました。用地のほうは順調に協力い

ただきまして平成21年に買収させていただきまし

た。それと同時に建設省のほうに協議のほうをさ

せていただいておるんですが、今度、設計協議と

いうことで協議させていただいておったわけなん

ですけど、国道１号線という国の大動脈というこ

ともあって、いろんな視点から協議の中身にいろ

いろ問題が発生しまして、そういった中の協議に

ちょっと手間取ったような状況がございます。 

 平成22年に工事を発注しましたけど、協議につ

きましては継続中の形で工事のほうは発注させて

いただいて、市道のほうと市道の南側、北側につ

きましては工事のほうができたわけですけど、そ

の設計協議が整わず、交差点の内部が残ってしま

ったという状況でございます。 

 平成23年度に入りましても、引き続き設計協議

をやりまして、設計協議につきましては５月に回

答をいただきまして、ただ、その後にまた施工協

議というのがございまして、これは実際の国道１

号線を工事をやるために何パターンか切りまして、

交通安全施設ですとか、その事業そのものの工程

組みの関係で、10工程ぐらい切りましてやる中で

いろいろ中身の協議をさせていただいたのが施工

協議でございます。それにつきまして８月ぐらい

までかかってしまいまして、そういった協議が整

わないと電柱移転のほうの申請もできないという

ことで、電柱のほうが協議を中電のほうが国交省

のほうと協議しておるわけですけど、国のほうは

原則民地電柱ですよということの中からいろいろ

中電のほうも検討しておったわけですけど、民地

電柱が不可能な状況の中で、また再度、国道敷内

に建築ができないかということの中で、やっと協

議が中電のほうも整ったということを最近聞きま

して、今後、今月中に中電のほうが新しい電柱を

建柱いたしまして、10月の中旪ぐらいに古い電柱

を抜くという。それから１週間から10日ぐらいで

工事。工事そのものはそんなに大きな工事じゃな

いものですから、10月いっぱいぐらいをめどにで

きるのかな。ただ、雤天の状況もありますので、

順調にいけば10月いっぱいぐらいで完成できるの

かなということの考えを持っております。 

○中島委員長 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前11時58分 

――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○中島委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○坂田委員 

 １号線と市道20号線とのあの交差点は、先ほど

課長からのお話をいただきました。10月いっぱい

ということで、今回は間違いないかなと思ってお

ります。現実に、ここ最近ですけれども、あそこ

に近々電気工事を始めますという、そういった看

板も立っておりますので、今回こそは間違いない

かなと、かように思っております。またよろしく
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お願いいたします。 

 この市道20号線ですけれども、安城市との地境

の高根地区において拡幅工事が進んでおります。

先ほども工事関係のうちの１件はその拡幅工事と

いうことで、また、その下にも道路改良用地とし

て2,300万円が計上されておりまして、そういっ

た物件移転、そして、また、用地の確保、そうい

ったものは済んでおり、この平成23年度にあそこ

は拡幅工事が完了すると聞いております。過去に

は、平成22年ということもございましたが、また

先延ばしでそういったことを聞いておりますが、

今年度に入りまして、あそこ、一切、あの四つ角

からずっと向こうですけれども、安城より何ら工

事されているところは、私、見受けませんけれど

も、この平成23年度にあの拡幅工事完了というの

は私の聞き間違いなのか、それとも間違いなく完

了予定、計画されているのか、その点、お聞かせ

いただきたいと思います。 

○土木課長 

 この事業につきまして、安城市境から知立団地

に入るまでの約280メートルでございます。この

路線につきまして、平成19年から平成22年まで用

地補償を行いまして、平成23年度で全体工事を完

成させるという予定でございました。ただ、用地

のほうは予定どおり平成22年で全部完了しました

けど、工事のほうが前年度予定にはなかったんで

すけど、来年度というのは平成23年度のことです

けど、来年度の補助金が大変厳しくなるというこ

とで、前倒しで予算を平成22年度につけていただ

いたことから、平成22年度も一部着工させていた

だいて、安城市境沿いから約80メートルほど工事

を実施させていただきました。 

 案の定、今年度、本会議でも説明がございまし

たように、社会資本整備の交付金が満足にいただ

けないことから、今年度は非常に厳しいというこ

とで、今年度全部完成させれるかといいますと、

それがちょっとできなくて１年延びてしまうとい

うのを前にもお話しさせていただいたかとは思っ

ておったんですけど、今年度、平成22年度の倍ぐ

らいになります。約140メートルほどできるのか

なということで、そうすると220メートルという

ことで、あと60メートルほど残りまして、交差点

も改良しなきゃいけないということで、西高根用

水沿いも120メートル改良するということで、東

西合わせて180メートルの事業が来年度に繰り越

されるという形になります。 

 ですので、事業期間としては平成24年度いっぱ

いを現在考えております。 

○坂田委員 

 東西180メートルというのがちょっとわからな

いんですけれども、あれは南北で、安城からの、

固有名詞を出して悪いですけど、飯田さんのとこ

ろまでは拡幅が済み、こちらの入り口のところの

一部は拡幅が済み、真ん中がずっと手つかずの状

態で、用地買収はすべて済んでおるわけですけれ

ども、もうちょっとわかりやすく説明していただ

きたいということと、平成24年度いっぱいかかる

ということ、私が聞いておれば私の聞き漏らしで

申しわけないですけれども、やはり地元ではそう

いったいつになるんだということは絶えず聞かれ

るわけでございまして、私は平成23年度中には間

違いないですよということはこれまでも説明して

きました。今、私にとって初めてこの平成24年度

いっぱいかかるということを聞いたんですけれど

も、そこら辺のところ、もう一度お答えいただき

たいと思います。 

○土木課長 

 南北が280メートルございます。そのうちの220

メートルを平成23年度までに完成させて、60メー

トルが残ります。交差点をつくるには、東西の路

線を２車線にする必要がありますので、その取り

つけ部分として片側60メートルずつの120メート

ル、合わせて180メートルが平成24年度に残って

しまうということでございます。 

 今年度、どこまでやれるかという話なんですけ

ど、いつ決まったんだという話なんですけど、国

のほうの補助の話が７月、８月、それと追加補正

でも来ればよかったんですけど、それもないとい

うことで、最近そういった状況になってきたわけ

ですけど、国のついた予算の範囲で実施できる範
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囲といたしましては、今年度、140メートル分で

の60メートルと東西が残ってしまうということで、

これも今後、また区長から地元に周知していかな

きゃいけないという話でございまして、まだ地元

にはお話をさせていただいていないかもしれませ

ん、済みません。 

 そういった状況で、まだ設計もこれから積み上

げていきますので、実際140メートルも140メート

ルかどうかというのもまだ未確定な状況です。概

算そのぐらいはいけるだろうということで今設計

中でございますので、よろしくお願いします。 

○坂田委員 

 東西というのは、一番こちらの入り口のあそこ

かなと思うんですけれども、その60メートルとい

うのはどこのことを60メートルと言われるのかな。

そこの点をお願いいたします。 

○土木課長 

 牛田町西中線だと思ったですけど、市道名が。

西高根用水、緑道がありますよね。その緑道に接

してある市道が１車線道路なんですね。信号が設

置することができる道路につきましては、やっぱ

り２車線２車線で接続しなきゃいけないものです

から、一定範囲、60メートル、取りつけ範囲を改

良させていただくということで、用地買収は絡み

ません。ただ、緑道が今６メートルぐらいあると

思うんですけど、その一部を車道とさせていただ

くという形になります。 

○坂田委員 

 細かいことは、また図面を見ながら説明してい

ただきたいと思います。この場で言葉のやりとり

ではなかなか理解できない面もありますので、そ

の点はまたよろしくお願いします。 

 ということで、これから地元では、聞かれた場

合には平成24年度中と、そういった形で答えてい

かなければいけないのかなと。その点はそういう

形にしておきます。 

 次に、もう一点だけお聞きしますけれども、こ

こ最近、我々の地区といいますか、来迎寺にわた

ってですが、都市ガスの工事が市道という市道、

軒並み配管工事が行われて、大変多く掘り起こさ

れ、また、その後は当然ながら東邦ガスの責任で

簡易舗装、そして、また、その後は本格的な一部

舗装がされておりますが、今回のガス管の工事に

限らず、上下水道、市道を掘り起こす工事は年じ

ゅう至るところで行われているわけでございます

が、当然ながら道路管理者以外が工事を行う場合

は、道路法に基づき、当該道路を管理する市に承

認を得ることとなっておりますが、こういった公

道の市道に関して、工事の責任や認可について、

例えば地域住民へ、午前中にもありましたが、ど

ういった形で事前の周知を図っているのか、また、

そうした図るように当局はどういった指導をされ

ているのか。また、工事の安全上の指導と市と工

事関係者の間ではどうそういった工事をする場合

に交わされているのか。 

 特に、最近、過去にも旧道の信号の工事のとき

に、工事の担当するガードマンの指示に従って地

元の方が旧道へ出たところで事故を起こしてしま

ったと。しかし、その後の工事担当者は、責任は

一切負わなかったと、そういった苦情も出ており

ますけど、そういったいろんな指導をどういった

形で工事関係者にしているのか、そこら辺のとこ

ろをお聞かせいただきたいと思います。 

○土木課長 

 住民の周知でございます。まず、道路のガス管

とかを入れるという場合には、道路占用許可申請

ということで申請書が上がってきます。そういっ

た中で許可をおろした後に地元の区長、それから

隣接関係者で交通障害が起きるような出入り等、

そういった隣接関係者等には占用者のほうから周

知するように指導しております。 

 安全対策でございます。安全対策につきまして

は、そういった申請書の中におきまして安全対策

の内容ですとか、交通誘導員等の配置ですとか、

そういったことを明記させて申請書を出させてお

りますので、そのように履行するように指導をし

ている状況でございます。 

○坂田委員 

 そこら辺の指導をしっかりとまたこれからもと

っていただきたいと思います。 
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 舗装工事、舗装修繕工事に関しまして、何とい

う機械かわかりませんけど、カッターでアスファ

ルトを切断し、その後、再びまた舗装するわけで

すが、なかなか完全な状態に戻らず、舗装したと

ころはどうしても段差がついて水がたまったりす

るわけですけれども、今回のガスの配管埋設工事

で、同じ道路でも全面舗装と一部舗装のところが

ございます。そこら辺のところはどういった指導

のもとにそういった全面舗装、一部舗装、そうい

った形をとっているのかお聞かせいただきたいと

思います。 

○土木課長 

 道路を掘って埋管する場合、舗装を切り込んで

やっていくわけですけど、その深さによって幅も

変わってくるんですけど、その幅と、それから仮

復旧はそのまま仮に復旧するんですけど、新たに

本復旧をする場合、影響幅というのをとるように

指導しておりますので、おおむね30センチ、現在

カッターで切った幅よりなおかつまた30センチ、

本復旧の場合は工事では掘らなかったんだけど、

その部分を切って、たれた分もあわせて舗装の本

復旧をしなさいという、そういう指導をしており

ます。 

 そういった中で、幅員がその道路幅の大半を占

める場合は、全面復旧という形になります。基本

的に車道が広い、そういった種類の道路につきま

しては影響幅で復旧させているのが現状でござい

ます。 

○坂田委員 

 最後に１点だけお聞きしますけれども、今回、

この工事、旧東海道も牛田の一番隅から来迎寺ま

でずっと掘り起こされて工事がされているわけで

ございまして、当然ながら各種の白線、区画線や、

または黄色の路側帯のラインも部分的にかなり欠

けております。当然、こういったものは引き直さ

れると思いますけれども、また、あそこ、１車線

にしたとき中央ラインをとったときに、その部分

が非常に劣化し、新たに舗装していただきました

けれども、また再度、中央のラインを削ったとこ

ろが非常に劣化が進んでおります。 

 今回、ガス管の埋設の補修の舗装のときに、当

然ながら、私、あの旧東海道は全面舗装されると

思っております。その点、確認をさせていただい

て、私の質問を終わりたいと思います。 

○土木課長 

 先ほど、申し上げましたように、占用者の復旧

につきましては掘削幅プラス影響幅の復旧という

ことで指導しておりまして、全面復旧ということ

は過分な負担をかけるということで、考えており

ません。 

 センターのラインを消したところが大分損傷が

著しいということであれば、その分、私のほうで

現場の調査をさせていただいて、何らかの対応を

させていただきたいと思います。 

○中島委員長 

 そのほか、質疑、ありませんか。 

○久田委員 

 じゃ、一、二点ばかり御質問させていただきま

す。 

 主要成果報告書で97ページ。土木費の２項の道

路橋梁費、ここで２目だとか、あるいは３目、４

目と前年度に比べて減額になっておるような気が

するんですが、ここら辺はどういうようなことで

すか、ちょっと御説明願いたいと思います。 

○土木課長 

 前年度に比べて減っている内容としましては、

やっぱりその年その年の事業の内容等によりまし

てその事業をなし得るための事業費ということで

やっておりますので、特にその理由はございませ

ん。 

○久田委員 

 97ページの２目の道路維持費で、１億9,176万

313円、12％減というふうになっている。大きく

ここが減額されておるわけでございますけれども、

先ほど坂田委員も質問の中で、区からの申請、区

長要望という申請があると思うんですが、そうい

う要望に対して70％ぐらいしかこたえれないとい

うような答弁を受けたわけですけれども、７割程

度しか要望にこたえれないというふうに理解して

よろしいでしょうか。 
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○土木課長 

 この12％を減額した内容は、幹線道路の舗装復

旧５カ年計画というのをやっておりまして、その

分が平成21年で終わったということで、その分が

減ってきて、これだけの減額になっていると思い

ます。 

 あと、区長要望につきましては、当初３月議会

でもお示ししておりますように、箇所要望に書か

れているとおり、ここ平均ずっと大体７割ぐらい

かな。ただ、カーブミラー等は100％近く施工し

ておりますので、一般の土木申請については７割

をちょっと切る可能性がございます。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 カーブミラーについては100％だと、ほかの土

木工事については70％ぐらいで、残りの30％とい

うのは翌年に繰り越しとか、どういうふうになっ

ていくんでしょうか。そこら辺の御説明をお願い

します。 

○土木課長 

 残りの30％につきましては、事業が膨大な事業

になる場合は、やっぱり土木申請の中ではなく別

枠の実施計画に上げなきゃいけないだとか、それ

と、細かい話の中では、割と個人的な内容が入っ

ていたり、不要と見られるような内容、それから

予算的に厳しい中で次年度に送らせていただいた

内容などなど、たくさんございますけど、主な内

容としてはそういう理由でございます。 

○久田委員 

 区長要望を９月30日に締め切って、何十件か何

百件が知らないけれども、出てきて、そのほかに

緊急性のあるものというか、追加要望というもの

が出てくると思うんですが、そこら辺はどのくら

い出てくるわけか、わかったら教えてください。 

○土木課長 

 追加要望でございますが、当初要望につきまし

ては139件中97件でございまして、年度途中にど

うしてもお願いしたいということで追加要望で出

てきておりますのが、平成22年度では追加要望が

工事関係につきまして62件でございます。 

 突発的な道路の陥没ですとか、細かな側溝の修

繕、本当に１メートルとか50センチの小規模なや

つにつきましては78件、80件ほど出ております。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 次に、99ページの河川費で、河川等草刈り委託

業務５件436万350円というふうに報告されておる

わけですけれども、関連で２級河川である猿渡川、

弘法町というか、新林町というか、弘法橋から西

のほうに行って、23号線の側道までの間、あそこ

ら辺の堤防の草が非常に伸びておるわけですけれ

ども、ああいうところの草刈りというのはどうい

うような予定というか、どういうような状態で毎

年管理をされておられるのか、そこら辺をお伺い

したいと思います。 

○土木課長 

 河川堤防とか道路の草刈りにつきましては、毎

年数キロ実施しております。７月から８月にかけ

て第１回目をやりまして、第２回目といたしまし

て10月中にはまた全部実施したいと思います。お

尋ねの箇所も10月中にやる予定にしております。 

 それと、２級河川につきましては、昔は県で２

回やっていたんですけど、現在は予算関係で年に

１回しかやっていただけないという。これは、今

月の下旪から着工しまして、知立市内、猿渡川で

すと４キロぐらいありますので、順番に10月いっ

ぱいぐらいまでで全部完成したいという話です。 

 県と市の区分けですけど、市道として占用して

いる堤防につきましては、道路の肩から１メート

ルまでしかやりません。それが市がやる分です。

あと、市道に認定していない堤防道路の路肩です

とか河川ののり面、それが県のほうで実施してい

ただくことになります。 

 以上です。 

○久田委員 

 じゃ、７月から８月にもう実施したところがあ

るよと。それから、それ以外のところは10月中に

完了すると、そういう理解じゃないですか。もう

一回教えてください。 

○土木課長 
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 愛知県は年１回で、10月に実施するということ

でございます。市道につきましては、２回あれを

やっておりますので、第１回目が７月、８月にや

っておりまして、２回目を10月中に全部完成させ

たいということでございます。 

○久田委員 

 ごめんなさい、しっかり聞いていなくて。 

 愛知県がやるところは年に１回と。これは10月

中に完了すると。そうすると、私が今課長にお話

しした弘法橋から23号線のところ、非常に草が生

えておって、左右確認するときに安全の確認をす

るのに非常にしにくいという、そういうような苦

情がありましたんですが、10月中には刈っていた

だけるというふうにお話ししてよろしいでしょう

か。 

○土木課長 

 10月中には全部完了しますけど、そういう危険

な箇所につきましては、10月でもできるだけ早い

時期にやりたいと思います。 

○久田委員 

 それでは、10月中の早い時期にひとつ、私が今

言ったところは草刈りをお願いしたいということ

をお願い申し上げまして質問を終わります。 

○中島委員長 

 その他、質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、先ほど久田委員も聞きましたけれど

も、97ページのところ、委託関係というところで

自転車対策事業費というのがありますけれども、

決算額が726万6,000円というふうにありますけれ

ども、これは当初予算は幾らでありますか。 

○土木課長 

 802万6,000円です。 

○佐藤委員 

 この自転車対策事業費は802万1,000円。平成22

年度の予算では、自転車対策事業費ということで

1,214万4,000円じゃないですかね、当初予算は。 

○土木課長 

 今、説明させていただきましたのは委託関係で

ございますので、対策事業の委託関係の費用とい

うことです。 

○佐藤委員 

 委託関係とすると、これはどのような中身を委

託しているのか。どうでしょうか。 

○土木課長 

 まず、放置禁止区域の放置自転車のパトロール、

それから自転車無料駐輪場等の除草委託、それか

ら無料駐輪場の管理委託、それから放置自転車の

移動、そういったものでございます。 

○佐藤委員 

 802万円余ということで、確かに全体として726

万6,000円という形で金額的にはそうですけれど

も、割合としては結構この決算額は小さいんじゃ

ないかなというふうに思って聞いたわけですけれ

ども、これはすべて委託先はどうなっているんで

しょうか。 

○土木課長 

 委託先は、放置自転車のパトロール、それから

除草、それから駐輪場の管理、そういったものが

シルバーでございます。あと、自転車の移動、こ

れが知立衛生ということでございます。廃棄移動

ですね。 

○佐藤委員 

 そうしますと、ここに700万円余の中には、放

置自転車の移動と、この委託料があるということ

ですね。ただ、シルバーにパトロール、それから

保管場所、それから駐輪場の管理委託料というこ

とを見たときには、おおよそ前年度と同じような

業務であれば平行移動の形での金額かというふう

に思うんですけれども、その辺は前年度と基本的

に変わらないということでしょうかね。 

○土木課長 

 ほぼ同じ金額になっていきます。 

○佐藤委員 

 あと、放置自転車の移動のための委託料と。こ

れが、当初予算では109万7,000円というような形

になっているかというふうに思うんですけれども、

これは、こうしたパトロールをし、そして市民の

皆さんに啓発もしているだろうというふうに思う

んですけど、放置されている自転車は減っている
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のか、ふえているのか。この辺はどうでしょうか。

シルバーに委託している部分は基本的に変わらな

いとすると、802万円余の予算でありますので、

シルバー分が変わらないとすると、放置自転車の

移動委託料が下がったのかなと、台数がパトロー

ルの成果で上がったのかなと、そんなことも推測

できるんですけど、その辺はどうでしょうか。 

○土木課長 

 平成21年から平成22年にかけまして台数を述べ

ますと、撤去台数が平成21年につきましては

1,036台、平成22年につきましては727台でござい

ます。若干減っております。年度によってふえた

り減ったりはしておりますけど、平成21年から平

成22年はそういう状況です。 

 それと、109万円は、保管所から廃棄処分場へ

の移動でありまして、放置禁止区域からの撤去移

動につきましてはシルバーのほうでやっていただ

いておりますので、そっちのパトロールの委託の

ほうで実施しております。 

○佐藤委員 

 そうすると、例えば移動の委託料ですけれども、

これは１台につき幾らというような形でやってい

るのか、一定の車両があって、そこに１社幾らと

いうふうにやっているのか、その辺はどうですか。 

○土木課長 

 パトロールのほうにつきましては、１台幾らで

はなくて、時間で何人で幾らだよという、そうい

う。移動のほうは、１社幾らという形で実施して

おります。 

○佐藤委員 

 そうすると、パトロールの成果も含めてですけ

れども、年によって増減があるというものの、平

成21年度が1,036台というやつが726台という形で、

従来に比べれば大幅に減となっているような感じ

がしますけれども、その辺について何かこんな取

り組みをされたとか、そういうことがあったら教

えてください。 

○土木課長 

 今ぱっと減額に対する取り組みというのは特に

見当たらないんですけど、その年度年度でいろい

ろ設計の中を見直ししたり、シルバーと協議しな

がら見積もりの打ち合わせをしたりということも

ございますので、そのときの最善となるような形

では取り組んではおるんですけど、特にこれとい

った減額になる要素というのが、ちょっと今見当

たらないんですけど。 

○佐藤委員 

 これで、そうした放置された自転車ということ

で、これはすべて一時保管されて、もともとは持

ち主がおるものですけれども、一定期間その持ち

主に対してすぐに自転車が道路にあっても持って

いかなくて、荷札か何か張ってやりますよね。そ

んなことがあって、そして保管所へ行って破砕と

いうことですけど、これはすべて破砕をされて、

リサイクルとかそういうことに回るということは

ないんですか。 

○土木課長 

 撤去した台数が727台でございます。本人所有

がわかって、連絡してとりに見えた方がございま

す。あと、再生を除く台数は処分するということ

ですけど、700台中、自転車協会等に見ていただ

いて、余り大幅な修理費がかかるようなものにつ

いてはリサイクルにも不適だということで、この

うちの150台ほどはリサイクルということで協力

店のほうへ回しております。 

○佐藤委員 

 そんな形で、私は前回のシルバーの委託料が

406万円余だったものだから、700万円ということ

でどういうふうに大幅に減って、どういう中身か

なということでちょっと聞いたわけです。 

 それで、次に、先ほど、97ページですけど、道

路維持費ということであります。これについては

修繕関係ということで、先ほどもいろいろと質疑

がありましたけれども、これについては修繕とい

うことで、先ほどの説明だと、区長から要望があ

ったものじゃなくて、年度の中で突発的に穴ぼこ

があいたとか、また、壊れてしまったとか、そう

いうことの緊急対応の修繕だということでしたけ

れども、ここには54件とありますけれども、緊急

対応ということで、これは区長要望とは別ですよ



 

- 28 - 

ね。 

○土木課長 

 区長要望の中にもすごく小規模なやつがありま

すので、そういったものにつきましては、ここの

修繕費で対応をしております。 

 それと、道路の陥没だとか、修繕とか、含まれ

ます。 

○佐藤委員 

 それで、1,100万円余の費用が、決算額が示さ

れていますけど、これを54で割り戻すと、おおよ

そ22万円くらいということになりますよね。 

 22万円ということで、もちろんそれは平均の値

だものですから、もっと低いやつもあれば、高い

やつもあるということになろうかというふうに思

うんですけど、それと、もう一つは、これについ

てどんな対応といいますか、例えば市の道路のパ

トロールをしている方たちが行って、アスファル

トみたいなやつで埋めて、穴ぼこだったら、ああ

いう対応のやつもあるだろうし、もしくは小額工

事、緊急工事というような形で対応するものがあ

るかと思うんですけど、その辺はどのような状況

になっていますか。 

○土木課長 

 これはすべて緊急修繕ということで、維持作業

員というんですか、職員でやる作業とは違いまし

て、職員でやる作業はまた別に数百件ほどありま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、緊急修繕となりますと、緊急修繕

は尐額工事の、ここは総務じゃないですけれども、

緊急工事というものがあって、そこの中で対応を

されるということで、業者選定については工事の

担当課長が立案をして事を進めるというふうにな

っていますけど、それでよろしいでしょうか。 

○土木課長 

 そのようになっております。 

○佐藤委員 

 もちろん、こうした道路、それから側溝等を含

めて、緊急工事、30万円以下のものについて担当

課長が立案して決めるということですけど、そう

した場合はもちろん随意契約ですけれども、業者

を選ぶに当たって、市内には幾つかの対応できる

業者がおろうかと思いますけれども、そうした点

では、対応できる業者であるならば、これは等し

く対応されているのかどうかということですけれ

ども、その辺、どうでしょうか。 

○土木課長 

 輪番制ではないですけど、大体等しくやってい

るつもりですけど、ただ、そのとき、そのとき、

手持ち工事等の大きな工事を手持ちしているとこ

ろがありますので、その辺の状況を聞きながら発

注をしております。 

○佐藤委員 

 この点では、今のいろんな状況で厳しい業者の

状況もあるので、今やられているような等しくそ

うした機会が得られるような対応をしてほしいな

というふうにお願いをいたします。 

 それと、もう一つは、先ほど98ページの工事関

係というところで、町内要望の件が出ましたけれ

ども、おおよそ、町内要望、カーブミラーは

100％だと、しかし側溝修繕、それから道路舗装

等を含めて出されたものについては７割方の採択

をされて実施をされているというような説明であ

りましたけど、さらに先ほど、質疑の中で、追加

で62件ほど平成22年度あったようなことを言われ

ましたけど、これはどんな扱いになっているのか

なというふうに思うんですけど、要望はあっても。 

○土木課長 

 土木申請の追加要望につきましては、当初採択

というんですか、３月に決められた工事で進めて

おるわけですけど、区長が新しくなって、その後

地域を見た中で、どうしてもこれはやってほしい

なと、そういうやつを随時追加要望という形で出

していただいております。また、危険だとか、安

全性を欠くようなものにつきましても出していた

だくように私のほうからお願いしております。 

 そこで、膨大な予算が必要なものにつきまして

は、また次年度要望ということでも上げていただ

くようにお話をさせていただいております。 

 62件出していただいて、予算の調整の中で実施
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できるものは実施していったほうがいいなという

ことと、これ、採択漏れになったやつも出してみ

える場合もございます。 

 請負差金ですとか予算の範囲でそういった調整

ができれば、できるだけそういったものも酌み上

げて実施して環境の向上に努めたいということで

実施しております。 

○佐藤委員 

 そうすると、町内要望は平成22年度で、追加を

除いて139件の申請で97件の採択、69.8％、70％

ということですけど、実際的にはそうした追加要

望があって、すべて採択されるわけじゃないです

けど、予算の範囲の中で調整したものがその件数

の中にカウントをされていくということになると、

実績としてはさらにもうちょっと伸びるという、

こういうことになるんでしょうか。 

○土木課長 

 先ほど言いました70％というのは、道路反射鏡、

カーブミラー、そういったものも含めて７割とい

うことを言っておりまして、そういった道路反射

鏡等はほぼ物理的に設置できないところ以外はす

べてつけるようにしておりますので、ほぼ100％

に近いということから、一般の要望については６

割程度になってしまうのかなというふうでござい

ます。 

 追加要望で実施されたのが実績にカウントでき

るのかということにつきましては、地元の実績と

してはそのとおり、その７割の上乗せになってい

くのかなと思います。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つは、先ほど３割について採択

されなかったと。もちろん工事の多額な費用がか

かるものは10件だということや、採択するのには

値しないと言っちゃいかんですけれども、採択の

要件に合致しないものは除くということでありま

すけれども、そうして採用がされなかったものに

ついて、それぞれの要望があった町内会にこうこ

うこういう理由で今回は採択を見送りましたと、

そのような回答なり説明をされているかと思うん

ですけれども、いかがですか。 

○土木課長 

 そのような説明をさせていただいております。 

○佐藤委員 

 それで、町内要望というのは住んでいるそれぞ

れの地区の町民にとっては市政の中の目に見える

実績といいますか、やってくれたなというような

ことが非常に今大きいかなというふうに思うんで

す。そんなことから、こうした町内要望について、

今回は工事関係で１億1,400万円余ということで

すけれども、今後財政が厳しいとか、いろいろ言

われている中で、今後とも、私は、引き続きこの

予算の枠を確保して、各町内、市民の皆さんの期

待にこたえていきたいなというふうに思いますけ

れども、その点どうですか。 

○土木課長 

 私もそのとおりだと思います。しかし、知立市

全体の事業のバランス等から見て難しいところも

あるのかなというのがございますけど、私の立場

としては、そのように進言していくつもりでござ

います。 

○佐藤委員 

 ぜひそんな形で、今後とも町内要望の期待にこ

たえていきたいというふうに今思っております。 

 それで、もう一つ、同じ98ページ、道路新設改

良費というところでお聞きしたいんですけれども、

これは後ろの不用額の表を見ますと、1,900万円、

おおよそ2,000万円が不用額というような形にな

っておりますけれども、これはどんな関係でこん

なにも不用額が出たのかということですけれども、

どうでしょう。 

○土木課長 

 これは、用地費及び補償費につきまして2,000

万円余の不用額が出ております。これにつきまし

ては、数々の事業を進めておるわけですけど、こ

の中の一つで、牛田町西中線と県道安城知立線の

交差点、この交差点改良事業を実施するというこ

とで、平成20年、平成21年で用地買収のほうを進

めさせていただいておったわけですけど、平成22

年につきましては、交渉を進めている中で代替地

要望が非常に強くて、単独買収、買収、買い切り
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という、そういった交渉ができなかったものです

から、最後まで交渉を続けておりましたけど、望

みを持っておったわけですけど、これ、実際、合

意に至らなかったということで不用額ということ

になりました。 

○佐藤委員 

 今の件で、交渉を続けていたけれども、市の単

独買収をしたいと言ったけれども、代替地を欲し

いということで、結局単独買収はできなくて、用

地の確保ができなかったということなのか、それ

ともその対応として代替地を市が準備してあてが

うというふうになったのか、その辺はどうですか。 

○土木課長 

 両面性なんですけど、うちとしては買い切りと

いう形で買い取っていきたかったんですけど、本

人としては代替地要望が強くて、私のほうもその

代替地の手当をしようという努力はさせていただ

きましたけど、代替地の所有者ですとか、代替地

をどこがという何件かあるうち、そういういろん

な方が代替地を示されなかったという、そういっ

た状況もございます。 

 代替地になる方が了解していただければ、ちょ

っと前進できたのかなと思いますけど、その辺、

代替地、私どもも交渉しましたけど、代替地が協

力を得られなかったということでございます。 

○佐藤委員 

 それで、結果は、この用地を道路新設改良とい

うことで、用地がなければその道路の改良はどう

なるんでしょうか。 

○土木課長 

 用地が買収できなければ、改良はできないわけ

ですけど、努力していきたいということでござい

ます。 

○佐藤委員 

 これは牛田町西中線ということですか。平成21

年度も用地買収をしていますよね。買収した以外

の土地について購入したいということですよね。

これは何平方メートルぐらいですか。それがない

とこの牛田町西中線の道路改良ができないという

ことを今言われたので、その辺でどうなっていく

のかなと。努力して何とか、１回ではできなくて

も、何とかしたいということだろうと思うんです

けれども。 

○土木課長 

 今、買収に応じていただけたのが平成21年度に

２名の方で、約190平方メートルぐらいです。こ

の交差点改良を実施するには、あと６軒の土地所

有者の方がみえまして、2,000平方メートルほど

まだ必要な用地がございます。この辺の用地が買

収が完了の後、工事ということになりますけど、

現在、その見通しが立っておりません。 

○佐藤委員 

 なかなか困難をきわめているということですね。 

 それで、先ほど課長も言われたように、不用額

として1,900万円、2,000万円弱出ていますけれど

も、そのうちで道路用地の購入費で出た不用額が

1,600万円と、それから物件移転補償費等で250万

円余というような形になっていますけれども、平

成21年度の決算をずっと見ましても、不用額が平

成21年度、ここに載っているような表で出ている

ものだけで見ても、2,400万円余、不用額が出て

いるんですね。そのうちで、不用額の大きなもの

は用地購入費の1,400万円と。もちろん、１カ所

じゃなくて何本かの道路用地ということがありま

すけれども、その辺の用地を購入するに当たって、

用地購入の積算費用をどういうふうにしているの

かなというふうに思うんですよ。 

 それぞれ、例えば牛田町20号線だとか見てみま

すと、平成22年度決算では249平方メートルほど

買って、2,300万円余と。１平方メートル当たり

が９万2,000円と。それから、平成21年度決算で

は806平方メートル余の480万円、１平方メートル

５万5,000円というような形になっていますけれ

ども、その積算をどうやってやっているのかなと。

平成21年を見ても、平成22年を見ても、用地購入

費における、買えなかったということの残もあり

ますけど、いずれにしても不用額が、もうちょっ

とシビアな積算の中で不用額の出ない、そうした

ものがないのかなということを決算を見て、私、

思いましたので、その辺、どうなっているのかと
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いうことなんですけど。 

○土木課長 

 通常は、用地補償費につきましては、おおむね

12月ぐらいまでにめどをつけまして、これはいけ

る、いけない、これはどのぐらい不用額が出ると

いうことがわかれば、３月補正をします。 

 この物件につきましては、年をまたいだ１月、

２月においてもまだ見込みがあるのかなというこ

とで交渉を続けておりましたので、それが合意で

きなかったということで、こういった多額な不用

額になってしまったということで。 

○佐藤委員 

 ということは、この不用額について、購入すべ

きとか、積算の問題ではなくて、購入すべき予定

をしていたところが購入できなかったために不用

額が出た、こんな理解でいいんですか。 

○土木課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

○佐藤委員 

 それで、私、事前に調べてこなかったのでこん

なことを聞くのは大変恐縮ですけれども、牛田町

西中線で交差点改良と、これはどこの場所になる

んですか。 

○土木課長 

 八ツ田のセレモニーホールの南側の交差点でご

ざいます。 

○佐藤委員 

 そんな形で、私、用地購入で買うべきものが買

えないということで不用額が出ているということ

は思っていなかったので、積算のそうしたことか

らこうした不用額が平成21年度も平成22年度も出

ているのかなと、そんなことで聞かせていただき

ました。わかりました。 

 それから、98ページの弘栄広見線というのがあ

りますよね。ここの道路改良ということで。これ

はできましたけれども、弘栄広見線というのは、

場所を説明してください。 

○土木課長 

 知立中学校から弘法通り線の旧明治用水が走っ

ておったものですから、それを歩道整備した道路

でございます。 

○佐藤委員 

 それで、前も議論になったわけですけれども、

向こうの長田のほうの公園がありますよね。あの

歩道整備がされて、公園への動線だということの

説明も広見線と長田何号線か、動線だということ

が言われてきました。郵便局の通りはたしか横断

歩道があるかと思うんですけど、弘法通りについ

ては、前から横断歩道設置はどうだという議論が

ありましたけれども、その後、横断歩道設置につ

いてはどのような状況になっているのか。ここの

交差点で市の職員が交通事故を起こしたというこ

ともありますし、そんなことを見ると、早期の横

断歩道設置が求められるんじゃないかなというふ

うに私は思うんですけれども、その辺、どうでし

ょうか。 

○土木課長 

 この件につきましては前々回の議会でも出され

まして、市長も早速交渉していただいて、現在、

横断歩道はついております。 

○佐藤委員 

 私の見落としだったかなと思って、申しわけあ

りません。 

 次に、一つは、芋掘橋の負担金というものが99

ページにありますけれども、あそこの工事は県に

負担金を出してかけかえるというようなことが言

われてきましたけれども、なかなかどうなってい

るのか地域の住民からはわからないというような

声がありまして、経過と今後の見通し、そうした

状況への周知についてお聞きします。 

○土木課長 

 芋掘橋につきましては、河川改修に伴う橋梁の

かけかえということで県のほうに負担金を払って、

県のほうで実施していただいて、その３分の２を

私のほうで支払いしているということでございま

すが、前年度、発注に際しまして、河川事業と、

河川の護岸の整備と連動して発注しておりますの

で、護岸工事のほうの繰り越しにあわせて芋掘橋

も繰り越ししたわけですけど、実質的に６月ぐら

いにすべて完了していまして、あと、今年度また、
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上をかける工事を発注していただいておるわけで

すけど、この物件につきましては、現場で組み立

てて、現場でかけるという工事になります。発注

はもう８月ぐらいにしておるんですけど、工場制

作ですべてつくってきまして、今工場で制作中と

いうふうに聞いております。 

 現場へは11月に入りまして、11月、12月で現場

で組み立ててかけるという、そういうふうに聞い

ておりますので、現場へ入るのは11月からという

ことになります。 

 周知といたしましては、事前に平成22年度の工

事をやる前に各町内の説明会をやらせていただい

て、そのような説明をさせていただいたんですけ

ど、今年度、まだわかりにくいということで、11

月まで何をやっておるんだという話になるといけ

ないということで、ある程度、何かお知らせ的な

ものを現場へ立てかけたらどうかなということを

現在検討中です。それに合わせて、地域にも説明

をしたいと思います。 

○佐藤委員 

 それで、11月、12月にかけるということで、11

月から入るということですけど、もう護岸ができ

ておって、工場でつくっているということになる

と、基礎の部分と橋梁の部分を乗せて設置するだ

けということになろうかと思うんですけど、これ

は、いつぐらいに供用開始になるんですか、結果

として。 

○中島委員長 

 ここで、10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時01分 

――――――――――――― 

再開 午後２時09分 

○中島委員長 

 休憩前に続き会議を開きます。 

○土木課長 

 芋掘橋のことですけど、架設の時期は、11月、

12月で現地で組み立て、架設ということで、あと、

愛知県との協定につきましては平成24年の３月31

日ということになっております。その間に架設し

た橋と既存の道路との取りつけ等のそういった整

備をするということで、供用開始につきましては

平成24年の４月以降かなというふうに思いますが、

現場の状況で早く進捗が進むようでしたら、また

できるだけ早く供用できるような努力をしていき

たいと思います。 

○佐藤委員 

 橋を架設、護岸工事にすりつけるだけじゃなく

て、道路とのすりつけも含めると、それくらいの

期間がかかるので、３月31日ということですけれ

ども、進捗状況で早目になれば、早目に供用開始

ができるということですかね。どうでしょうか。 

○土木課長 

 今のところ、愛知県との協定は３月31日になっ

ております。12月に橋をかけてから既存道路の取

りつけでそんなには日にちはかからないと思いま

すので、進捗の状況を見た中で前倒しができるの

であれば、早目に供用開始をしたいと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それじゃ、101ページを。公園の関係でお願い

したいですけれども、ここに施設の長寿命化計画

策定業務という形でありますけど、これを説明し

てください。 

○都市計画課長 

 公園施設長寿命化計画の策定業務というところ

でございますが、これは全国的にも、公園に遊具

を設置して、経年的に過ぎていくと老朽化してく

ると、そういったところもありまして、公園施設

長寿命化計画というところを計画書を策定して、

今後延命措置をとっていくというような計画を作

成したものでございます。 

○佐藤委員 

 公園の延命措置ということですけれども、今遊

具ということを言われましたけれども、遊具の延

命措置ということですか。公園全体にありますけ

ど、今の説明だと遊具ということになる。 

○都市計画課長 

 私の説明不足だったかもわかりませんが、公園

の施設ということでございますので、遊具を含め

た公園内にある施設の長寿命化計画を立てていく
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という形でございます。 

○佐藤委員 

 公園施設全体用の長寿命化ということでありま

すけれども、ここには昭和６号公園ほか、42公園

の計画ということになりますけれども、市内には

もっとたくさんの公園があるわけですけれども、

この42というものは何を対象にして42なのかとい

うことですけれども。 

○都市計画課長 

 まことに申しわけありません。 

 これは、公園の種類にもいろいろございますが、

都市公園ということでやらさせております。です

から、都市公園として工事していない公園に関し

てはこれから除外するという形でございますので、

そして、また、比較的新しい公園の施設ですと、

まだ長寿命化計画に入れるというところまで行っ

ていないものですから、古いものから順番に43カ

所都市公園を選びました。 

○佐藤委員 

 そうすると、都市公園ということで言われまし

たけれども、知立市の都市公園の現況という形で

こういう表を前にももらいましたけど、そうする

と都市公園というのは、近隣公園もあれば、街区

公園もあるし、その他、公園、借地公園、緑地、

こういう形で全体が載っていて、これが、この表

だけを見ると都市公園かなというふうに思うんで

すけれども、これ、全体をトータルすればもっと

たくさんの公園になるんじゃないかなと思うんで

すけれども、その辺はどうなんですか、42という

のは。 

○都市計画課長 

 街区公園と近隣公園という形で表現させていた

だきますが、近隣公園でいいますと４公園ござい

ます。しかしながら、上重原公園というのは比較

的新しい公園でございますので、近隣公園で申し

上げますと３公園でございます。 

 街区公園でございますが、新しい公園、特に重

原の区画整理事業でつくり上げた公園の中、街区

公園でありますが、そういったところも比較的新

しい公園でございます。そういったところを除き

ますと40公園ということにさせていただきました。 

○佐藤委員 

 そうすると、この長寿命化計画、これは計画期

間はどのくらいになるんですか。いつからいつま

でですか。 

○都市計画課長 

 公園自体は非常にたくさんあって、遊具も非常

にたくさんございます。ということからすると、

比較的その計画のスパンとするのは、10年をワン

スパンとさせていただきまして、今回の計画書を

作成いたしました。 

○佐藤委員 

 そうすると、まず一つは、近隣公園、街区公園、

40を対象にし、比較的新しいやつを除いたという

ことで40ということですけど、これらについては

具体的に公園施設、トイレもあれば、広場もある

し、さらに緑化しているところも施設なのかどう

かわかりませんけれども、樹木が植栽されている

とか、遊具もあるということですけど、一つ一つ

の公園の特徴があって、遊具等も新しい、この間

リニューアル計画も進めてきたということですの

で、そうしたリニューアルをやられてきたような

公園はその計画に入れるにしても先の話というよ

うな形になろうかと思うんですけれども、そうす

ると、10年スパンだということでこれをやるとい

うことですけれども、年に直すとおおよそ４カ所

のリニューアルをやるということですかね。どう

でしょうか、リニューアルなのか。 

○都市計画課長 

 それぞれの施設には耐用年数というものもござ

いまして、そういったものを考慮いたしまして、

施設といたしましてはさまざまな施設があります。

園路だとか修景、そして、また、ベンチとか休養

施設、そして遊具でいうと遊戯施設、運動施設、

共用施設、便益施設だとか管理施設、もろもろ、

トイレもフェンスもさまざまなものがあります。

まず、この中に入ってくるわけなんですが、

2,465の施設がございます。 

 この中で、今までのリニューアル計画でいいま

すと、それぞれの公園をリニューアルしてまいり
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ました。ところが、そういった形でございますと、

全公園をローリングでいくと非常に長い期間を要

するわけでございます。そうすると、今度はそれ

ぞれの各施設を検討しながら、どこの何の施設が

老朽化しているのか、そして、また、それを修繕

しながら、例えば遊具でいきますと塗装をしたり

だとか、そういったことで延命措置をしていくと

いう形になるものですから、ですから一つの公園

ごとという形ではなくて、それぞれの施設を対象

にしてこれからは長寿命化計画にのっとって整備

していきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、今までのような形ではなくて、各

施設の耐用年数、それぞれの施設が耐用年数ある

から、耐用年数に来たものを優先しながらそれぞ

れの公園の枠を越えて、それらは整備していくと

いう考え方なんですよね。 

 そうした形でやられるわけですけれども、それ

以外の公園も遊具等もあるわけですけど、その辺

の対応はどのような形になるのでしょうか。 

○都市計画課長 

 もう一つ、これは公園施設のマスタープラン的

なものだとお考えいただければと思います。そう

いったものと、もう一方に遊具の保守点検委託業

務というものがございます。その保守点検という

のは年に４回点検しておるわけなんですが、それ

の成果と今回策定いたしました長寿命化計画、そ

れと年度を照らし合わせながら、それも含めてど

の施設のものが対象になるかというものをかんが

みて対応をしていくという形でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、対象が40でありますけれども、実

質的には他の公園も含めて調査、点検、遊具の保

守点検もやっているので、そういうことを見なが

ら横断的にそうしたものを整備していくというこ

とはわかりました。 

 それで、今現在そうした計画に載らないと、例

えば昭和４号公園の遊具のペンキがさびさびだと、

それからフェンスもさびさびだと、何とかしてほ

しいと。しかしながら、この計画の中にあなたの

ところは載っていませんよということになった場

合は、どんな対応をされますか。 

○都市計画課長 

 やっぱりその辺のものは臨機応変に、計画は計

画、その場でやるべきものはやるということでご

ざいますので、また、修繕のほうも一部ございま

すものですから、そちらのほうで対応を速やかに

していきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、長寿命化計画の中で行うのは、例

えば今の言われたのは、臨機応変に修繕のほうで

対応したいということを言われたわけですけれど

も、そうすると、計画の中で横断的にやられると

いうことを言われましたけれども、長寿命化だか

ら新設をするという部分は入っているのか入って

いないのか。例えばこの間やられてきた公園リニ

ューアルということで耐用年数が来たよというこ

とで新しい遊具に切りかえる、そういうことも入

れた計画だという理解でよろしいですか。そのほ

かに臨機応変に必要とあらば、修繕も行いますよ

ということで、地域から、地元からそうしたうち

の近くにある公園は遊具がさびさびだよといった

場合には、そうした声を聞き入れて、速やかに修

繕をしてもらうと、こういうことでしょうか。 

○都市計画課長 

 委員がおっしゃるとおりでございます。 

 塗装にしても、修繕にしても、ある程度の枠は、

我々、確保しているものですから、そちらのほう

で対応していくと。そして、今回の長寿命化計画

でございますが、都市公園安全・安心対策緊急総

合支援事業の創設がございまして、これは国のほ

うから２分の１の補助をいただくという形になり

ます。ですから、今までは単独で遊具のリニュー

アル事業というものをやっておりました。ところ

が、この支援事業が創設されまして２分の１の補

助金をいただくということになりました。ですか

ら、そちらのほうを含めて、今後２分の１の補助

金をいただくものですか、今までの計画の中では

多尐前倒しもできるのかなと。そして、公園長寿

命化計画というものが平成22年度で策定をさせて
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いただきました。これも長寿命化計画策定の補助

制度というものがございまして、それもその委託

業務を２分の１の国庫補助金がいただけるという

ことでやらせていただきました。 

 そういったことで、平成25年までは長寿命化計

画というものが市町村になくてもこの補助金はい

ただけるわけなんですが、平成26年度以降からは

この公園長寿命化計画が備わっていなければ国庫

補助金はいただけないような形になっております

ものですから、それをつくらせていただきまして、

今後の公園事業に役立てていこうと、こういう形

で考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、従来は市単でやっていたやつが、

この計画をつくることで２分の１補助があると。

公園施設すべてが対象になるのか、その辺はどう

でしょうか。 

○都市計画課長 

 これは、公園施設長寿命化計画ということで、

施設すべてが、一概には言えないんですが、全部

が補助対象になると。公園施設ということであれ

ば補助対象になるということであります。 

○佐藤委員 

 そうすると、従来は公園リニューアル計画とい

うことで、平成23年度までは計画は私どもも知ら

せていただいて、また、それに基づいてやられて

きたと思うんですけど、また、トイレについても

そうした計画を今現在持っていますけれども、２

分の１補助があるということになれば、さらにそ

うしたものが加速する。もちろん国の補助金です

ので、その枠もあるだろうし、しかし積極的に手

を挙げれば、その補助を受けて進めることができ

ると、こういう理解でよろしいですかね。 

○都市計画課長 

 そのように進めていきたいことは確かなことで

ございます。しかしながら、今の財政的な事情も

ございますものですから、その辺のことと照らし

合わせながら実施計画をも含めて、今後は計画を

立てていきたいと、このように思っております。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、先ほど昭和４号公園の遊具がさびさび

と、ペンキがはげ上がってさびさびと、こうした

ものについては、先ほど課長が言われたように、

修繕のほうで対応も可能だということであるなら

ば、速やかに現地を見ていただいて、ぜひ対応を

してほしいなと思いますけど、どうでしょうか。 

○都市計画課長 

 申しわけありません。この事業が平成21年度か

ら平成25年度までのものでございまして、恐らく

平成26年度からも続いていくであろうというふう

に考えております。そういった中で、長寿命化計

画が必要だということでつくらせてもらいました。 

 そして、今言われました公園リニューアル事業

でございます。昭和４号公園、昭和５号公園、も

う一カ所あるわけなんですが、それは平成23年度

の事業の中に今までどおりにやっていくという計

画でおりますので、ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

○佐藤委員 

 今までどおりでやっていくということは、もち

ろん市単の中でということなんだろうと思うけど、

今の件について対応をしてもらえるのかというこ

となんですけれども。 

○都市計画課長 

 これも、４号、５号と整備していくわけなんで

すが、これも今回の国庫補助事業の対象に申請し

ておりますので、２分の１の国庫補助事業をいた

だきながら従来どおりの整備の仕方で進めていく

という形です。全体をやるという形で昭和４号公

園の遊具の整備をさせていただくということです。

今年度事業ですね。 

○佐藤委員 

 ぜひ、そうした長寿命化計画の中で計画的にや

るということとあわせて、臨機応変ということが

ありましたので、今後、そうした地域からの御要

望があったら、対応をしてほしいなというふうに

思います。 

 それから、もう一つ、公園に関してお聞きをし

たいわけですけれども、成果報告書の中に、ここ
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の公園のところには載っていませんけれども、30

ページのところに労働費補助金というものがあっ

て、公園についても緊急雇用で幾つかの事業がや

られておるわけですよね。公園台帳作成委託業務

だとか、それから企業誘致活動支援業務だとか、

これは区画整理ですけど、ありますけれども、こ

れについてお聞きしたいんです。この所管のとこ

ろでそうした事業を行ったわけですので。 

 私が本会議の中で、あのときは市民部長でした

けれども、それぞれの所管のところでこの事業が

やられているということですので、あえてここで

お聞きしたいなというふうに思うんです。 

 あのときに私は岡崎市の例を挙げて、実際にハ

ローワークを通じて採用がかなわなかったという

ことで、関連会社の人を新規採用にして事業を受

けたということがありました。 

 そんなことから、それぞれ知立市においても委

託の事業においては新規採用、もちろん直営であ

れば市が直接募集してやるわけですのでいいわけ

ですけれども、委託についてハローワークを通じ

て採用するということで、委託業務を受注した企

業が本当にそれがそのようになっているかという

ことを検証する中身はどうなっているのかなとい

うふうに思うわけです。 

 それで、公園台帳作成業務委託料は、実績とし

ては1,500万円余かけて、全部で延べ10名、新規

が６名というような実績だというふうに聞いてい

るんですけど、この辺で新規の雇用をどのような

手だてで確認をし、確かだということになってい

るのか、そこをお聞きしたいんですね。 

○都市計画課長 

 今回、公園台帳作成委託業務ということで、中

測技研が受託をいたしました。中測技研というと

ころが、今回、公園台帳作成委託業務ということ

でとりました。 

 その中で、ハローワークのほうに紹介を提示い

たしまして、ある期間、募集いたしましてやりま

した。その中で６名のその職を失った方が参りま

して、面接を受けて６名の方が決まりました。 

 そういった形でやっておりまして、その中で給

料の明細だとか、あと、勤務評だとか、そういっ

たある程度のものを必要とされるものを提出させ

まして、その辺で確認しております。 

 また、公園台帳作成委託業務ということで、現

場のほうが主なものですから、そちらのほうも現

場で見かけたときはだれだれさんですねという形

の問いかけをもさせていただきました。 

○佐藤委員 

 そうすると、給料明細等を委託業者に提出をし

てもらうということでもって、もちろん現場でだ

れだれさんですねということも含めて新規雇用で

あるということを確認したということでしょうか。 

○都市計画課長 

 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○佐藤委員 

 それで、そういうことが、ちゃんと新規雇用が

なされているかということが大変問題なわけで、

そうした点でそんな確認がなされているというこ

とですけれども、ハローワークを通じて求人があ

って、例えばだれだれさんという方がハローワー

クに求人に来ましたかといって、そうした確認も

一方で、この事業は終わったわけですけれども、

これからそんなことも必要じゃないかなというふ

うに思うんですけれども、どうでしょうか。 

○都市計画課長 

 ハローワークからは紹介状というものも持って

きております。そして、あとは本人の経歴書だと

か、そういったものを持ってきていただいて確認

をするというような形でございます。 

○佐藤委員 

 公園台帳はそうですけれども、同じ部ですので、

そういうことの裏をというふうに思いますけど、

企業誘致の活動については、これはどうですか。 

○まちづくり課長 

 私どものほうは、企業誘致活動支援委託業務と

いうことで、中央コンサルタントのほうに委託し

たわけですけれども、私どものほうも一応中央コ

ンサルタントのほうからハローワークの紹介状、

それから本人の履歴書、それから面接記録、この

コピーのほうは提出をお願いしています。提出さ
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れていますので、うちのほうでつづっております。 

 そのほか、業務日誌ですとか、それから人件費

の明細書、それから振込金の受取書、本人へ振り

込んだという受取書、それとか、あとは振り込み

の受付明細とか、そういったコピーも一応いただ

いております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 わかりました。間違いなく本人確認がやられて、

この事業がやられているということがわかりまし

た。ただ、そうした例もあったということで、や

っぱりその辺は確認することが必要かなというこ

とで質問をさせてもらったわけです。 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけれども、

次に、100ページのところに駒場牛田線というこ

とで道路新設工事の事業の内容及び決算額が示さ

れておりますけれども、これについてお聞かせく

ださい。 

○都市計画課長 

 これに対しての中身でございますが、工事延長

として390メートルでございます。その中には、

排水溝、側溝でございますが123メートル、あと

は擁壁、才兼池のところの一部埋め立てたところ

があるんですが、それの池側のところに補強土ど

めとして90メートル、用水溝として92メートル、

あと、切り土、要するに今現状のところを一部切

り土させていただきまして、低地のほうに持って

いっただとか、あとは路床、舗装路盤よりも下の

部分です、そこの部分の土の入れかえをしたとい

うのが全体の状況でございます。 

○佐藤委員 

 平成22年度にはそうした工事、用地の買収を含

めてやられたわけですけれども、これが平成18年

から平成23年の工事ということですけど、ことし

平成23年度ということでありますけれども、今年

度の見通しをお知らせください。 

○都市計画課長 

 これ自体、平成23年度の部分、知立市側、豊田

市側、419号線にタッチするわけでございますが、

豊田市の部分も一部、ちょっと距離は忘れました

が、四、亓十メートルほどございます。そちらの

ほうは今後発注という形で、豊田市側のほうの負

担金をいただくような形になります。知立市側、

去年、平成22年度でやった部分、ほとんど同じ延

長でございますが、これはもう既に発注済みとい

う形になっております。 

○佐藤委員 

 知立市分ということでありましたけれども、あ

そこへ行ってみますと看板がついて、工事の内訳

と契約金額も表示をされて、当初予算が１億

3,000万円余になっているかと思うんですけど、

豊田市分についてはどうかわかりませんけど、

8,800万円余というような形になっていました。 

 それで、これが今度できていくわけですけれど

も、交差点のすりつけといいますか、大流でなく

て池下住宅のほうから見ると、才兼池のあったと

ころを埋め立てて、斜めに道路が入っていくよう

な極めて変形のような交差点というか、道路だな

という感じが私は見ていてしたんですけれども、

この交差点、今池下住宅側の才兼池のほうに向か

って右手の側にガードパイプがしてあって、かな

りスペースがとっているものだから、あそこも取

り外して交差点の改良がやられるのかなというふ

うに思うんですけれども、それはどうですか。 

○都市計画課長 

 今おっしゃる八橋の駅のほうへ才兼学区から行

くタッチのところだと思いますが、そこのところ

は今計画している駒牛線、それに対して90度にな

るようにちょっと振りながらタッチをするところ

でございます。そして、酒屋のほうからの交差点

から八橋の駅のほうに行く部分ですけれども、そ

この部分は今申し上げましたタッチするところの

手前で車がそのまま行けないようにとめてしまい

ます。ですから、今酒屋から向かって八橋の駅の

ほうの部分、８メートルとか９メートルぐらい幅

員が余裕を持ってあるわけなんですが、そこの部

分は歩道を尐し拡幅しながら、土木のほうとも協

議をしておるわけなんですが、幅員を絞ってその

まま真っすぐ酒屋の交差点で車が真っすぐ行かな

いように酒屋のところで八橋の駅に向かって左側
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に折れていただきまして、そこのところが新しく

駒牛線で交差点ができるわけなんですが、そこの

部分を右折していただいて、また八橋の駅の方面

へ行っていただくという、そういった形でござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、知立のほうから来ます419があり

ますよね。あれを通って豊田市のほうに向かうと、

あそこの今現在点滅信号がありますよね。そうす

ると、政屋酒店があって、それを右に曲がって、

そして新しい駒牛線ができるわけで、そこをさら

に右に曲がって出て、迂回していくということで

すか。また八橋方面から来る車、それから住宅か

ら出てくる車も同じようにしていくという、こう

いう流れですかね。 

○都市計画課長 

 基本的には今、そこの通常郷中の道を通って八

橋の駅のほうへ行くわけですが、新しく駒牛線が

できるわけでございます。 

 そういったところで、駒牛線のほうを通って今

の郷中の道は交通量を減らすというのが目的でご

ざいますものですから、駒牛線、新しくできるこ

ちらの都市計画道路のほうに今の車の流れが行っ

ていただくような形にするのが本来の目的なもの

ですから、今のところは、たまたま419の信号の

ところから酒屋のほうまで入ってきてしまう車も

もちろんございます。そういうことからすると、

そのまま一つ目の信号のところを真っすぐ行かず

に、新しくできた交差点、駒牛線の新しくできた

交差点側のほうに行って、駒牛線を通って、変則

的にはなりますけれども、そういったような逃げ

方をしていっていただくという形になります。 

○佐藤委員 

 今の道が交通量がどれくらい、確かに狭いこと

は狭いですけれども、どれくらいあるのかわかり

ませんけれども、そうすると、今の話を聞くと、

私はそこの新しくできる交差点、政屋酒店、それ

はそのままだというふうな認識でおったわけです

よ。交差点から交差点の間が極めて短いという、

これまたおかしな話なんだけど、しかし、迂回を

してぐるっと回るというような、交差点としては、

交差点そのものではないにしてもおかしな取りつ

けの仕方というか、極めて不規則なというか、イ

レギュラーといいますか、そんな取りつけ方な感

じがしますけれども、そんなふうに思いませんか。 

○都市計画課長 

 駒場のほうから419側のほうに行って、信号が

あるわけなんですけれども、基本的にはそこの手

前のほうに誘導させていただきます。その手前の

ところで左折して駅のほうに行っていただくとい

う、ちょっと大き目の看板をそこに設置させてい

ただきまして、419の信号機を左に曲がっていた

だきまして、そこから、419側から駒牛線のほう

に入っていただくというのが主になるものですか

ら、そういった形では、たまたま入ってきた車両

に関しては、そういった変則的な通り方をします

が、基本的には新しくできた駒牛線のほうに行っ

ていただきまして、八橋の駅のほうに行っていた

だくという形になります。 

○佐藤委員 

 419を使って豊田のほうから知立のほうにおり

てきて、そこを曲がって駒牛線に入ってくるとい

うのは極めてわかりやすい話だなというふうに思

いますけれども、駒場のほうから来る車がまたぐ

るっと迂回するわけですよ。真っすぐ行きゃ済む

ものを、交差点でまた迂回せにゃいかんですけれ

ども、誘導するとはいうものの、実質的にどうな

のかなという感じが今の話を聞いて思いましたけ

れども、今現在、あそこの通行量というのはどれ

くらいあるんですか。あり過ぎて交通安全上危な

くて危なくてしようがないという道路になってお

るのか、どうなんでしょうか。 

 私、きのう見まして、どういう道路になるのか

なということを思いましたけれども、何のために

この道路をここへ、確かに今課長が言われたよう

に狭いからそれなりに交通安全上できればこの道

路を使ってもらえば安全かなとは思いますけれど

も、実際にあの道路は生きているわけですので、

そんなに駒牛線を使ったからといってどんどんそ

ちらに移動するということは余り想像できないと
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いいますか。そう思うと、あの道路をすりつけた

意味は何かなという疑問がきのうわいてきたんで

すよ。 

 私は今、さらにその交差点がそういうふうにな

るということでありますので、どうかなという感

じですけれども、どうでしょうか。 

○都市計画課長 

 交通量はちょっとお時間をいただきたいところ

ですけれども、将来的にはそこの419、豊田市に

なりますが、そこのところへタッチ、今回するわ

けなんですけれども、そこから国道１号線、ずっ

と、将来的にはそちらのほうにタッチするような

形で１号線から流れてきた車を処理していくとい

うような形になるわけでございます。 

 そういった形で、短期的にはそういった今の交

通量だけを見ればどうかなというところもあるか

もしれませんが、将来的なことを考えれば、今の

形態にしていかないとまずいのかなというふうに

思っておりますので、計画的な取りつけであると

いうふうに思っております。 

○佐藤委員 

 将来的なということで、今419とすりつけて、

駒牛線をすりつけたと。さらにこれから１号線に

つながる道路をつくるということですか。それは

どんなルートでつくるんですか。 

○都市計画課長 

 言葉で説明するのは非常に難しいものでござい

ますが、今の419、豊田市のほうにタッチして、

才兼池を通って、この区画整理の中で池下のとこ

ろの公園の前を通って、逢妻男川、そして名鉄を

通って、八橋町の配水場の隣を通った形で行きま

す。 

○佐藤委員 

 それは私は承知しています。私は、今419にタ

ッチをして、その419の駒場のほうを抜けて１号

線になるのかなということをちょっと誤解しまし

たけれども、将来的にはそういうふうだというこ

とでありますけれども、これがいいか悪いかとい

うことは別ですけれども、これは都市計画道路で

すか。これはいつ決定されましたかね。 

○都市計画課長 

 これ、平成６年12月９日に告示をしまして、た

しか平成６年12月９日でございます。 

○佐藤委員 

 都市計画決定、都市計画道路だということはわ

かりましたけれども、ただ、今回、今、話の中で

極めて変な形。ここには現道と、新しくできる信

号機はつくんですか、そうやっておっしゃいます

けれども。 

○都市計画課長 

 今、委員がおっしゃるところは419号のタッチ

のところの信号ができるかどうかというところだ

と思いますが、これも平成18年８月30日というと

ころで協議をさせて、豊田警察署とも始めて、県

警本部とも３回ほどやっております。豊田警察７

回、安城警察署とも４回やっております。 

 諸条件、県警本部のほうも、駒場から来るあそ

この信号機のところですが、あれも当初、信号機

を設置する予定ではなかったというところで、交

通量の問題がありまして、要望させていただきま

して信号ができました。県警本部のほうも我々と

も協議をしてきたところでございますが、信号機

からの距離、そして、また、交通量ということで、

信号機はつかないという判断をいただきました。 

 それで、また、最近ではそういったことももう

一度県警本部とも調整してみようと思いまして、

行ってまいりました。そのときもいろんな素案を

持っていきました。こういった場合にはどうだろ

うということで、信号機を設置していただこうと

いうことで協議してまいりましたけれども、残念

ながら、前回と同じように交通量の問題、反対に

信号機、１分当たりだと思いますが、数台しか通

らないところだと信号機を設置するとかえって危

ないというふうに判断されたものですから、将来

的にはどうなるかわかりませんが、今回の道路整

備にあわせては信号機は設置しないという判断を

いただきました。 

○佐藤委員 

 信号機がつかないほど、つけなくてもいいほど

交通量が望めないということですよね、現状では。
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１号線につながりゃ別の話だけれども。 

 そう思うと、本当にあの道路がどうなのかなと

いうことを、今までいろいろこの説明は受けてき

たけど、実際に工事をやる姿をあらわすとどうな

のかなという疑問が私自身すごくわいてきたんで

すよね。それで、政屋酒店のところの交差点その

ものがなくなるわけでもないと。向こうから誘導

するということですので、あそこ、侵入禁止で駒

場のほうから来る車はとめて、迂回させると。し

かしながら、豊田の花園から来る車は、これもと

めるんですか、そこは。突き抜けることができる

んですか。どうでしょうか。 

○都市計画課長 

 御質問の中身と私と食い違うかもわからないで

すが、駒牛線のほうから一つ目信号のところに来

て左に曲がると。新しくできた道路、駒牛線のほ

うから来るところもとまるのかというところでご

ざいます。 

 そういったところで、ここのところは、また、

特に委員のおっしゃったように通学路にもなって

おります。ということからすると、この道路をつ

くるための説明会というところにもお伺いしまし

て、そこの交差点にはぜひとも信号機のほうを設

置してほしいと地元のほうから要望が上がってき

たものですから、その辺も含めて地元のほうから

要望を市長あてにいただきまして、それも持って、

また改めて安城警察署のほうにお願いしに行った

という経緯があります。 

 ですから、今現在、そこの交差点に信号機がつ

きますというふうには現段階では申し上げること

はできないところですが、そういった前向きな形

で信号機がつくように一生懸命やりました。その

結果待ちということです。 

○佐藤委員 

 つけるように要望はしているということですけ

れども、まだつかないかもわからないと。つかな

い可能性が大きいかもしれません。つかないとい

う回答をいただいておるわけですので。 

 それで、私がもう一つ聞きたかったのは、駒場

のほうから政屋酒店のところ右折をし、駒場のほ

うから来て花園に行くには、政屋酒店を右折し、

そして駒牛線のところを右折し、今の信号のつか

ない交差点へ出て、左折をしていくと花園のほう

に行けるわけですよね。そうすると、当然のこと

ながら、政屋酒店の花園へ行く現道の道は、進入

禁止ということをするわけでしょう。そうならな

いですか。じゃなければ通れるわけだから、ここ

を誘導することはできないので、そこは信号、そ

こは侵入禁止と、こういうことになるんですよね。 

 もう一遍、そこのところだけ。 

○都市計画課長 

 今おっしゃっている酒店の一つ目信号のところ

でございます。そこのところを、駒牛線のほうか

らずっと来まして、真っすぐ行くのを侵入禁止と

いう形にするかどうかという御質問だと思います

が、現時点では進入禁止という形では考えており

ません。その分道路を絞ってそのまま真っすぐ行

きづらくするというような形で、幅員を絞るとい

う形でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、進入禁止にはしないで、幅員をぎ

ゅっと絞った形で、でも車１台ぐらいは通れるよ

うになるんでしょう。絞ると、そうすると、当然

のことながら、私はここを進入禁止ということに

なれば、花園のほうから駒牛線に来た場合も交差

点の先を進入禁止にして、ぐるっと迂回してとい

うことを考えたんです。ところが、進入禁止には

しないで、そこを絞った形でやると。しかし、何

がいいのかちょっとわかりませんけれども、絞っ

た形なら行けるぞと思う車は迂回しなくたって、

大きい車はともかくとして、通るじゃないですか。 

 通るということになると、交差点、交差点が近

い中で、それで信号もないということになれば、

どうなのかなという問題点が出てくるんじゃない

ですか。 

○中島委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時59分 

――――――――――――― 

再開 午後３時09分 
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○中島委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 先ほど、どうも話が食い違うなというところで

申しわけございません。 

 今、図面を各用意しましたので、お配りしたい

と思います。 

 先ほど、交通量のこともございました。これ、

419側のほうの信号機のところでちょっとお話を

させていただきます。 

 419を豊田側へ行く方向、知立のほうから豊田

側のほうへ行く方向が、12時間でございますが、

1,218台。豊田側から知立方向へ行く車両1,000台。

駒場のほうから花園のほうへ行く東西の交通量で

すが、西から東1,340台、三河八橋駅のほうから

駒場のほうへ行く通過量ですが、1,607台という

ものでございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 

 今、台数が言われましたけど、この台数は、単

位はどういう単位ですか。１時間とか。 

○都市計画課長 

 12時間でございます。７時から19時です。 

○佐藤委員 

 先ほど、話が、図面がなかったので信号機設定

の話が食い違ってしまいましたけど、いずれにし

ても、419と、この駒牛線がすりつくところは、

やっぱり先ほどのお話もあって通学路になってい

るということもあって、つけてほしいということ

であれば、これは県やその他がいろいろあります

けれども、本当につけるように頑張ってほしいな

というふうに思います。 

 それで、先ほどもそういう答弁がありましたけ

ど、ここの交差点については、先ほどの話をもう

一遍確認すると、ここが政屋酒店ですので、絞っ

て、こちらからはこちらへ通り抜けできないよう

にすると。もちろん、絞るということは、先ほど

の話だと、この地域に住宅があって、出入りする

人がおるということで、こちらのほうから来る車

については、ここで打ちどめということで、こち

らのほうにはこの交差点には入れんと。いずれに

しても、こういうふうに曲がるか、こういうルー

ト、こういうことだということはわかりました。 

 それにしても何か変な感じだなというふうに思

うんですけどね。 

 当然、ここは大分広くされて、ただ交差点との

すりつけがあるのでこちらの道路が狭い、こちら

のほうをどのくらい広くするのかわかりませんけ

ど、ちょっと不規則な、変形な道路になろうかな

というふうに思うんですけど、あと、この辺は植

栽か何か植えるんですか、この余った残地みたい

なところは。 

○都市計画課長 

 池を埋めて道路を湾曲した形でいきます。その

既存の道路と三日月型というか、その部分の土地

なんですが、その部分に関してはポケットパーク

的に緑地にしたいなという計画で今進んでいると

ころでございます。 

○佐藤委員 

 しかしながら、既存道路のところの交通量を減

らすということも先ほど言われましたけれども、

行く行く１号線とつなぐということを見ると、１

号線から牛田を通り、それから市長の横を通り、

八橋の郷中を通って池下住宅を迂回してすりつけ

するという遠大な計画ですけれども、１号線と結

ぶということを考えると、今は衣豊線の側道等も

あり、かなり交通アクセスが便利になったという

状況を見ると、駒牛線が終わったら、その区間内

のどこかで、また、どんどん推し進めるというこ

とが本当に将来的にいいのかどうかというのは、

いま一度立ちどまって考えないかん課題だという

ふうに私は思うんですけれども、その辺、どうで

しょうか。 

○都市計画課長 

 都市計画道路というところの観点からしますと、

それに向かって我々は粛々と整備を進めるという

ものでございますものですから、大きく長期的に

知立市を交通的なアクセス整備だとか、そういっ

たことをかんがみれば、それは非常に重要な路線

ではないのかなというふうに今考えております。 

○佐藤委員 
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 それで、この区間の駒牛線が今度完成をして、

住宅の中を抜けて、逢妻川のところまでつながる

わけですよね。その先は川を渡り、八橋の郷中を

抜けて、牛田を抜けて、１号線ということですけ

ど、今わかりませんけど、着々と進めるというこ

とですので、この区間が終わった段階で次の計画

がまた出てくるんですかね、何年か計画で。 

 駒牛線は、この区間については平成18年から平

成23年、こんな形ですけれども、そういう区間を

区切って、事業年度を決めて、実施計画に上げて、

それは粛々とこれからも進めていくという、こう

いうことでしょうか。 

 それにしても、ちょっと大変なときにこれをど

んどん本当に進めるのがいいのかなということを

思いますけれども、この駒牛線は今年度発注で、

豊田市の部分がまだ発注されていないんですか。

その部分を見込んだとしても、今まで総事業費は

全体事業費が約５億円ということを言われてきま

したけれども、入札やそういう関係があって、も

っとそれより安い金額になろうかとは思うんだけ

れども、おおよそこの平成23年度施工分を入れて

総額でどれくらいかかる見通しですか、これは。 

○都市計画課長 

 平成16年度から用地の買収に入っておるわけな

んですが、平成16年度は測量なんですが、平成18

年度から用地の測量に入っております。平成23年

度でこれが最終年度ということで、合計で４億

900万円ほどという形になります。 

○佐藤委員 

 この中には、当然のことながら国のお金も入っ

ているかと思うんですけど、その辺の財源の内訳

はどんなふうですか。 

○都市計画課長 

 平成23年度実施した想定の実績ということでご

ざいますが、国庫支出金ということで１億4,620

万円、地方債でいうと4,320万円、その他が4,000

円。一般財源として１億7,958万9,000円、合わせ

て４億898万9,000円という計画でございます。 

○佐藤委員 

 この４億円余の事業で市が市債を入れば、その

半分を持っているということですよね。 

 事業年度が足を長くしながらやっているとはい

えども、そういうことだということがわかりまし

た。 

 それで、鉄道高架、それから今の経済の問題等

を含めたときに、課長はこの計画が終わったら

粛々と次の計画を立て進めていくということを言

われましたけれども、部長もそんな形でどのくら

いの規模の工事になるかはわかりませんけれども、

そんな計画というか、今は１号線までつなぐとい

うことで駒牛線の山田谷と才兼池のところをやっ

たわけですけれども、もうそうした素案というも

のはできているんですか。実計に上げるとか上げ

んとは別に、次はここをやりたいなというところ

はできているんですか。 

○都市整備部長 

 駒田牛田線につきまして、今回事業化しました

区間、約400メートルということで、全体の延長

2.2キロからして本当に局部的な区間で、こうい

った整備の中で本来都市計画道路の機能というの

は発揮できないということは重々事業化時点から

理解しているわけですけれども、かといって、北

部地域、私どもの言う１号線から北の地域という

のは、地区の幹線道路が不足している地域でござ

いまして、いわゆる緊急車両の速やかな侵入とか、

災害時の避難路、そういったところを考えますと、

いわゆる車の交通以外に地区幹線道路が必要だと

いうことで計画がされているわけでございまして、

やはり最初の一歩を踏み出さないと、これはいつ

までたっても完成しないということで、今回400

メートルの区間を事業化させていただいたわけで

ございますが、やはり全体の路線がつながってこ

そ、初めて都市計画道路の機能、効果が発揮でき

るわけですので、私ども、事業担当としては全体

の計画を持っておるわけですが、ただ、これは知

立市の全体の事業の中のバランスというのを、ま

た、財政的な問題というところも調整をしながら

進めていきたいということで、今回、この事業、

今年度でこの区間を終わるということで、私ども

としてお願いをしていきたいと思っておるわけで
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すけど、ただ、これは全体の実計や他の事業との

バランスもございますので、ヒアリングも済んで

おりませんので、現状としてはまだお答えできる

範疇にないわけですが、ただ、私どもとしては、

できれば市街化区域の中については、今回は調整

区域でございますが、極力面整備と一緒にやって

いきたいというのが私の思いでございまして、過

去にもそういう働きかけをして事業化に持ち込み

たいということでいろいろお願いをさせてもらっ

たんですが、なかなか進まなかったという、そう

いった経緯もございます。 

 しかし、私としてはある程度、面整備と一緒に

やっていくのが、やはり土地利用を含めて一番効

果的ではないかなというふうに思っておりますの

で、そういうことも含めて、仮に引き続いた事業

化はできなくても、そういった研究をしていきた

いというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 面整備と一緒にやっていきたいと。面整備とい

うのは何かなと。区画整理なり、そういう手法だ

ろうというふうに思うんですけど、今そういう形

で想定しているものがあればお答えください。 

○都市整備部長 

 これは、先ほど言いましたように、まだ実計の

ヒアリングも済んでいなくて、まだ今後の方向性、

全く出ていませんので、本当に担当の事業化レベ

ルでこうあるべきだろうなというところを検討し

ている内容は、私どもとしては今の八橋の東部の

区画整理で一部八橋里線を整備しているわけです

が、この東西方向の路線との整備の整合性も図っ

ていきたいということで、元国道の１号から八橋

の里線につなげるような、そういう整備も必要で

はないのかと。 

 また、あわせて１号線から旧国道まで、この区

間の整備をある程度現状の車の流れ、旧東海道の

今の車の流れを考えますと、そういった整備を早

急にすべきではないのかなというふうには思って

いるわけですが、先ほど言いましたように、これ

は市のそういう今後の事業化の方向性と、また、

地域の皆様に全くそういったお話はさせていただ

いておりませんので、そういった事業化に持って

いける裏づけがなければ、ちょっとお話だけでは

できないということで、今現状としては研究をさ

せていただいているという段階です。 

○佐藤委員 

 北部地域の幹線道路が必要だと。これについて

は、その当該の地域の中でもさまざまな意見があ

ろうかというふうに思うんです。ないよりはあっ

たほうがいいということになろうかと思うんです

けど、ただ、現局面の中で見たときに、やるなと

言っているわけでなくて、一度立ちどまって考え

ることも必要ではないかなと、そんな感じを現場

を見ながら感じたわけで、その点で、林市長、ど

んな御見識をお持ちか、そこだけ明らかにしても

らえますか。 

○林市長 

 今回駒場牛田線ということで整備をさせていた

だいております。御案内のとおり、これは牛田西

中線の先線ということで、知立市において半環状

といったような、本当に重要幹線であります。あ

わせて、非常時における、今、部長も申し上げま

したように、非常時においても北部地域の大事な

道路になるわけでありまして、従来、これは、こ

れも部長が申し上げましたように、面整備でやっ

てきている経過があります。西中の方面では圃場

整備、また、八ツ田、谷田は区画整理といった形

で道路を出してきているわけでありまして、今回、

単独買収で進めておるということで、非常にきつ

くなっているわけであります。 

 これからの進め方でありますけれども、やはり

部長が申し上げましたように、面整備でこうした

都市計画道路をつくっていくというのがやはりい

いな。知立市のこれまでの中央通、そして牛田西

中線もそうであったわけでありまして、そういっ

た方向を見つけながら、これは整備を進めていく

のかなということを思っております。 

 いずれにしましても、大事な道路だということ

は私も考えているわけでありまして、だからとい

って何が何でもこれを単独買収でもやっていくん

だということは、やはりいま一度検討の余地はあ
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るのかなという思いはございます。 

○佐藤委員 

 なかなかさまざまな見方があるわけで、そうし

た中では一概にこれをやるなというわけではあり

ません。ただ、今の現状がある中で、一度立ちど

まってそういうことも含めて検討することは必要

かなというふうに思ったわけで、ぜひそんな検討

もお願いしたいなというふうに思います。 

 それから、次に、100ページの街路事業費につ

いて、都市計画道路知立環状線の整備のための路

線測量を行いましたということで、説明の中では

山町地内ということがありましたけど、これにつ

いて御説明をお願いしたいと。 

○都市計画課長 

 この知立環状線の測量でございます。この環状

線というものは弘法通りの五谷屋のところから山

町のほうに向かって三河線と並行していきます。

そこからちょっとアールを描くようにして、旧国

道１号線の慈眼寺のところの交差点に取りつく道

路でございます。 

 その一部が山町の交差点のところから三河線の

方面へ下った部分、それが約130メートルであっ

たと思いますが、その部分が市のほうの持ち分。

そこから三河線と並行して五谷屋のところまで行

くところが県のほうの施工区分でございます。こ

の部分が130メートルで、委託料として144万

9,000円の事業でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、山町の旧国道、慈眼寺のところの

交差点から山町のまちの中を突き抜けた形で名鉄

の線路に至る直前と、これが130メートル。 

 この慈眼寺の交差点からここまでの区間という

ことですかね、130メートルというのは。 

 これでよろしいですか。 

○都市計画課長 

 ちょうどここのアピタの前の本郷知立線、これ

が本線の踏切を越えて左方面へアールを描くよう

にカーブしていきます。そこのちょうど突き当た

ったＴ字路のところから慈眼寺のところの130メ

ートルが、今回委託料として出したところです。 

○佐藤委員 

 それで、この区間がＴ字路のところまでが130

メートルと。それで、これが市が行う事業だとい

うことを言われましたよね。 

 それから、この交差点から五谷屋の手前の交差

点までが、これは130メートルですか、何メート

ルですか。これは県が行う事業だと。一遍そこを

確認させてください。 

○都市計画課長 

 これは距離的には380メートルございます。 

○佐藤委員 

 それで、県が行う380メートルの区間というも

のについては、県事業で行うので、市の負担はな

いということですよね。 

○都市計画課長 

 委託費に関しては、この380メートルは県のほ

うの負担。知立環状線のところね。残りの130メ

ートルは市のほうの負担というふうに分かれてい

る。委託に関しては、同調してやっておりますけ

れども、負担としては市のほうが担当で発注した

分が130メートルです。 

○佐藤委員 

 そうすると、130メートルと380メートルですか、

いずれにしても県の分も市の分も、今回、測量し

たということですよね。 

 この測量の目的はどういうことですか。 

○都市計画課長 

 これは、知立環状線という形で、三河線の高架

の関係との絡みもあろうかと思いますが、そうい

った形でここは環状線の整備ということで、知立

駅へ向かう環状的な道路の整備を行うというもの

であります。 

○佐藤委員 

 そうすると、環状線をつくるには、これは長さ

はわかりましたけど、歩道、車道、歩道という形

になると思いますけれども、これは何メートルの

道路幅のやつをつくるんですか。 

○都市計画課長 

 概要でございますが、県道が今申し上げました

380メートルで、幅員が21メートルでございます。 
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 事業費的にまだ本当のおおよそでございますが、

県のほうで申し上げますと25億円ぐらいというふ

うになっております。市のほうが130メートルで

同じような幅員21メートルという形で整備をして

いくものでございます。 

○佐藤委員 

 市の費用は。これ、25億円というのは全部です

か、県も市も合わせて。県と言ってみえましたけ

ど、市のほうは。 

○都市計画課長 

 約25億円というのが県のほうでございまして、

市のほうは10億円ほどでございます。 

○佐藤委員 

 それで、ここは幅員が21メートルと。これは歩

道も含めてだということだろうと思いますけど、

これは２車線ということですか、そこを一遍確認

させていただいて、それで、ここのところで市が

受け持つ130メートルについて地権者はどれくら

いおられるんですか。 

○都市計画課長 

 市のほうが権利者23件でございます。県のほう

が48件で、全体で71件という形のものでございま

す。 

○佐藤委員 

 これは三河線が終わるのが平成35年でしたかね。

そうすると、八ツ田線といいますか、この道路を

環状線とすりつけをせないかんと。それが先に環

状線のほうで道路ができていないと高架ができな

いということですので、この市役所のほうから行

く環状線、ぐるっと回ってここへＴ字路にすりつ

けるこの道路と、これ、すりつけはいつまで、こ

の前も駅周で聞きましたけど、もう一遍確認させ

てもらいたいんですけど、いつまで環状線はこの

区間をつくりすりつけをやらにゃいかんのか、両

方の道路が一緒ですけど、これはどうなっていま

すか。 

○都市開発課長 

 三河線の高架工事、平成31年から開始となりま

す。したがいまして、本郷知立線と環状線を経由

するルートにつきましては、平成31年までには計

画ルートにつけかえる必要がございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、高架との関係で三河線を上げるの

が平成31年ということですので、平成31年までに

は環状線を築造し、それから迂回する道路も築造

せにゃいかんと、そういうことになるわけですよ

ね。そして、現在が平成31年までですので、こと

しが平成23年、もう平成24年という形になります

けど、今後のスケジュールはどんな予定でこれを

進めていこうとするのか、明らかにしてください。 

○都市開発課長 

 まず、仮線の用地買収についてでございますが、

先ほど高架工事と申しましたが、仮線工事が平成

31年から、高架工事は平成32年から平成33年、２

年間で行います。したがいまして、仮線の用地に

つきましては、平成30年までには確保する必要が

ございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、平成30年までは確保せにゃいかん

ということで、築造も含めて平成30年ということ

ですか。道路をつくるということも含めて、環状

線はつくるということですか。 

○都市開発課長 

 道路の工事とはラップする期間はあるかもしれ

ませんが、完全に道路をつくってしまわなきゃい

けないということではございません。 

○佐藤委員 

 完全に道路をつくってしまうということではな

いということですけれども、尐なくとも仮線をつ

くって走ると、さらに高架も上げていかにゃいか

んわけで、そうするとすりつけを八ツ田道のほう

から来た道路と環状線とのすりつけも高架になる

前にやらないと、高架で下を通ることはできない

わけですよね。それはタイムリミットはどれくら

いですかということ。 

○都市開発課長 

 仮線の段階ではつけかえると先ほど申しました。

それはどうしてかといいますと、平成32年から高

架工事に入りますと、現在の安城八ツ田知立線は、



 

- 46 - 

高架がおりてくるところに突き当たってしまいま

すので通行不可能になるというところから、その

前の段階、平成31年までには仮線の踏切を使いな

がらルートを変えていくと、そういったことにな

ります。 

○佐藤委員 

 仮線のルートをつくりながら踏切をつくり、仮

線の踏切をつくったということで、要するに、こ

の道路を築造するところに踏切をつくりやってい

くということですよね。そうすると、結果、環状

線にすりつけるということですよね。 

 そうすると、平成31年までにはそうした形で環

状線をつくっていくということですよね、端的に

言うと。いろいろ難しく言うけど。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりでございます。安城八ツ田知

立線から新たに市が行う環状線までは、平成31年

までには通行可能な形態にしなければならないと

いうところでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、市がつくる環状線等は平成31年ま

でだけど、県がやる分については、これはいつま

でですか。 

○都市開発課長 

 現在、知立環状線につきましては、連立関連公

共整備事業ということで、連立完了までには完成

するという計画で進めておりますので、連立完了

時点、平成35年までには計画としては完了する必

要がございます。 

○佐藤委員 

 それで、これで連立関連事業だということであ

りますけれども、この前も聞いてちょっとわから

なかったんですけど、この事業は市がやるところ、

130メートル、これも連立関連事業という形で、

連立の外でお金を新たに出してつくる事業ではな

いということですか。県もそうですけれども。そ

こをお知らせください。 

○都市開発課長 

 連立からお金が行くということじゃなくて、連

立関連公共整備事業として別の補助金をいただく

ということでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、連立の615億円の中には、これは

入らないと。別の補助金をいただいて、これの整

備を進めていくということであります。 

 今回、測量をやられておるわけですけれども、

先ほどのお話では、測量をやられて、さらに知立

市の分については平成31年までつくらにゃいかん

と。県は平成35年まででいいよということがあり

ましたけれども、これについての逆算した場合の

スケジュールで、平成22年度は測量でしたけれど

も、今度どんな仕事をやりながらそこへ至るのか

ということを、仕事の内容を、例えば駅周でいけ

ば、年次計画というか、こんな形で出してもらっ

ているわけですよ、区画整理についてはね。だか

ら、そういう点でこの事業も駅周辺区画整理と密

接に結びついた事業で、切り離せん事業だものだ

から、その辺のスケジュールも私たちに、知って

いる人は知っておったかもしれんけれども、この

前の駅周の特別委員会までそのことは駅周でも余

り議論にならなくて、多くの方はそのことを何も

知らなかったんだわ。あのときの質疑の中でその

ことが尐しわかってきたという、こういう経過を

たどっているので、連立の駅周辺のように、こう

いう計画が、いつまでにこれをやってということ

がぜひわかるような表にして出してほしいなとい

うふうに思いますけど、きょうは答弁の中でぜひ

そうしたスケジュールの、決めたからといってス

ケジュールどおりにいくとは限りませんけど、お

およそこういう手順を踏んでやっていくんだと、

この仕事をやり、この仕事をやりと、その辺、ど

うですか。 

○都市開発課長 

 連立のほうからお答えをさせていただきます。 

 まず、現在、路線測量、予備設計をこの平成23

年度まで行っておりますので、それが過ぎますと、

来年度、平成24年度には用地測量に入ります。ど

れだけかかりますよというような測量ですね。そ

れが終わりました次年度、平成25年度から用地買

収に着手をし、あとは、先ほどお話ししました平
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成31年までには仮の踏切をつくって、安城八ツ田

知立線と市の環状線をつなげる必要があると。最

終的には平成35年に完了というところでございま

す。 

○佐藤委員 

 連立のということを言われるもんでちょっと話

が複雑になって、単純にいくと、知立市分の130

メートルについて今言われたように平成25年まで

に用地買収をするということですか。 

 ここの130メートルの事業を進めるその段取り

を私は明らかにしてほしいと。県の区間について

も、同じような仕事をやるわけですので、並行し

て多分これは進めると思うんですよね。平成31年、

平成35年ということの許容範囲は違うにしても、

同じようにして事業を進めないと整合性がないわ

けですので、多分そうやってやるんだろうと思う

んですけど、この130メートルについて、鉄道関

連ではあるけど事業費は別だと、概算で10億円だ

と言うならば、この測量をやった後、これはどの

ような形で手順を踏んで、どのような作業をやり、

そして築造へ至るのか。そこを私は、市の分と県

の分があるので、県も歩調を合わせてやっている

ので、そこの部分についてのスケジュール、作業、

ここを明らかにしてほしいと言ったんですが。 

○都市開発課長 

 平成31年に道路をつけかえなきゃいけないとい

うことから、市の環状線部分につきましては、そ

れがつけかわるまでには用地買収が必要になって

まいります。ですから、平成25年度から着手をし、

平成30年には用地買収を終える必要があるという

ところでございます。 

○佐藤委員 

 つけかえが平成31年ということで、平成30年ま

では用地買収をやる。用地買収だって平成30年で

すので、ことし測量をやったと。具体的には用地

買収はいつから入っていくんですか。平成30年ま

でやらにゃいかんというんだけど、いつから入っ

ていくんですか。 

○都市開発課長 

 平成25年を予定しております。 

○佐藤委員 

 平成25年から用地買収をし、この一団の固まり

の中で用地買収ができるかどうかわかりません。

固まりで用地買収ができれば、この方たち、移転

先や補償、そういう手続をやりながらやっていく

んだろうというふうに思うんですけれども、それ

が完了すればあいたところから築造していくのか

なというふうに思うんですけれども、その辺、ど

うですか。 

○都市計画課長 

 今、路線測量を平成22年に行いました。これ、

予備設計を今年度、平成23年度に行います。警察

等と協議しながら進めていくわけなんですが、事

業認可を平成24年には取りたいという形でおりま

す。 

 県のほうと同調してやらなくてはいけないとい

う、これ、事業でございますので、今土地開発課

長が申し上げたスケジュールにおいて県のほうと

合わせながら市のほうの130メートルの区間もあ

わせてやっていく形でおりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○佐藤委員 

 歩調をとりながらということだと、県と市が同

時並行的に結局やるということなんだね。可能な

期間の違いはあるけれども、やっていくというこ

とです。 

 それで、この方たちが県の分が48件と23件とい

う形で買収が平成25年から平成30年までには完了

せないかんと。そして、その後の工事をやらなき

ゃいかんということになると、この人たちの移転

先は全部丸を打って自分で探しますという方はい

いわけだけれども、替え地を出してくれよという

声も当然のことながらあろうかと思うんですけれ

ども、住民との意向調査やヒアリングは、当然測

量をやったわけですので、ある程度の住民とのそ

うした意向も聞いていると思うんですけど、それ

はどうですか。 

○都市計画課長 

 替え地というところが非常にこれからネックに

なっていくものではないのかなというふうに考え
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ております。県のほうのお考えというか、状況の

ほうは、しっかり把握しておりません。また、市

のほうにおいても、まだ具体的なヒアリングだと

か、そういったものはしておりませんので、これ

からこの件数の方たちに用地測量をすれば、もち

ろんどのぐらいひっかかるだとか、どういうよう

な物件がどうのこうのという形になるものですか

ら、これから進めていくところでございます。 

○佐藤委員 

 これから進めていくにしても、替え地が欲しい

と、そもそもこの人たちは一団のところに固まっ

て行けれれば、その辺の地域のコミュニティーも

担保されるんだろうと思うんだけれども、そうじ

ゃないとそういうことも担保されないと。 

 市の部分でいけば、山町地内の中にそういうも

のがあればいいわけですけれども、これはなかな

かそうやっておっしゃるけれども、区画整理の中

でこちらへ仮換地指定を受けるという話とは全然

また違う話で、そう単純に事が進むのかなという

感じはしているんですけどね。 

 10億円と。この総額で、話が行ったり来たりし

て大変あれですけど、そうしたことも含めて10億

円を概算で見込んでいるということですよね。で

すから、そういうことも概算の内訳についてもお

知らせ願えます。ざっとでいいですので、わかれ

ば。 

○都市計画課長 

 今手元のほうには資料はございません。また、

私の勉強不足で申しわけないんですが、それをど

のようにはじいたかというものも今わかりません

ので、また後ほどお答えしたいと思います。 

○佐藤委員 

 これはそんな形で進むということですけれども、

それで、もう一つ確認をしたいんですけど、環状

道路がこうした形で進もうとしていますけれども、

一般質問の中で高橋議員は、環状道路と五谷屋の

交差点から現在ある中央線に接道するような形で

こちらの駅南をつくっている環状線というものに

ついての見直しはどうだと。これをこうつなげば

いいじゃないかという提案もあったんですよ。ど

ういう答弁をしたかちょっと忘れましたけど、こ

うした点についてはどうですか。 

○都市開発課長 

 安城知立線から西側の部分につきましては、区

画整理事業内ということでございますので、これ

も何回も申し上げておりますが、大幅な見直しと

いうのは、非常に影響範囲が、人にも影響してま

いりますので、そういった点から大きな計画の見

直しは避けたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 技術的な問題は、私、わかりませんけれども、

結局の話、区画整理についても駅の北側と、それ

から駅の南側ということで、30メートル道路も将

来の区画整理になるのか、単独買収になるのかわ

からんけれども、見通しが立たんと。そして、こ

この駅南の区画整理をやれば、当然のことながら

今の山町地内の環状線とこれをすりつけざるを得

ないんだわね。 

 ところが、30メートル道路はいつできるかわか

らんということになると、これ自体がわからん話

になってしまうんじゃないかと。だとするならば、

区画整理で五谷屋のところも仮換地指定を受けて

いますよね、あの一角。それで道路がちょっと変

形するわけですけど、しかし、もうちょっと工夫

して、こちらを生かすということになれば、こち

らの区画整理の中で新たな道路をつくったり、ま

た、南の環状線と結ぶような都市計画道路につい

てだって見直しができるではないかというような

提案だと思うんですけど、なかなかこれは難しい

と言われるけれども、大幅な事業費の削減が一つ

の命題になっている中で、これは検討に値しない

ということでしょうか、難しいということで。 

 私は率直に検討してほしいなというふうに思う

んですけど、どうでしょうか。 

○都市開発課長 

 やはり、何度も申しますが、仮換地指定をして

いる以上、それを廃止するということになります

と、堀切地区すべてを見直さなきゃいけないとい

うことから、大変な労力、あるいは地権者の皆さ

んへの影響が生じます。 
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 もし仮にそれをやったとしても、道路として交

通量がどう流れるかという検証もしなければなり

ませんので、その計画自体がそれで行けるという

ことは当然ここでは言えませんけれども、そうい

った検証も必要になってきます。ということから、

やはり大きな見直しというのは、区画整理事業が

始まってしまっている現在としてはできないと言

ってもよいと思います。 

○佐藤委員 

 大きな見直しができないとするならば、この間、

見直しのための検討委員会もできておるわけで、

その方向性もそれなりに議論をされてきたかなと

いうふうに思います。 

 この８月11日には知立駅周辺整備計画作成委託

業務ということで、これはこういう入札がやられ

たわけですけど、これは何のためにやられた入札

ですか。委託業務ですか。 

○都市開発課長 

 今お尋ねの委託業務は、主要成果102ページの

下から三つ目のものでよろしかったですか。 

 失礼しました。今年度分ですね。 

○佐藤委員 

 この102ページ、ここは深く入りたくので、102

ページの駅前広場関連道路方針区画整理委託業務

ということで決算数値が出ていますけど、それと

あわせて平成23年の８月11日に入札がやられたわ

ね、これは、知立駅の周辺整備計画策定委託業務

という形で。 

 この決算に載っているものと関連するかはわか

りませんけれども、これはこの間議論になってき

た見直しを中心としながらやられたということか

ということを私は聞いているの。 

○都市計画課長 

 平成23年度の委託、見直しの関係なんですが、

前年度、ここで言う見直しのある大ざっぱとした

ざっくりとした見直し案を今年度の平成23年度は

尐し形にするというものでございまして、県の方

も含めながら都市計画道路の見直し、そして、ま

た、駅周辺の今まで関連してくる内容を含めて委

託業務に出して、見直しをしたいというものでご

ざいます。 

○佐藤委員 

 それで、駅前広場関連道路整備方針、この作成

委託料と、今回それに基づいて形にするというこ

とで、この業務委託をされたわけですね。同然、

この間の見直し議論があるわけですので、今まで

は平成23年度については内部での検討を深めてと、

その後、成果を得て、関係地域の方やそういう方

たちに御意見を伺っていくというようなことがあ

りましたよね。そうすると、そういうことに基づ

いて市が一定の見直しに当たり、この点どうだ、

この点こういう方法ということがなければ、ただ

単純に丸投げして見直し案を出してくれという話

じゃないと思うんですよね。 

 だとするならば、委託業務をするに当たって、

見直しの基本的な考え方、方針について当然のこ

とながら示しながらやられたと思うんですけれど

も、そこはどうですかね。 

○都市開発課長 

 昨年度行いました見直しの作業検討部会、これ

は具体的な路線をどうこうするということを決め

るものではございませんで、市としてどういった

方針に基づいて見直しをしていくのかということ

を検討したものでございます。その中でまとまっ

た点について御報告をさせていただきます。 

 まず、方針的な意見としまして、当初のテーマ

であります車から人への歩行者優先のまちづくり

ということは変えてはいけないという点。次に、

長期的に整備のめどの立たないものは見直してい

くべきである。次に、廃止の見直しをしてしまっ

たら、再度計画することは不可能であるというこ

とも考えなければならない。次に、住民が求めて

いない計画は、可能であれば見直すべきである。

最後に、将来の形だけではなく、途中での暫定的

な状態も検討すべきである。これらが作業部会で

まとめて方針の案でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、今回の委託については、この基本

方針に、検討部会での方針に基づいて見直し原案

を作成してくださいと、こういう中身だというこ
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とですか。 

○都市計画課長 

 委員のおっしゃる大体そんな形なんですが、前

年度にある程度テーマを設けました。その中で、

もう一度内部でそれを今度、形にしていこうとい

う形です。 

 まだ、どのような形でやっていこうかというも

のはこれからなんですが、対策本部会のほうへも

報告ができるような形、最終的にはそんなような

形を盛り込んでいきたいなというふうに思ってお

ります。 

○佐藤委員 

 そうすると、この委託を受けて、今言われたよ

うに対策本部会に報告ができる形のあるものにし

たいということで今回委託をし、そしてこれにつ

いて期間が３月23日ですので、今年度末にはでき

るのかなと。そうすると平成24年度に入ったら、

こういうことを私たちもお知らせいただいてと、

こういう形になるんですね。 

○中島委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後４時01分 

――――――――――――― 

再開 午後４時10分 

○中島委員長 

 休憩前に続き会議を進めます。 

○都市計画課長 

 先ほど、最終的な見直しとして３月ぐらいに報

告が成果としてできるかということであろうと思

いますが、当然ながら最終的には委員会のほうに

報告するという形でおりますので、たたき台とし

てまた報告をさせていただきます。 

○佐藤委員 

 それで、先ほどは市の方針がいろいろと言われ

たんだけど、この間、議会の中では東西線の確保

の問題、それから30メートル道路の問題を含めて

さまざまな意見が出されてきましたけれども、基

本的な方向だけを今回の委託業務で出しただけの

話で、具体的にこの道路をどうするとか、そうい

うことについて今までの議論の中で、それは大幅

な見直しは難しいということはおっしゃってきた

んだけれども、尐なくともそういう議論があった

わけで、そうした点は具体的に入れないで、先ほ

ど課長が述べられた幾つかの基本的な方向、方針

というか、それだけで委託をしたということです

か。 

○都市計画課長 

 平成22年度は、都市開発のほうでやっていただ

きました。それで、駅周が中心であったというこ

ともあるんですが、やはりその周辺に係る都市計

画道路も全般的に見直す必要があるであろうと、

もう尐し枠を広げた中でやっていこう、見直して

いこうということでしたので、平成23年度は都市

計画課のほうで発注をさせていただきました。 

 引き続き、駅周のもろもろの問題、駅前の関係

だとか、東西の関係だとか、そういったものもあ

るものですから、それはやはり都市開発課のほう

とも従来どおり同調しながら一緒に共同してやっ

ていこうという形のものでございます。 

○佐藤委員 

 共同してやっていくということを言われました

けど、この間、駅周などで議論になってきた諸問

題についても当然のことながら基本的な考え方と

あわせながら入れて、検討してもらうと、こうい

う委託の内容になっているのかということなんで

す。 

 部長、この辺はどうですかね。この間の議論が

全く抜け落ちた形で今回の委託に至っているのか

どうかと。そうであるとするならば、この間の議

論は何だったのかと、こういうことになるんです

ね。この点、どうでしょうか。 

○都市整備部長 

 見直しにつきましては、今年度コンサルタント

に委託ということなんですが、基本的にこれまで

私どもとして、さっき課長が全体的な方針という

のを述べましたけれども、そういう中で私どもと

してこれまで議会を初め周辺の商店街の方、また、

地域の方、広くは市民の方からこの事業に対する

計画、また、事業の内容についてのいろいろ御意

見をいただいております。これを踏まえて、当然
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これから検討するということでございますので、

形があって、これをしてくれという、そういう委

託ではございませんので、そういう全体の出た意

見というのを尐し私どもとして整理をさせていた

だく。それをもとに、コンサルタントは専門的な

立場の中でコンサルタントとしてのアドバイスと

いいますか、プランニングというのを提案いただ

く。これまで出た意見も当然そのコンサルの中で

技術的な部分で分析をしていただいて、実際にそ

れを見直した場合のメリット、デメリットという

のを整理していかなきゃいけないだろう。 

 そういう中で私どもとして最終的な見直しの案

というのをまとめたいということで、基本的には

私ども職員が今までいろいろお聞きした内容をも

う一度整理させていただいて、それをコンサルに

技術的な裏づけ、検討をしていただく。それによ

って出るメリット、デメリットを整理して、最終

的な素案、たたき台をつくりたいということでご

ざいますので、事業の中身として非常に難しい案

件もございます。そういったところは、なぜでき

ないかというところも整理をさせていただいて、

御提案をいただいた多くの方の理解がいただける

ような、そういった裏づけといいますか、御説明

もできるようにしたいというふうに思っておりま

す。 

○佐藤委員 

 この間のそうした議論も踏まえるということが

一つ言われたわけですけれども、ただ、先ほどの

議論でも区画整理については北はともかくとして、

南側について仮換地をもう指定しているからこの

変更は難しいという議論がありました。この間、

議会の中では、区画整理もそうですけれども、30

メートル道路を含めて、ここの区画整理外のとこ

ろの南陽通りまでの区間がありますけれども、そ

こについて環状線を含めて都市計画道路も計画を

されているわけですよね。ですから、ここのとこ

ろが現在の南側の区画整理のところが見直されん

ということになれば、結果としてすぐできるかど

うかは別として、ここの道路、区画道路並びに駅

の南の30メートル道路、それから環状線、これは

全部つくっていくという計画になるんですよね、

結果として。ですから、大幅な見直しはできない

ということを盛んにこの間も言われてきましたけ

れども、しかし東西線の貫通だとか、ここのとこ

ろをどう使うかということはあるにしても、ここ

のところでのさっき言ったような見直しがないよ

うだと、結果、こちらもいつになるかわからんけ

れども、全部つくっていくと、手法はともかく。 

 そうすると、本当にこれがこの間元年計画で見

直しが必要だということをたびたび言及されてき

た割には、大幅な見直しはできないと言っている

わけです。基本的な見直しはできないということ

に執着するような気がするんですけど、その点、

部長、どうですか。 

○都市整備部長 

 今、事業中のもの、これから事業化するもの、

いろんな仕分けがあるわけですが、端的に事業化

されて今動いているものを大きく見直すというの

は、客観的に見れば、これは非常に難しいという

ことは理解をいただけるわけですけど、ただ、ど

ういう中身がどういうふうに難しいかということ

は、やはりこれはもう尐しかみ砕いて御説明をし

ないと、やはり理解いただけないと思います。 

 そういうことも含めて、例えば堀切地区を見直

した場合にどういう影響が出るのかというところ

も、地権者への影響、本当に見直すことによって

経済的な効果があるのかどうか、そういったとこ

ろも含めて整理をしないと、私どもも端的に事業

中だからできないですよというだけでは、これは

説得力がない話ですし、理解もいただけないと思

っていますので、そういう部分は見直しをいろい

ろ提案いただいたんですけど、それに対する影響

というのを、効果を含めて整理をしなきゃ御説明

できないと思っていますので、そういう整理はし

たいと思っています。 

 ただ、いろいろ御意見を伺っておりますと、私

の感覚で申しわけございませんが、結局、意見の

中には現状のままでいいと、極端な言い方をしま

すとそういう言い方になっているなというふうに

私は思っているんですよね。本当にそれでいいの
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かなと、さっきもありましたけれども、これを現

状のまま戻したら、将来、まちづくり、市の中心

部のまちというのは、現在と変わらないというこ

とになってしまうわけですけれども、本当にそれ

でいいのかということを私たち、自問自答しなが

ら、これ、見直しを進めたいと。 

 先ほど、本会議の提案もありましたが、環状線

を現在の東西線にくっつけたらどうかという提案

もありました。これはまさしくもともとの案でご

ざいます。昔はそういう環状線の計画があったわ

けでございますね。だから、その形に戻しなさい

ということなので、結局は現状のままでいいんじ

ゃないかと。鉄道だけ上がればいいんじゃないの

かと、そういう御意見に受けとめてしまうわけで

すけれども、やはりそれは今600億円の大事業、

この効果を発揮するのは、知立のまちが将来に向

かってどういうまちになるかということをきっち

り再度議論した中で計画をつくって見直しをして

いかなきゃいけないなと思っていますので、そう

いう点も踏まえて、いろいろ特別委員会でも見直

しの内容について再三御質問、御心配をいただい

ているわけですけれども、もう尐し時間をいただ

いた中で御説明をしたいと思っておりますので、

御意見とか、いろんな要望もたくさんお聞きして

おりますので、そういった部分を踏まえてやらせ

ていただくということは十分承知はしております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○佐藤委員 

 これを、例えば今言われたように環状線へすり

つけると、もとのまんまじゃないかということを

言われましたけど、尐なくとも北側については整

備をしていくわけですよね。南との一体性はどう

かという問題は生じるんですよ。ただ、この計画

はすべて南北道路から駅前広場に誘導するという

計画になっているわけで、それが本当に必要な計

画なのかということも検証せないかんというふう

に思うわけですよ。 

 部長の言われるように、この案でいけば基本的

に変わらない、こうしたほうが現状から変わるん

だということをおっしゃるわけだけれども、本当

にそうかということも含めて、それから仮換地指

定にしたから影響力が大きくて大変だと。しかし、

そうした大変だということも含めてどうなんだと

いう検証やそういうことがあって、初めて見直し

と言えるんじゃないですか。 

 私はやみくもにそうしろと言っているわけじゃ

なくて、そういうことも踏まえた上で検証した上

で見直しをするべきじゃないかと。当局が言って

いるのは、現状固定の計画がもう不動のものとい

う形の中で、いかにその範囲の中で見直しをする

かと。もちろん仮換地指定を受けたわけだから、

地権者もこれを変えるとなれば影響あると。単純

にそんなことを言っているわけでない、その理解

も得られなきゃいかんということもあるにしても、

客観的に見たときに、結局区画整理でやったとこ

ろはつくれるけど、その他の都市計画道路や区画

道路についても結局つくっていかざるを得ない、

平成元年の計画でそういう計画をしたけれども、

それが本当にいいのかということをいま一度立ち

どまって検証することが必要ではないかというの

がこの間の議会の提案だったと思うんですよね。 

 そんなことで、そういうことも含めて見直しを、

コンサルには委託しましたけれども、どうなんだ

という提起をこちらはこちらで議会としてしてい

るわけですので、それはそれで受けとめをしてほ

しいなというふうに思います。どうでしょうか。 

○都市整備部長 

 答弁が重なりますけれども、先ほども申しまし

たとおり、ことし、見直しの本格的な作業に入り

ますので、そういう中でコンサルの技術力、専門

知識を生かした中でまとめていきたいということ

で委託をかけているのであって、私どもとして職

員、これまで、先ほど言いましたように、いろん

な方から御意見をいただいた内容、これを十分整

理した中でまとめていくということは変わりござ

いませんので、もう尐しお時間をいただいて、御

説明できる段階になりましたら、そういった形の

中でお話をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

○佐藤委員 
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 一つ、話が、質疑が下手なものだから話が前後

して大変恐縮ですけれども、先ほどの環状線の

130メートルについてはわかりました。 

 それから、当然のことながら、市役所のところ

の八ツ田の道、あれ、県道ですので、あれは県が

やるということですかね、だと思いますけれども。 

○都市計画課長 

 委員のおっしゃるとおり、そちらのほうは県の

ほうが施工します。 

○佐藤委員 

 それで、そうしますと、かなり市役所のわきの

ところ、そこの信号のところまでは一部残ってい

るけど、大分拡幅されてきているわけですよね。

しかし、市役所からすりつけでぐっと行く場合に、

今の道路の形状ではなくて、先ほどは幅員が21メ

ートルと言いましたかね、この130メートル区間

が。そうすると、当然のことながらここもこうい

う形で、ここの一部だけを最初にすりつけるだけ

ではなくて、並行してずっと、これ、進んでいく

という事業になるんでしょうか。 

 これも、ここの部分のすりつけ部分だけではな

くて、この茶色といいますか、ここのところもず

っと進めていく、一部やっているわけです。特に

市役所のそこの信号からすりつけのところまでは、

これは先ほど言った期間内でこれは進めていくん

ですか。 

○都市整備部長 

 本郷知立線につきましては、今連立の影響範囲、

最尐範囲の中で県としては事業化をしていきたい

ということで、先ほどのＳの字の部分、本線から

北側部分、で、南側部分につきましては、今具体

的に県として引き続き整備をしていくというよう

な計画は持っていないということを聞いています。

また、アピタのところ、今の農協の角の交差点か

らアピタの間の歩道設置については、これは、ま

た、別事業の中で今整備をいただいていますので、

そのような状況でございます。 

○佐藤委員 

 本線から北側はやるということですね、これと

同じ時期に。わかりました。 

 それで、区画整理の話をしましたので、ついで

に連立のこともちょっとお聞きをしたいわけです

けれども、この前９月８日にもらいました９月定

例会資料がありまして、それで、私自身がもらっ

たわけじゃないけれども、平成22年度の事業の内

容というものが部長のほうからですか、知立駅付

近連続立体交差事業に関する変更年度施工契約書

というものが、黒塗りのやつを私も持っています

けど、コピーしていただきましたけれども、これ

について、これは決算内容とはちょっと数字が違

うかなというふうに思いますけれども、変更のあ

れが３月25日ですから、ほぼ決算に等しい金額か

というふうに思いますけど、特にその中で、甲と

いうことで、都市側の事務費の部分だけが違って、

その他が一緒かなというふうに思いますけど、こ

れはどうでしょうか。 

○都市開発課長 

 先回、変更契約書をお配りし、今回の定例会の

冒頭に定例会資料として平成22年度の施工内容に

ついてお配りしたと思いますが、お手元にござい

ますでしょうか。 

 ここにございます金額と変更契約書の金額とが

違うということでございます。 

 定例会でお配りした金額につきましては、トー

タル15億1,120万円、これが全体事業費でござい

まして、変更契約書におきましては、14億9,900

万718円でございます。この差は、金額的に申し

ますと、1,219万9,282円でございます。 

 これは事務費でございまして、協定外事務費と

いうことで、愛知県の都市整備課本課のほうが使

用する事務費でございますので、名前のとおり協

定外ということですので、この契約書には盛り込

んでございません。結果的には、この変更契約書

の金額は、今実際に行われているものと数字は合

っているということでございます。 

○佐藤委員 

 それで、甲のところの本工事、用地補償費、測

量ということであります。基本的には協定外の事

務費の計、県が持つやつだけが金額が違うかなと

いうふうに思いますけれども、その他は全部一緒
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です。 

 これが一緒なんですね。それで、私が聞きたい

のは、ここに年度外実績と、それから繰り越しと

いう形で書かれているわけですね。この繰り越し

となった場合は、これは入札差益なのか、それと

も事業費ができなくてその分継続費なりで繰り越

しているのか、どちらなのかなと。甲の部分につ

いてですけど、それをお聞きしたい。 

○都市開発課長 

 契約期間内に実施が見込めないものを繰り越し

したということでございます。 

○佐藤委員 

 よくわからないです。契約期間内に実施を認め

ないということは、だとするとそもそもそれを予

算金額なりに上げないわけですよね。だって、事

業をやらないんだから予算化する必要がないとい

うことですよね。そうすると、そうじゃないです

か。だから、何で、例えば工事でいくと、1,800

万円余が繰り越しということになって、もともと

これは、課長が言われるように、事業は予定して

いなかった金額だと、こういうことなんですか。 

○都市開発課長 

 今年度実施するつもりで契約をしましたけれど

も、その契約期間内に全体ができなかった、その

部分について、例えば本工事の1,846万8,000円な

にがしを繰り越したということでございますので、

もともと契約内にあったものでございます。 

○佐藤委員 

 年度内に事業ができなかったやつを繰り越した

ということですよね。 

 それでは、乙の名鉄のやつですね。名鉄は、名

鉄住宅事業が７億7,800万円余、それからこれは

受託工事ですけど、単独分あわせて事業をやって

いるわけですけど、ここについては、建築工事を

除いてすべてこれは年度内にできたということで

すよね。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

○佐藤委員 

 それで、この資料をいただいたわけですけれど

も、これはすべてここにある金額というのがあり

ますね。年度内実績繰り越しがありますけれども、

この金額というものは、これは予算ではないです

よね、予算ですか。例えば業者との契約した金額

の実績がこれですか。これはどういう金額かなと。

予算そのものじゃないと思うんですけれども、ど

うでしょうか。 

○都市開発課長 

 乙、鉄道側が実施する金額のことであると思い

ますけれども、それぞれ例えば土木工事、軌道電

気工事等、いろいろございますが、それぞれの工

種でもって契約した金額がここに上がっているも

のでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、契約した金額ですから、当然先ほ

どの甲のように年度内にできなかったものは繰り

越しということでありますけれども、契約した金

額と年度内に施工したものがイコールで繰り越し

はゼロということですけど、やはりここで見たと

きに、当初の予算との関係で、県の事業もそうで

すけれども、乙の事業もそうですけれども、予算

との関係でこれを出してもらわないと、実際どう

だったのかということがわからないんですよね、

これ。 

 それで、工種ごとということで、例えば乙の土

木工事一式ということになっていますけど、その

一式の中にいろんな工事があるんだろうというふ

うに思いますけれども、これを詳細に出すことは

できないということをこの間言ってこられたと思

いますけれども、尐なくとも一式の中の予算はこ

こで出してもらうということがあれば、実績との

関係の中で実績もそうだし、金額との関係の中で

入札差益なり、幾らかかったのかということの透

明性がここで確保できるんじゃないでしょうか。

ましてや、県の甲、都市側負担の部分についても

予算との関係で出してもらうということが私は透

明性を確保するという上で大切だと思うんですけ

れども、これはできない相談でしょうか。 

○都市開発課長 

 まさに非常に大きな課題でございまして、これ
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が達成できれば本当に皆さんの御理解をいただけ

るものと思いますけれども、国レベルでの調整会

議において現在、今調整中でございます。入札関

連の内容ですとか、積算基準の関係、そういった

ものをまだ国レベルで協議しておるところでござ

いますので、なかなか私どもから鉄道事業者に要

望したところで、聞き入れてもらうのは至難のわ

ざというところが現在の状況でございます。 

○佐藤委員 

 これ、至難のわざということを言いますけど、

それじゃ聞きますけど、甲のところの都市側につ

いては、予算減額は、これは書けますよね、乙で

はないですので。これはどうでしょうか。これぐ

らいは尐なくともやるべきことじゃないですか。 

○都市開発課長 

 これにつきましては、まだ県に要求をしたこと

はございませんが、行えば、多分、どういったふ

うに開示していただけるのかわかりませんけれど

も、ある程度の開示はできると考えております。 

○佐藤委員 

 甲の部分については、当初の予算との関係でど

のような契約が知立市受託分、また、県がやる分、

それぞれ全部込みにはなっていると思うんだけれ

ども、それであったとしても、その辺の県がやっ

た事業、それから市がやった事業、市の部分につ

いてはわかるわけだけれども、それを含めてもう

ちょっとその辺をわかりやすく提示してほしいな

と。部長、その辺はもちろん当たれば出てくるか

もしれません、予算書なりね。だけど、こうやっ

て表で出した以上は、わかりやすく出してほしい

なというふうに思いますけれども、部長、どうで

しょうか、その点。 

○都市整備部長 

 透明性の確保ということで、鉄道事業者にはこ

れまでも、私ども、再三にわたりましてそういっ

た趣旨を説明した中で開示を求めているわけです

が、やはり今課長が答弁したとおり、なかなか国

レベルというか、これまでの長い歴史というのが

鉄道事業者の慣例的な部分もございまして、国レ

ベルの働きかけがないと非常に難しいというのが

現状でございまして、かといって私どもとしても

それを受け入れるという姿勢はございませんので、

引き続きお願いをしてまいりたいというふうに思

っています。 

 県の部分につきましては、一度県としてどうい

う細別で開示ができるのか話をさせていただきた

いと思いますので、これまでも県の施工部分につ

いては説明もさせていただいているわけですが、

さらに細別ということであれば、一度県とお話を

させていただいた中で予算ベースといいますか、

当初の時点での県の内訳というところを開示をお

願いしていきたいというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 それで、これを名鉄が開示が難しいということ

を言うわけですけれども、例えば全体事業費の中

のそれぞれの積算、あれが予算だというふうに見

てよろしいんでしょうか。 

 前、細かくそれぞれ甲乙の資料は出していただ

きました。ただ、これで総額としてはわかるんだ

けど、年度ごとのそういう金額はわからんわけで

すよ。ですから、こういう資料をいただいてもこ

れと突き合わせてどうだという比較が本当にでき

なくて、実際問題、これがどうなっているのかな

というところが大変だなと。総額については、そ

れは今出してもらっているんですよね。工種ごと

が出せないというだけですよね。どうです、一遍。 

○都市整備部長 

 鉄道事業者にやっていただく分、県から委託す

る、それから鉄道事業者がみずからの負担金をも

ってやる部分というのは、これまでも、例えば今

年度ですと、予算の概要の中で内訳的なところを

お示ししているわけですが、ただ、この数字はあ

る意味予算ということなんですが、くくった数字

でございますので、細別の細かい工種ごとの内訳

は出ておりませんので、ここを同じように工種ご

とに出すべきだという御指摘だと思うんですが、

先ほど言いましたように、ここの部分、鉄道事業

者については現時点では理解が得られていないと

いうところでございます。 

 ですから、総体の数字としては年度当初の予算
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の概要の中でお示ししている鉄道事業者が施工す

る部分、県が施工する部分、市が県から委託を受

けてやる部分という大きな区分けは予算ベースで

お出しをしていますが、ここまでが今のところの

開示できる内容でございまして、これから先につ

いてはさらに努力をさせていただきたいと思いま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、当初で出している予算ベース、こ

れは余りどういう積み上げでこうなっているかと

いうことは余りよくわからないわけだけど、しか

し、この実績と比較をすれば、大体その差額が、

工種ごとはわからないにしても、おおよそのとこ

ろはそういうことだということで理解してよろし

いでしょうか。 

○都市開発課長 

 ある程度、その予算ベースがわかれば変更協定

書でもって金額が出てまいりますので、その比較

が入札差益ということだと。 

 変更もございますので、単純な比較はできない

かもしれません、申しわけございません。工種が

変わっていなければ入札差益ですけれども、工種

が変更、追加されたり減尐したりしておれば単純

な比較はできないというところでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、工種が変更されたり、そういうこ

とになると、結局のところ新たな事業が追加され

たりということになると単純な比較はできないと

いうことですけど、それで、国レベルでそういう

ことが議論されているということですけど、国は

どんな議論をされて、前も国土交通省の会計検査

院ですか、そういう議論があったということは高

橋議員も紹介されまして、そういう議論だろうと

いうふうに思うんですけど、その後、そうした議

論はどのようになっておるんでしょうか。 

 これがいつまでもずっと引っ張ったままで開示

をされないと、これでは本当に困った話だなとい

うふうに思うんです。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。国レベルの調整会議、

どんな状況かというのは把握しておりません。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、もう一つ、ここの建築工事というのが

ありますよね。７億4,000万円。これは駅舎等、

仮線の一部ですか、南口をつくってから跨線橋も

つくっていかないかんということで、南口をつく

り仮線をつくらにゃいかんでということで、名鉄

の７億4,000万円余の建築工事について、平成22

年度も駅舎ということがありました。そして平成

23年度も継続ということの２億3,000万円余あり

ますけれども、駅舎ということがありますけれど

も、この中身について御説明ください。 

○都市開発課長 

 まず、目に見えてわかりますのが跨線橋ができ

たということでございます。これは建築工事の中

に入っておりまして、それに附属する階段ですと

か、エレベーターも入っていたと思いますが、そ

ういったものが建築工事に係ります。 

 もう一つが、跨線橋下に待合室をつくりました

ので、そういったものも含まれております。 

○佐藤委員 

 これについては、跨線橋、待合室、それからエ

レベーターもこれは含まれているわけですよね。 

 ここの中で、例えば全体としては名鉄負担が７

億円幾らということがありますよね。そして都市

側の受託事業が７億円余ですかね、それから名鉄

の単独が３億8,000万円余ありますよね。 

 私、先ほどのお話じゃないけれども、受託事業

で仮駅舎というふうになっていますでしょう。名

鉄の受託事業で仮駅舎、そして名鉄の単独費でも

仮駅舎というふうになっているんだわね。全体と

してこの辺のもうちょっと明細がわかるといいな

と思うんですけど、受託事業として金額としては

７億5,000万円余、それから名鉄負担で３億8,000

万円余と、ここの中には今言った階段だとかエレ

ベーターだとか跨線橋が含まれているんだけれど

も、そうするともうちょっと姿が見えてくるのか

なという気がするんですけれども、どうでしょう

か。 
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○都市開発課長 

 今年度、鉄道側が行った工事、これが今目に見

えているもの、残っているものでございますけれ

ども、これが都市側が鉄道側に負担する部分が７

億7,500万円、それと鉄道側が負担した部分が３

億8,800万円、合わせた11億6,300万円があの跨線

橋、あるいは軌道のつけかえですとか、そういっ

た工事を行った金額でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、11億円ですので、知立市が４分の

１ですよね。４分の１、２億5,000万円、それか

ら11億円ですのでもうちょっと、２億5,000万円

から３億円ぐらいかな、出しているわけですので、

やっぱりこれはさっきの話じゃないですけど、早

急に国にも働きかけていただいて、わかるように

してほしいなというふうに思いますので、もう一

遍だけこの点、答弁ください。 

○都市開発課長 

 要求されることはごもっともだと思います。微

力ながら努力をしてまいりたいと思います。 

○佐藤委員 

 それで、こういう形で、入札の内容、その他を

含めて開示しないわけですので、高橋議員が本会

議でこの莫大な費用を投入する公共事業において、

市業者への発注はできないのかということも新た

に提起されたわけですよね。この景気の御時世に

ということですけれども、それについては本会議

でも答弁はありましたけど、もう一度、その辺、

見解を示していただきたいなというふうに思いま

す。 

○都市開発課長 

 世間の状況はどうかというところで、東海市し

か確認はしていませんけれども、状況を聞いてみ

ました。 

 ところが、やはり大きな会社で元請をする能力

のあるところは、実際、東海市の業者が受けてお

りますが、そのほかの零細な土木業者はどうも参

入していないようです。ですけれども、確かに地

場産業育成、地域貢献ということもございますの

で、何らかで鉄道側に働きかけて、そういった業

者も使うようにお願いはしていきたいと考えてお

ります。 

○佐藤委員 

 東海市は元請ということで参入をされたと、そ

れは元請というぐらいだから、それなりの規模の

総合建設業ということだろうというふうには思い

ますけれども、今そういう働きかけをしたいとい

うことですけど、何も１次や２次ということじゃ

なくても構わないわけですので、そうした仕事が

確保できるならば、東海市では元請という形での

参入があったわけだけど、それ以外、本当にでき

ないのか。その辺は早急に話をしていただいて、

取り組みをしてほしいなと思いますけど、部長、

どうですかね、ここは。 

○都市整備部長 

 鉄道工事でございますので、ある意味特殊性の

ある工事でございます。そういう中で、市内業者

の中で名鉄の直で受けれるだけの能力というのは、

なかなか難しいなということで、しかしながら御

提案のほうに地元の業者の配慮という部分も必要

だなということを思っておりますので、今後、東

海市の事例もよく研究させていただき、また、こ

れは名鉄に申し上げるべきことなのかどうかわか

りませんが、結局は、土木の本体工事、高架の構

造物は名鉄のこれまでの発注形態を見てみますと

大手ゼネコンに発注をされているというような状

況でございますので、そういう形態であれば、何

らかの参入方法があるんじゃないのかなというこ

ともございますので、今後そういった部分、よく

研究をさせていただいて、できるだけ地元業者の

利便を図れるような、そういった配慮も必要かな

と考えております。 

○佐藤委員 

 それで、もう一点。本会議でもありましたし、

もう一度だけ確認したいなというふうに思います

けど、三河知立駅をあの場所にするのか、それと

も北部地域に持っていくのか。これは、ことし、

今年度がコスト削減はどうなるかということも含

めてそうですけれども、今年度が一つの期限だと

いうようなことを駅周で言われましたよね。今年
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度、持っていくなら持っていく、持っていくとい

うことを前提にすれば、今年度結論を出さないか

んということですけど、その後、本会議答弁もあ

りましたけれども、線増ということで名鉄負担が

重くなるということで、なかなかそこの話がまと

まらないようですけど、その辺はどうでしょうか。 

○都市開発課長 

 今委員の御紹介のありましたとおり、なかなか

まだ進んでおりません。現状はまだ進展はござい

ません。 

 やはり、期限が本当に来ております。先ほど、

三河線の環状線の用地買収の話も出てきたとおり、

三河線の移設が遅くなればなるほど、用地交渉期

間が短くなってまいりますので、大変、私ども、

心配をしておりますが、何分、難しい問題、全国

的にないような営業駅を事業の中で移設するとい

うようなことですので、事例もないことから、な

かなか方針が決まっておりません。ですけど、本

当に期限が来ておりますので、早急に結論を出す

ように努力したいと思います。 

○佐藤委員 

 期限が来ていますということですけれども、今

年度中ということですかね。そこはどうでしょう

か。 

○都市開発課長 

 今年度末の議会には御報告ができればと考えて

おります。 

○佐藤委員 

 そうすると、まだ結論が出ていないので何とも

言えませんけれども、現状、やるということにな

れば、当然複線化という点では、北のほうに移せ

ばその間、複線にするわけでしょう。そうすると、

名鉄は別に、豊田の花園地域はやりましたけれど

も、三河線について全線複線化しなくても構わな

いよと、こういう認識で線増部分の負担について

はできないと、難色を示していると、こういう受

けとめ方でよろしいでしょうか。 

○都市開発課長 

 豊田型の複線化とは違いまして、名鉄のおっし

ゃっているのは、駅を移設した際に、現在知立駅

で処理をしております回送車両を新駅まで持って

いかなきゃいけない。それが単線ではダイヤの編

成上１本の線路ではその行き来ができないという

ことから、それを可能にするために複線が欲しい

ということで、今ある機能を新駅に移っても可能

にさせる、その機能補償だということを主張され

ています。 

○佐藤委員 

 そうすると、別に複線化云々じゃなくて、移し

た場合の機能補償で、それは線増部分じゃないか

ら都市側で持ってくださいと、こういう話をして

いるということですよね。 

○都市開発課長 

 都市側ですべて持つということではございませ

んが、その辺の割合について協議をしていると。 

○佐藤委員 

 それはなかなかどちらがいい方策かということ

はわかりませんけれども、尐なくともどんどん名

鉄が花園区間からこの間も含めて２車線にしよう

と、そういう積極的な姿勢の見える話ではないと、

こういう理解でいいですかね。 

○都市開発課長 

 移設問題が発生したときには、鉄道側は、豊田

方の高架工事もございまして、複線化にはかなり

意欲を持って対応してみえましたけれども、最近

はどうもトーンが下がってきているような感じを

受けます。それはなぜかと申しますと、一定の区

間、一定の駅で複線化が可能になれば、その中で

複線と同じようなダイヤ編成ができるということ

が可能だということで、そういうことですので、

あえて複線化しなくても同等の機能が確保できる

ということから来ていると思われます。 

○佐藤委員 

 そうすると、もちろん駅を移すという前提はコ

スト削減ということが一番。その後、北部地域の

ことということはつけ足されましたけど、コスト

削減との比較の中で新たに移した場合、増になる

と。現在の位置に駅を置いたときとそう大差がな

いということになれば、結果、北のほうに持って

いくということは知立市としては断念。若干の減
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はあるけど、そう大幅な減じゃないということに

なれば、断念と。知立市はこんな態度をとるんで

しょうか。 

○都市開発課長 

 やはり移設問題が発生したのはコスト削減とい

うことでございますので、それが不可能となれば、

やはりもともとの計画に戻らざるを得ないと考え

ております。 

○佐藤委員 

 それで、今の見通しで、名鉄が回送車を回すた

めに１本の単線ではいかんので複線にしてほしい

ということで、機能回復だということを言われて、

それで機能回復はいいんだけれども、知立市とし

ては、この間の議論で線増だから鉄道も応分の負

担をいてくださいと。そこで折り合いがつかない

ということになると、コスト削減は基本的にでき

ないんじゃないかなという気がするんですけど、

その辺の見通しというか、例えば名鉄が持ってく

れば場合とそうじゃない場合、折半にした場合と

か、それぞれ歩み寄って負担割合、そしてさらに

全部知立市が持たないかんと、いろいろパターン

があろうかと思うんだけれども、そういう辺はき

ちっと試算をされて、見通しをお持ちかと思うん

ですけど、今現在はそうした中でどんな感触を持

っておられるのか、そこだけ聞かせてください。 

○都市開発課長 

 金額を申し上げるのは、やはり差し控えさせて

いただきたいと思います。 

 申しわけございません。ちょっと金額について

はこの場では発表を控えさせていただきます。 

○佐藤委員 

 多分、名鉄が知立市が思うように持ってくれれ

ば若干の減になるのかなと。そうじゃなければ減

にならないのかなと。こういう金額を示さないけ

れども、そういう内容かなというふうに思うんで

すね。 

 どちらがいいかということはともかくとして、

そういう状況だということがより詳しくわかりま

したけれども、それで、もう一つ、だめだとなる

と、北側仮線ができないと、そうすると南側仮線

ということになるんですけど、その辺で私、前か

ら南側仮線になったときは仮線をつくらないで上

げることが可能じゃないかということも提案を。

道路というか、今の軌道敷を含めた全体を見ると、

若干の部分は当たるところがあったにしても、仮

線をつくらなくて高架ができれば、手法はともか

くとして、可能じゃないかということも提案とい

うか、そういう考え方もあるんじゃないかという

ことを言ってきたんですけど、そうしたことの検

討、前のときは、三河線の碧南方についてどうだ

といったときにお示しいただいたんですけど、南

側、北側についてはどうですか。 

○都市開発課長 

 前々からお聞きしておりまして、可能性はある

のかなというふうに判断をしておりますが、試算

はまだしておりません。何分、まだ駅移設がどう

なるかもわかりませんので、まだそこまで手が届

いておりません。 

○佐藤委員 

 というのは、検討してもらって、それがだめだ

ということであれば、いたし方ないわけですけど、

例えば駅をトータルで見て、駅を持っていったと。

それで、北側仮線にして上げると、仮線は仮線と

つくって上げると、そして高架にすると。ところ

が、駅を移さないで、仮線をつくらないで、高脚

をつくるとなったときのトータルで費用がどうか

ということが一番問題で、そうなったときに、移

さなくてもかえって減るんじゃないかと、移転の

工事やそういうことは、一覧表やいろいろ見ると、

移転の工事だとか、専門、特殊的な分野が非常に

お金が高いんだわね。仮線を引くというだけでは

なくて、移転の工事やそういうことが高いわけだ

から、それは一遍だめもとで、そんな提案もあっ

て、一遍試算してみようかというようなこともぜ

ひやっていただきたいなというふうに思うんです。

はなから検討する余地がなければ、それは仕方な

いですけれども、検討する余地があるならば、ぜ

ひそれを検討してほしいなというふうに思います。

どうでしょうか。 

○都市開発課長 
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 おっしゃるように、仮線を敷かなくて済むとい

うことから、仮線に係る費用が浮いてくることは

確実だと思います。ただ、問題は、別線案の線形

をどう入れるかという話でございまして、鉄道の

線形を入れるのは、私、そういった能力は持って

おりません。ですから、外注しないとできません。

ですから、本当に大ざっぱなものでよければです

けれども、これもいいかげんになってしまいます

ので、もう尐し検討させていただきたいと思いま

す。 

○中島委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後５時01分 

――――――――――――― 

再開 午後５時09分 

○中島委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 尐し遅くなりましたが、知立環状線の先ほどの

10億円という費用の内訳をお話しさせていただき

たいと思います。 

 大ざっぱではございますが、用地買収費として

３億円、物件補償費として７億円、これで合わせ

て10億円なんですが、道路築造も入ってこようか

と思いますが、およそここでいうと5,000万円ほ

どになるという形になりますので、御報告をさせ

ていただきます。 

○佐藤委員 

 わかりました、10億円の内訳がね。 

 次に、もう尐し聞かせてもらいたいんですけど、

先ほど上重原の北部区画整理事業で議論がありま

したけれども、平成22年度は企業誘致活動業務と

いうことでアンケートを実施されました。これは

緊急雇用ですけど。 

 先ほど、いろいろ言われましたけれども、この

アンケート結果を持って企業の訪問をしているん

ですかね。このアンケートを見ますと、先ほどの

お話にもありましたけれども、いろいろあるんで

すけど、愛知県内の企業と三河地域の企業で、

152社中、15％に当たる23社が今後とも情報提供

を望むというような形で、そして西三河地域につ

いては、40社のうち15社が情報提供を望みますと

いうことでこのアンケート調査の結果をもらいま

したけれども、そこにはそういうふうに載ってい

ますけど、ここに対して先ほどのお話で市外23社

と市40社と言いましたかね。そういうところを訪

問活動しながらやっているんですか。ここのアン

ケートの関係でちょっとわからないので。 

○まちづくり課長 

 市外の企業23社へは、先ほども言いましたとお

り、委員のおっしゃるとおり、情報提供を求むと

いうことで市外の企業23社、それから知立市内に

つきましては、これは回答をいただきました41社

がありますので、その41社に対しましてアポをと

りまして訪問させていただきました。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、アポをとって訪問をしたということで

すけど、これは市外、市内ともすべての会社に対

してアポがとれて、お話をしたということでしょ

うか。 

 そのお話の内容、企業誘致の意思がありますか

というようなことのアンケートですので、そのア

ンケートの結果を持ちながらなのか何かわかりま

せんけれども、どんなお話をされて、どんな感触

だったでしょうか。 

○まちづくり課長 

 実際は、手分けして行っておりますので、集計

のほうは企画政策課の企業誘致プロジェクト委員

会のほうでやっておりますので、その辺は私のほ

うではつかんでおりません。 

 それと、企業訪問時に大体行かせていただいて、

要はアポをとって来てくださっていいですよとい

うふうで予約をとって行くわけなんですけれども、

基本的にはこの報告書を持って、それでその報告

書の説明をしがてら、それから企業から見た知立

市というのはどういうふうにとらえてみえるんで

しょうか、また、上重原北部についてはどう思わ

れるのかとか、それとか、これも先ほど答弁させ

ていただきましたけれども、アンケートが東北大
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震災の前に回答をいただいたやつですので、要は

最終的には企業の今の現在の経済状況ですとか、

そのほかの全体的な経済状況でもし教えていただ

けることがあるなら教えていただきたいというこ

とで訪問させていただきました。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、プロジェクトチームということで、

訪問したということや、そういうことについてあ

るけど、その内容自体については余りわからない、

特徴的なことは何も。聞いてはおると思うんです

けど、特徴的なことや感触は、震災前のアンケー

トで、訪問は震災後だと思うんですけど、どうで

しょうか。 

○まちづくり課長 

 私が行ったのは、もうほんの一部でございまし

て、刈谷市内ですとか、知立市内の企業も行きま

したけれども、やはり企業によってはちょっと考

え方も違いますし、誘致についても震災後ですと

なかなか難しいというところもあるんですけれど

も、それとはまた別に企業として長いスパンの中

で考えてみえるところもあるみたいでして、全体

的じゃないものですから、そこら辺、私の行った

ところだけですとそういう話で、いろいろと企業

ごとに違いますので、また、今まとめております

ので、それを待ってはおるんですけれども。 

○佐藤委員 

 そんな形で震災が起きて、震災もありますけれ

ども、円高もあって海外へというような流れも尐

し、すべての企業じゃないにしても、加速をする

と。企業によっては円高のもとで苦しい状況だと

いうことになると、現時点ではなかなか大きい起

業であっても大変なわけで、まして市内の企業と

なると、そう単純に進出というような形にはなら

ないのかなと、そんなことを思いますけど。 

 それで、お聞きしたいのは、計画期間が平成27

年までということが言われていましたよね、最初

は。しかし、これが平成22年、この決裁ですけれ

ども、平成22年からは、平成29年までに計画期間

が延伸をされましたけれども、これはどういう理

由ですか。 

○まちづくり課長 

 私どもとしましては、やはりこういった区画整

理事業というものを事業として進めていきたいと

いうことで、今やったら大体これぐらいまでかか

るというふうで年数を延ばしたというふうに考え

ていただければ結構です。 

○佐藤委員 

 今やったら平成29年までかかると。この平成29

年というのは、今から見れば６年ちょっと先にな

りますけれども、これは平成29年度中にこういう

誘致する企業が来て、そして区画整理がもちろん

市街化区域に編入できないから、県のほうは工業

区域ならということで、たしかマスタープランに

うたわれたはずですよね、これは。その手続もや

られて、その後区画整理というような形になるん

だろうと思うんですけれども、これは平成29年度

まで区画整理が成立という計画なんですか、これ

は。どういうことなんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 今、最短で組合を設立したとしても、やはりで

きるのは大体平成25年ぐらい。それで、仮換地指

定ですとか、一部工事だとか、主要収益をやって

いって、大体渡せるのが平成29年ぐらいではない

かというふうには考えているんですけれども。 

○佐藤委員 

 そうすると、組合設立ということで、今年度が

平成23年ですので、平成25年中ということだと、

２年半くらいの中で組合設立ということが可能で

あれば、平成29度度までに区画整理が成就すると、

こういうことですね。 

○まちづくり課長 

 委員の御指摘のとおりでございます。ですので、

これはあくまでも地権者の皆様方に御理解と御協

力をいただいた場合の最短の考え方だというふう

で御理解いただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 それで、現在こういう経済情勢がありまして、

先ほどの話では、このアンケート結果を持って御

説明、地権者の皆さんに結果報告をしたいという
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ようなことも言われましたけれども、今現在の地

権者の皆さんの御意向というのを、平成21年度も

地権者意向調査というのをやっていますけれども、

平成22年度もそういうことはやられたんですか。

多分、予算にないから、ないというふうに思いま

すけど。 

○まちづくり課長 

 委員のおっしゃるとおりでございます。平成22

年度はほとんど動いておりません。 

○佐藤委員 

 そうすると、これについては意向調査はしてい

ないというものの、いろんなところからそういう

話が漏れ伝わって市のほうに届いているかと思う

んですけれども、調査していないというものの、

地権者の皆さんの現在のお気持ちというのはどん

なところにあるんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 現在、上重原北部の地権者の方からというのは、

もうほとんどございません。というのは私どもの

ほうは、平成21年の８月にこの前ありました個人

面接における意向調査をもとにして今現在も考え

ております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 この結果をもって報告をしたいということです

けれども、どんな形で報告をされるのか。平成21

年段階で、平成21年というと９月、10月ですか、

金融危機があった年ですかね。そして、今回、大

震災もあり、円高もありという形でありますけれ

ども、この事業を進めるに当たっては、何だかん

だ言っても、地権者の意向そのものがかかわる問

題だと思うんですよ。毎年やればいいということ

じゃないですけれども、この間の大震災、円高を

含めて環境が激変している中で、平成21年調査を

もとにして、もっと言えば、もっと先の調査、意

向をもとにして事を進めていくということではい

けないので、そうした点で今回は結果報告をした

いということですけれども、どんな形でやられる

のでしょうかね、これは。意向を聞きながらそう

いう報告をやられるのでしょうか。個々でやられ

るのか、何か集まってもらってやるんですか、そ

の辺はどうでしょう。 

○まちづくり課長 

 まだ具体的には決めてはおりませんけれども、

基本的にはやっぱり皆さんにある程度集まってい

ただいて、その中でこういうふうというふうで結

果を説明していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 この結果を見ると、情報提供をいただきたいと

いう企業がそれなりというか、23社とか市内に幾

つとかあるものの、なかなか地権者から見ると、

どんどんその橋を渡っていける状況には、プロジ

ェクトチームがこれをまとめるということもあり

ますけど、渡っていける状況にはないのではない

かなというふうに思いますけれども、この点、ど

うでしょうか。先ほど、最短で平成25年組合設立

とすれば、平成29年度中にこれが成就するという

認識だけれども、本当にそうかなということです

けど、その辺ではやっぱり地権者の意向をその

時々に正確に把握することなしにこれをどんどん

進めることはできないのかなというふうに思いま

すけど、その辺どうでしょうか。 

○まちづくり課長 

 やはりおっしゃるとおり上重原北部につきまし

ては、一度こうやって事業の中止という要望が出

ましたものですから、ただ、どういうふうにそう

いった地権者の意向を確認していくかという問題

はありますけれども、ただ、やはりその意向を聞

きながら私どもとしては進めていきたいと考えて

おります。 

○佐藤委員 

 それで、意向を聞きながら進めていきたいとい

うことですけれども、今の環境がこういう形とい

うことですよね。 

 それで、これが平成25年で成就しなかったら、

平成25年で組合設立ができないということになる

と、さらにこれは年度を延ばして、組合設立を先

に延ばして、成就する期間も６年が必要だという
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ことで、そういう形でずっとずっとスライドさせ

ていくということですか。これはどういうふうで

しょう。 

○まちづくり課長 

 私どもとしましては、この上重原北部につきま

しては、確かに事業中止の要望はあったんですけ

ど、私どもとしては延期というふうにとらえてお

ります。これは何回も答弁をさせていただきまし

たけれども、平成21年８月に事業中止の要望とい

うのがありまして、要は意向調査、これは個人面

接でやったんですけれども、地権者128人中43名

の方、33.6％の方が事業中止、現状の土地利用を

継続するというふうでした。ほかの方は、このま

ま事業を継続するという方が70人で54.7％、経済

状況等によりしばらく様子を見るが15人で11.7％

と、合わせて85人で66.4％おみえになりました。

こういった方々のお声というのを、私どもはある

程度重くはとらえておりますので、私どもとしま

しては、確かにあの事業中止という要望書はあり

ましたけれども、私のほうとしては、事業として

はある程度進めることができないかというふうに

は思っております。 

○佐藤委員 

 それで、そのときの調査がそういうふうだった

ということはわかりますけれども、先ほど申した

ように、状況が変わってくる中で地権者の正確な

意向をつかみながら事を進めていかないかんと。 

 これは糸を切らないような形でいろいろ苦労し

ながらやられているとは思うんだけれども、なか

なかそれが成就できないような状況が長く続いた

場合、どちらともつかない状況をずっと引っ張る

のはどうなのかなという、そんな気持ちもいたし

ます。 

 そういう点では、この結果を報告しながら、ま

た、意向調査も、これはぜひやられたらどうでし

ょうか。皆さんがこの事業を平成23年度でエリア

マネジメント支援事業補助金ということで100万

円つけて地域組織への補助金だとして引っ張るは

引っ張るんだけれども、やっぱりその時々の地権

者の意向を正確に把握するということなしにそう

した補助金をつけながら、一方で何とかというこ

とがあっても、これ、なかなか成就が難しいなと

いうのが率直な感想ですけれども、この間、自主

財源の確保というようなことが言われてきており

ますけれども、ただ、この地域に平成21年度に設

計業務委託料ということがあって、その図面も議

会に出してもらいましたよね。多くのところが区

画整理をやられて、借地でやるということですよ

ね。借地ということでやられるということになる

と、来てもらえばいいけれども、それが永遠にお

るわけじゃないわけですので、出ていけば高くな

った分だけの固定資産税は地権者が持たないかん

と。この不安定なときにそれが本当にどうなのか

ということもいろいろあるわけで、その辺ではそ

ういうこともあるので、意向調査をやったらどう

ですか。お金をかけてやらなくても結構じゃない

ですか、これは。 

○まちづくり課長 

 そういったことも視野に入れながら、今後考え

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 平成21年段階で48名の方が現行の使用形態と、

70人ばかりが継続、様子を見ながらという方も合

わせて84人で、そうした方たちの意向も無視でき

ない。確かにそのとおりだというふうに私も思い

ますけれども、成就できる環境とそういうことが

ない中でずるずる引っ張るということはどうかと

いうことも含めて、ぜひ意向調査をしてほしいと

思いますけど。 

 部長、こういう形で事業を引っ張ってはおるも

のの、部長自身として、市としては自主財源、固

定資産税なり、建物ができればそうだし、機械が

入れば償却資産という形で見込まれるというよう

なことがあるにしても、なかなか厳しいのが実態

だなというふうに私は思いますけど、部長はどう

ですか。 

○都市整備部長 

 やはり工業系の用途、知立市には尐ないという

ことで、将来を考えてバランスよく土地利用をし
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ていくという中では、単にいわゆる税収が上がる

というだけでなくて、将来の雇用だとか、また、

地域への経済性、経済効果と、そういったもの、

いろいろ含めて考えますと、やはり工業系の土地

利用も必要だなというふうに考えているわけです

けど、そういう中で、上重原北部につきましては

地権者の意向、区画整理を前提として市街化編入

をしていくということですので、これは地権者の

方が理解を得ていただかなければ進められないと

いうことは十分承知をしている話でございますの

で、佐藤委員がおっしゃるとおり、意向を十分踏

まえた中で進めていくべきだということは頭に入

っております。 

 今回、こういう形で今企業を回って、さらに意

向の調査等をしているわけですけれども、やはり

地権者の方が一番不安に思ってみえるのは、将来

の土地利用に対する不安、本当に企業が借りてく

れるのか、買ってくれるのだろうかとか、そうい

う土地利用が転換できるかどうかということがや

っぱり一番大きな不安。中には当然営農を希望し

たいと、今の自然環境を守りたいという方ももち

ろんおみえになりますが、ほとんどの方が将来の

土地利用に対する不安を持ってみえるということ

で、ただ、これ、幾ら企業回りをしておっても、

はい、進出しますという企業は絶対にあらわれて

こないというのは、それを前提にして事業を進め

ましょうかということは絶対あり得ない。やはり

事業を進める中でタイミングよくそういった企業

誘致をしていくしかないというのが、これまで区

画整理を前提とした事業の中ではそういうことが

行われていたと。 

 いわゆる公共で用地を取得して、それを保有し

て企業誘致をするというやる方とはやっぱり違い

ますので、事業を進めていく中で探していくしか

ないということですので、それにはやはり単に企

業誘致だけでなく、行政側の地権者に対する不安

の解消というか、いわゆる地権者の方は借りても

らえんかったら、買ってもらえんかったら、市街

化編入をしてもずっと税金を払っていくだけだと。

今の調整区域で農地として保全をしていくなら、

そういった負担は耐えられるけれども、市街化編

入して税だけ納めていくという、そういった不安

は耐えられないとか、そういう意向もお聞きして

いる中で行政としてどういった形の対応ができる

のか、また、企業に対してもどういった優遇処置

がとれて企業誘致ができるのかということもやは

り内部でこれは検討していくべきだなということ

で、そういった意味でプロジェクト委員会の中で

企業のそういった意向把握と行政としての支援を

どうしていくかということも検討していただくと

いうことで、それを今回、今、まさしく進めてい

ただいていますので、そういったまとまりをもっ

て地権者の方にお話をしていきたい。そういう中

で、佐藤委員が言われるように、意向の把握をし

た中で次の方向性を決めていくということになる

かと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、経済が好転をし、なおかつ今企業

回りでは絶対に来ないということですので、区画

整理、経済が好転する、そんな中でこういう区画

整理の内容、それから優遇措置を設ける中で企業

が手を挙げるかもしれんということですよね。だ

からといって、来るということを長いスパンの中

で区画整理をやるわけですので、そのときに表明

をされても長いスパンの中でどうなるかわからん

わけだから、必ず企業が来るなんてことは保障さ

れないですよね、それを提示したとしても。 

 それを前提にして区画整理は進めたけれども、

来なかったというようなところがあるかもしれま

せん、これは、実態として。 

 例えば、中部国際空港ができて、常滑に県の企

業局が大規模なのをつくりましたよね。だけどさ

っぱり来ないと。大阪の関空のところでも、泉佐

野ですか、あそこも立派なものをつくったけれど

も、やっぱり来ないと。こういうさまざまな優遇

措置をつけても来ないという例があるわけですよ

ね。そうして見ると、そう単純な話ではなくて、

本当に慎重を期さないと。 

 何よりも地権者を本当に守れるということがな

ければ、進めちゃいかん事業だわね。地権者が損
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するようなことになっては、進めちゃいかん事業

なんだ、これは。だから、その辺の見きわめは極

めて難しい事業、また、経済情勢に差しかかって

いるんじゃないかと、こんなふうに私は思います。 

 それで、今部長がそうやって答えられました。

確かにバランスのよいまちづくり、税収だけじゃ

ないということは言われましたけれども、市長、

現局面でこの問題について市長としてどのような

御見解をお持ちか、そこだけ明らかにしてくださ

い。 

○林市長 

 上重原の恩田地区でありますけれども、都市マ

スで工業地域、誘致地域ということで位置づけて、

その方向で地権者の意向調査をさせていただき、

また、企業の誘致の可能性について調査等をさせ

ていただいたわけであります。 

 地権者の方々は、やはりリーマンショック以降、

非常に不安で、一定の盛り上がりがなくなってき

ている。今回、企業側にアンケートをとって、こ

れが起爆剤になるのかなという一つの思いがあっ

て企業アンケートをとったわけなんですけれども、

なかなか企業もどんどんと来るというような状況

じゃないわけでして、100件以上の地権者がいる

わけでありまして、そうした方々がまずは納得し

ていただくということが大事な事業でありまして、

そのためには大きなばくちを打つというのが行政

ではできないわけでありまして、そこら辺をしっ

かりとどういった形でやれば果たして土地の有効

活用ができるのか、知立市のまちづくりにとって

も、また、再三問題になっております税収確保の

視点においても、どうすればあそこがうまくいく

かというのは、今内部のプロジェクトをつくって

検討しているわけであります。 

 そのあたり、しっかり慎重に審議をしていきな

がら、また、一定の方向が出せれば、また議会の

ほうにもお示しさせていただき、また御指導賜れ

ばというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 工業系ということで、一般の区画整理をやれば

知立は地の利がいいわけですので、新たな住宅建

設がそこで始まり、人口もふえると、固定資産税

も上がってくるということですけど、ちょっとこ

この上重原はそういう区画整理とは本質的に性格

が違うということが大切なところで、思いは思い

としながらも冷静な判断が求められる事業だとい

うことです。 

 ですから、いつまでも延伸しながら引っ張るこ

とがいいかどうかについても、これは、今時点で

は答弁にあったようなお立場かもしれませんけれ

ども、そうしたことも必要ではないかと私は思う

んですけれども、決めた方針は何が何でも貫かな

いかんというものでもないわけですので、もちろ

んそれは地権者の意向をベースにしながら、これ

はということがあれば、決断するときもあろうか

というふうに思うんです。 

 ぜひ、その辺も、一般の区画整理ということに

なれば、知立は地の利がいいですので住宅も建ち

ますけど、ここは違いますので、その辺だけはし

っかりしておいてほしいなと。 

 ですから、ここで平成23年度、エリアマネジメ

ントの支援事業ということがやられましたけど、

平成23年度決算のことですけれども、これはどん

なことを支援するんですか。 

○まちづくり課長 

 申しわけございません。先ほどから、これ、上

重原北部ではなくて上重原特定のほうでして、区

画整理事業のほうが終わっております。これ、エ

リアマネジメントといいますのは、地域住民や事

業者などが道路や公園、調整池、川などの清掃活

動や地域の安心、安全活動というのを。 

○佐藤委員 

 私が勘違いして申しわけありません。わかりま

した。 

 そんな形でこの事業についてはよくよく深く検

討してほしいなというふうに思います。 

 それで、次に、102ページの知立駅北地区、西

新地地区の再開発事業の推進計画を策定しました

と、こういうことでありますけど、この事業につ

いても御説明をお願いしたいなと。 

○都市開発課長 
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 駅北の再開発推進計画ということでございます

が、この中には駅北地区と西新地地区も含めて委

託をしたものでございます。 

 まず、駅北地区につきましては、平成21年度に

基本計画を作成しておりますので、今回、この推

進計画はそれをもとに作成したものでございまし

て、その内容は、今まだ準備組合ですけれども、

これが本組合になったときには、組合の定款をつ

くる必要があるということから、その案を作成し

たものでございます。 

 また、平成25年に都市計画決定を予定しており

ますが、それに向けて事業計画の案ですとか、権

利返還の計画の案、それからビルができた暁には

採算性があるのかどうか、その検討をしたもので

ございます。 

 また、区画整理内でございますので、区画整理

の移転計画を見据えたスケジュールの検討ですと

か、将来の施設の管理の運営の仕方、これらを検

討したものでございます。 

 以上が駅北地区でございまして、次に西新地地

区です。 

 この地区は、まだ駅北地区とはレベルが違って

おりますので、昨年度作成しました事業計画の案

の見直しですとか、権利者の調整、また、一番大

きな内容としましては、市営駐車場を取り込んで

計画をしておりますので、その採算性から見た取

り扱いについて調整をしたものでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 この駅北の再開発というのは、前からこれはず

っと言われてきましたけれども、区画整理が今進

捗を尐しずつしているわけですけれども、これに

ついて先ほどだと、平成24年度に都計決定とか、

いろいろ言われたんですけれども、細かいことは

ともかくとして、今後の見通しについて、これは

もともと区画整理と一体で整備していくというこ

とがありました。そんな中で取り組まれていると

いうことは承知していますけれども、この見通し

はどんな流れの中でこれが成就していくのかなと、

そんなことですけれども、どうですか。 

○都市開発課長 

 区画整理事業の移転が今どんな状況かというこ

とも関連してくるかと思います。昨年度、試算し

たところによりますと、移転のほうが約１年ほど

当初の計画からずれておりますが、再開発のほう、

平成27年には工事に着工したいという計画がござ

いますので、何とか平成26年度までには底地をさ

ら地にして、建築に着手したいということを考え

ております。 

○佐藤委員 

 そうすると、計画では再開発ビルの底地になる

ところにそれぞれ地権者がみえて、その移転がお

くれていると。特別おくれている原因について何

かあるんですか、これは。その地権者の意向など

も含めて、ありましたら教えてください。 

○都市開発課長 

 原価先買いのときには希望者を募って買収をし、

外に出ていっていただいたわけですが、平成19年

度からはいよいよ仮換地の中に移転をしていただ

くということで、当初、やはりその地域の中の

方々の中で先駆けて移転をしていただくというこ

とで、非常に不安があったと思われます。やはり、

当初、尐し時間がかかり過ぎたということがござ

います。 

 現在はどうかといいますと、新しい町並みが

徐々にできてまいりますので、それを見て、やは

り機運も高まってきておりまして、今年度につい

てはそういった強い反対をする方はいらっしゃい

ません。協力的に進んできております。 

○佐藤委員 

 区画整理の出ていかれた方もあって、基本的に

は同じ区画整理内に換地を受けて移転をすると、

こういう環境の中で計画はともかくおくれている

と。 

 そうすると、順調にいけば平成27年度に着工を

したいということで、これがいよいよ具体化する

ということで、この資料を見ていないので、平成

22年に着工したら具体的には竣工といいますか、

そういう形はどうなっていって、そういうものが

どうなっていくのかなということはどうでしょう
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か。 

○都市開発課長 

 予定では平成27年度に工事着手をし、平成29年

度には事業完了をしたいという計画でございます。 

○佐藤委員 

 ちなみに平成27年、平成29年、こういう形で平

成29年度中に完了ですかね。そうすると、２年か

ら３年のスパンの中で工事が行われると。当然の

ことながら国、県は補助金があるだろうと思うけ

ど、市の補助も出さないかんと。市の補助は幾ら

でしたかね、これは。 

○都市開発課長 

 推進計画での事業費ですが、全体事業費として

約30億円。そのうち国の補助金が５億円、県の補

助金がその半分の2.5億円、市も同額の2.5億円で

す。残る20億円については、当初は借り入れをし

ますが、これは保留床を処分して賄っていく予定

でございます。 

○佐藤委員 

 そういう形で北部地区については進めていられ

るということですけれども、今回、この委託の中

で北部については当然のことだというふうには思

いますけど、今回のこの間の流れの中で。 

 今回、西新地を、議会でもいろいろ議論もあっ

たし、また、まちづくり委員会等も含めてあった

かもしれませんけれども、今回あえて一体にこう

した形で基本計画をつくり、推進計画をつくった

と。それはどんなねらいでつくられたのかなとい

うことです。 

○都市開発課長 

 西新地地区におきましては、その地区の中でま

ちづくり研究会というものができておりまして、

その方々の熱意によりまして再開発をやっていき

たいという意向が伝えられております。 

 市のほうは、もし再開発で進むのであれば、や

はり補助金というものが必要になりますので、実

際その補助金が幾らになるのか、どういった施設

をつくるのか、そういった場合の補助金が幾らに

なるのかということをシミュレーションしたもの

でございます。 

 また、区域には市営駐車場の区域も入っており

ましたので、市営駐車場が入るということは、知

立市が西新地の再開発事業の一権利者となるわけ

でして、その権利者となることが果たして可能か

どうかという検証をしたものでございます。 

○佐藤委員 

 あの地域についてはいろいろあるわけですけれ

ども、今現在、前も聞いたかと思うんですけど、

その後こうした策定業務もやってきたわけです。

委託をしてきて、絵になってきたという状況の中

で、地権者の方が何人おられて、その意向は、当

初いろいろ反対の方もおられたわけですけれども、

そうした皆さんの意向は変化してきているのか、

こういうものができても変わらないのか、その辺

はまずどうでしょうか。 

○都市開発課長 

 実際、今年度からまちづくり課に所管が変わっ

てしまいましたので、今年度の様子は把握をして

おりませんが、聞いたところによりますと、中に

いらっしゃる一番大きな所有者の方と接触をされ

たと。今までは、何の意思表示もされなかった方

ですけれども、その方と接触をしたところ、そう

いった計画があれば進めてほしいということをお

っしゃったと聞いております。 

○佐藤委員 

 そうか、これはまちづくり課ということで、そ

の意向については、そちらじゃないとわからない

ということですかね。 

 それで、この推進計画を定めて、基本計画をつ

くり、推進計画をつくっておるわけですけれども、

これは、先ほどの補助金を出していかないかんと

いうことや市の権利者として可能かということが

ありますよね。こちらのほうの推進計画のほうに

は、補助金についても載っておりますよね。ただ、

内訳が国、県、市の割合は載っていないわけです

けれども、載っていると。さらに、一番最後のほ

うのページ、79ページを見ると、市が保留床を持

つということで、これは店舗の分で専有面積が

947平方メートルと駐車場分が１万127平方メート

ルとか、こういう一つのモデルが示されておりま
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すけれども、この点でこういう計画ができてきて、

市のほうとしては何か検討をされたのかなという

ことですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○都市開発課長 

 この床の持ち方ですけれども、現在の駐車場の

利用状況からしますと、現在と同規模のものは必

要ないと。尐し小さくしてもいいということから、

余った部分については店舗とありますけれども、

このフロアで公共施設をつくっていこうという計

画でございます。 

 市のほうの意向ですけれども、この推進計画に

よりまして駐車場に対する検討をしましたが、か

ねてから地元の方がおっしゃるには、駐車場を再

開発の区域に入れれば、そこで発生する固定資産

税で市が投資した分が数年で返ってくるんじゃな

いかと。だから、積極的に一組合員になってくれ

ということをおっしゃっていましたけれども、今

回検討した結果、約９億円を知立市がこの再開発

事業に投資しなければなりません。これが一体ど

のぐらいで返ってくるのかということを試算した

ところ、やはり数年ではとてもだめでして、竣工

後23年たたないとこの９億円は回収できないとい

うような結果になってきております。 

 また、課題としましては、もし知立市が一権利

者となった場合に、今ある市営駐車場という市の

財産を区画整理の一権利者となることで使ってし

まうことに対して市民から本当に理解が得られる

のかどうか。 

 もう一つの課題が、もし一権利者となった場合

には、今までは知立市という所有形態でしたけれ

ども、再開発区域に入ってしまいますとその区域

全体の共有部分というようになってしまいます。

そうなれば、いざ売ろうとしたときには、共有物

件を売るということで、その処分が非常に難しく

なるということ。 

 最後に、今6,600万円という収入があるわけで

すが、立地によってはその収入が見込めない可能

性もある。こういった課題が出てきたというとこ

ろでございます。 

 逆に、効果としましては、駐車場を建てかえる

際に再開発事業ということですので、国費が充当

できる。こういったところが一つの効果であると、

そういった検討を行いました。 

○佐藤委員 

 それと、もう一つ、聞きたいですけど、この中

にはこうしたビルの絵が載っているわけですよね。

ビルの絵というか、再開発ビルの絵が。駐車場だ

とか、いろいろありますけれども、北地区の再開

発については地権者の皆さんの意向を伺いながら

進めているわけで、この絵というのは委託で出し

て、推進計画のこれが最後まで一緒だとは思いま

せんけど、現時点で、こうした計画は、絵が出て

きたということで、かなり大きなビルだなと。15

階があるんですかね。15階建てですかね、これは。

そんな感じで見ると、本当に今どうなのかなとい

うふうに思いますけど、こういう絵もまちづくり

研究会の皆さんからの意向を踏まえて絵になって

いるんですかね、これは。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおり、これらをまとめる際には、

権利者の方と協議をしてまとめております。 

○佐藤委員 

 それで、これをまとめる前ですよね、平成22年

３月の基本計画をしてこれという形で出ましたけ

ど、先ほど、まちづくりのところに所管がなった

ので最新の情報はわからないということを言いま

したけど、これ、権利者が何人おられて、その時

点ではどんな意向だったか、それはどうでしょう

か。 

○中島委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後５時56分 

――――――――――――― 

再開 午後６時04分 

○中島委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市開発課長 

 大変失礼いたしました。 

 まず、西新地地区の権利者数でございます。21

名となっております。アンケート結果について御
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報告しますと、まず現状についてどうかというと

ころでございますが、一番困っているところで火

災などへの不安があるというのが一番多くありま

す。次に、建物が古くて傷んでいる。こういった

ことをこの地域の方が思っていらっしゃいます。 

 こんな状況の中で建かえや土地の有効利用、共

同化などについてはどうかという問いにつきまし

ては、そういった共同化などをやってみたい、条

件によってはやってもよいという方が約半数ほど

ございます。47％でございます。全く考えていな

い、関心もないという方も実際おりまして、34％

で、無回答が19％というところでございます。 

 もう尐し深く踏み込んで、共同化はどうですか

という問いに対しまして、地区全体で必要である

という方が38％、わからないという方が29％、必

要ない、無回答という方が合わせて33％でござい

ます。 

 次に、拠点の整備はどうかというところですが、

約半数、51％の方が必要と考えていまして、必要

だけれども急がなくていいという方がそのほかに

10％ほどいらっしゃいます。 

 以上が、当時、平成21年度のアンケート結果で

ございますけれども、そんな状況でございます。 

○佐藤委員 

 課題はそれぞれあろうかと思うんですけれども、

市はまちづくり研究会の方がこういう形でこうい

うものはどうかということがあって、それに応じ

るような形でこういうものがつくられてきたとい

うことですけれども、先ほどの中身を、答弁がい

ろいろありましたけれども、投資の問題だけでは

解決できないことですけれども、いずれにしても

この推進計画については、市として今後の取り組

みもここの中に書かれていますけれども、どんな

スタンスでこうしたことをやっていくのかなと。

この計画の54ページには、西新地地区の事業化の

可能性の検証というようなことも今年度というこ

とで、これは平成23年度になるんですかね、あり

ますけれども、そうした作業もやる上で、先ほど

の補助金の回収の問題や駐車場の問題、また、権

利者となったときの処分の仕方が難しいと、こう

いうことが今回の検証の中で出てきたんですかね。

どうなんでしょうか。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりの内容が今回の推進企画でま

とめた内容でございます。 

○佐藤委員 

 とりあえず、そうした検証の中で、それがすべ

てではないですけど、事業化の検証の中で、先ほ

どのできないということでもないし、できるとい

うことじゃないけど、そうした問題があるよとい

う答弁だったかなというふうに思うんですけど、

どんな事業でもやれれば一番いいにこしたことは

ないわけですけど、古い平成21年、これが立ち上

がる前のときの意向調査もそのような形であると。

今、それがどうなるかちょっとわかりませんけれ

ども、いずれにしても早急な結論は出るような問

題じゃないなというふうに思っていますけれども、

その点と、これからどんなスタンスでこれに取り

組むというか、いくのかなということについて。 

○都市開発課長 

 この報告書の中の絵にあるとおりのものをつく

ろうとすると、やはり市のほうは今行っています

連立駅周辺の事業が終わらないとここには踏み込

めないだろうというところでございます。 

 これだけ大きなものをつくろうとするとそうい

うことになりますけれども、本当にもう尐し区分

をして小さな区域として行えば、もう尐し考える

手だてはあるのかなと。 

 もっと踏み込んだことを申し上げますと、本当

に急ぐのであれば、民間の力でも可能であります

ので、そういった提案もできるのかなというふう

に考えております。 

○佐藤委員 

 知立市としては、連立が終わらないとというこ

とで、正面に控えている連立の問題、区画整理の

問題が一番の正念場と。しかし連立が終わったと

しても、その後、先ほどの議論があった30メート

ル道路、都市計画道路を大幅に見直しされて御破

算になれば別にいいわけだけど、それでもまだ、

皆さんの計画の中ではあるわけですので、そうし



 

- 70 - 

たことを見ると、この期間においてもなかなかす

ぐに成就できるようなものではないなと、こうし

た絵の中ではね。 

 それと同時に、小さなものとか、民間の力と言

われましたので、それはそれで民間の力を借りる

ような手だてをよくこの議会の中ではできるだけ

民間の力を借りたらどうだということですけれど

も、そうしたことを見ると、民間の力もどうなの

かなと。どれがいいことか、悪いことかというこ

とじゃなく、現状としては、連立が終わった後と、

さらにその後のこともあるので、そう単純に進ま

んなというのが私の感想ですけれども、部長、連

立が上がっても南の話をどうするかも結論が出て

いない、それをどう進めていくかということも出

ていない中で、いよいよ連立していけば市債が

85％でしたか、何ぼだったか、そういう形で公債

費もふえていくという中でなかなか厳しいなとい

うのが実感ですけど、その辺の感想はどうですか。 

○都市整備部長 

 西新地の再開発ということでございますが、今

回推進計画をつくらせていただきまして、昨年、

一昨年と事業の検証をさせていただいたわけです

が、私どもから、今回、この２年間の結果を踏ま

えてまちづくり研究会の役員の方々にお伝えをし

ている内容につきましては、今回、シミュレーシ

ョンしました再開発の計画、今地権者の皆さんは

１日でも早くその事業をやりたいというような御

意向なんですけれども、市としてこの規模では体

制の問題を含めて、他の事業とのバランスも考え

ても、先ほど課長が申しましたとおり、連立の事

業、ある程度完了した後というような事業スケジ

ュールですよというお伝えはしてございます。 

 それを受けまして、役員も当初のそういった１

日でも早いまちづくりということで熱意を持って

やってみえたわけですし、私どももあの地域の現

状を考えると何らかの形の整備は当然必要な地域

であるということは十分認識をしているわけでご

ざいまして、今後は再開発という視点もあるわけ

ですが、さっきも出ていましたように、民間活力

というか、民間の力で何とかできないかというこ

とも視野に入れながら、これは役員と今後のまち

づくり、今、私どもも中に入ってどう詰めたらい

いかということも尐し時間をかけてお話をするほ

うがいいのではないかなということはお伝えをさ

せていただいている段階でございまして、まだま

だこの地域の地権者の方も塾度としてはそんなに、

役員の皆さんは非常に高い熱意を持ってやってみ

えますが、他の地権者の方からすると、そんなに

高い塾度の方ばかりではないということもありま

すので、そういったところの塾度を高めていただ

くということも必要ですし、どんな手法でどうい

う形の整備がいいかということも尐し時間をかけ

て話し合っていったほうがいいかなということで、

今考えております。 

 したがいまして、今後は尐しそういったお互い

に話をさせていただく時間をつくりながら、今後

の事業の方向性というのを見つめていきたいなと

思っています。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、もう一つ。103ページの耐震改修促進

支援委託料という形で中山町地震に強いまちづく

り勉強会一式と。これはたしか西中だったか、順

次やられてきておるかというふうに思いますけれ

ども、この辺の中身についてお知らせください。 

○建築課長 

 これは勉強会ということで、何回も質問をして

いただいております。中山町は平成22年度、その

前が西中、平成21年度、平成20年度が上重原とい

うことで、大体年間５回ぐらいを土日を使って勉

強会をさせていただいているということでござい

ます。 

 内容的には、建築物の耐震改修の促進に関する

法律に伴いまして知立市の耐震改修促進計画とい

うものをつくっております。この中で重点的に耐

震化を図る区域というものがございますので、そ

れを年月をかけてその地域において勉強会を開い

て地震に対する地域の防災意識を高めていこうと

いうことでございまして、コンサルのほうにもこ

ういう支援をするために委託をかけて協力をお願
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いしているという状況でございます。 

○佐藤委員 

 それで、耐震改修の促進についてそれぞれ件数

がその時々に御報告を受けるわけですけれども、

上重原、西中、中山、平成22年度やってこられて、

耐震改修を促進するというメーンの問題、もちろ

ん個々によって費用等の問題もあるだろうし、い

ろいろ事情を抱えているとは思いますけれども、

啓発はなっていると思うんですけど、こういう形

のところで耐震改修につながったというような実

績など、承知していたらお知らせ願いたいなとい

うふうに思うんですけど。 

○建築課長 

 勉強会を通じてローラー作戦というものを行い

ますので、そのときにはある程度、無料診断でご

ざいますので、かなりの申込者がふえていくとい

うことでありますけど、これが耐震改修というこ

とになりますと、それがなかなか連動していない

というのが実態でございます。 

 したがいまして、耐震診断のほうはまずもって

自分の家がどれぐらいの強さかということを知っ

てもらうというところに重きを置いていますので、

こういう状態なのかなということであります。し

たがって、大目安で言いますと、累計でいいます

と1,625件診断を行っています。改修のほうが101

件ということでございまして、これが同じような

数字になってくれば非常に進んでいるなというこ

とは受けるわけですけど、それがそのように追い

ついていないということであります。 

 国のほうが30万円の緊急支援ということでやっ

たときには、57件の応募があったわけですけど、

今年度において100万円ということになっていま

すけど、現在のところ、実績としては１件、電話

等で問い合わせはありますけど、実際にやってい

るのは１件ということでございます。 

○佐藤委員 

 勉強会をやられたということで、ローラー作戦、

耐震診断はそれなりに進んだけれども、改修にそ

れなりにつながるということにはなかなか難しい

かなというようなことでありまして、やっぱりこ

れが補助金が30万円ついて115万円でしたか、そ

のときは一挙にふえたけど、今期100万円という

ことで、なかなかつかないなと、実績が１件だけ

だと。 

 そうしてみると、補助金を上げるというよりも、

前よりも補助金がアップしたわけだもんね。そう

して思うと、ＰＲやそういうことがどうなのかな

ということも思いますけれども、その辺、どうで

すか。 

○建築課長 

 ＰＲにつきましては、勉強会でアンケートのほ

うもその地域に行きまして耐震診断の補助のほう

の関係、どのぐらい知っていますかということで

とりますと、まあまあ50は超えていますので、あ

る程度皆さんに浸透はしているのかなと。また、

広報においても毎年補助体系が変わるごとに行っ

ています。それから、昭和56年以前の対象の家の

方にはそれぞれにダイレクトメールを発信してお

りますので、関係者の方はかなり知っていると私

のほうも思っております。 

○佐藤委員 

 それで、今、100件という形で100件余の実績が

あるわけですけれども、１件当たり、前は160万

円とかそんなことが、改修費用の総額で言われて

いましたけど、今はどれくらいですかね。 

○建築課長 

 去年の実績が、改修が８件、平成22年度は８件

でございました。それを平均しますと、平均が

200万円ということでございます。 

○佐藤委員 

 平均が200万円と。これは昭和56年以前という

ことで、住宅の大きさにもよろうかなという気も

するんですけれども、おおよそこの間の実績でや

っているお宅というのは、総面積でどのくらいの

やつなのかなということを思うんですよ。 

 何でそんなことを聞くかというと、一般的な僕

のうちみたいに２階建てで30坪ぐらいというとこ

ろだと100平方メートルぐらいだと。小さいうち

なのでどうかなと思うけど、もっと大きいうちで、

例えば西中で耐震でやるやつが皆さん大きいおう
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ちに住んでいる方もみえるわけで、そういうこと

になるとやろうと思っても費用がそれなりに多額

にかかるようなこともあるだろうと思うんですよ

ね。そんなことがあるものだから、１件当たりど

のくらいの平方メートルなのかなと。例えば、そ

んな中で個々の住宅は違っても、データとして大

体築年数何年ぐらいのところでこういう平方メー

トルのところで耐震改修をやったらこれくらいの

費用でしたという、そういうことがわかるとＰＲ

の仕方もまたちょっと違うのかなというような。

専門家じゃないので何とも言えないですけど、素

人考えでそんなこともあるのかなということで、

前は75万円プラス設計費等でしたけど、今回100

万円ということでありますので、もうちょっと伸

びてもいいかなと思っておるんですけど、どうで

しょう。 

○建築課長 

 感覚的には面積が大きければいろいろお金もか

さむということで、感覚的にわかるんですけど、

やっぱり耐震ですので、その家の筋交いがどれぐ

らいあるのかとか、基礎が有筋なのか無筋なのか、

そういうものに影響してきますので、一概に床面

積がこれだからどれぐらいだというのは。かえっ

てそれを発表しますと、うちは高いとか安い、そ

ういう話になりますので、なかなかやりにくいと。 

 耐震診断を受けますとおおよその概算、150万

円から200万円とか、さらに基礎にクラックが入

っていますから有筋に補強してくださいとか、そ

ういうコメントはつきますので、それを参考にし

ていただくということだと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、もう一つだけ。 

 この一般会計で聞きたいですけど、先ほど市営

住宅のところで議論がありましたけれども、ほと

んど聞かれているのであれですけれども、半分く

らいは福祉的な対応と言ったかな、そういうこと

を言われたんだよね。高齢者以外では福祉的な対

応ですので、対象者がどういう方なのか、それな

りの一定額の就業の中で母子家庭であるかとか、

そういうことだろうなということは想像がつきま

すけれども、その辺ちょっと教えてください。 

○建築課長 

 先ほども質問がありまして、現在つくっている

のが30戸ということで、当初つくり始めたもとも

との話は高齢者向けということがありました。し

かしながら、全員が高齢者ということでは、そこ

の市営住宅のコミュニティーがうまくいかないだ

ろうということもあります。いろいろ検討しまし

て、コミュニティーバランスもとらないかんなと

いうこともあります。そういうこともありまして

考えたのが、県のほうが行っていますやり方。県

のほうも同じように、これは県の住宅のほうの申

込書なんですけど、その中に福祉向けと一般向け

というやり方をやっております。 

 ちょっと説明させていただきますと、福祉向け

という中身が母子家庭、父子家庭、高齢者等々、

いろいろあるわけですけど、新婚家庭まで入って、

そういうものが大体福祉枠ということです。 

 ここに応募していただきますと、ここで抽せん

がもし外れても、一般枠のほうでもう一回抽せん

ができるという仕組みに県のほうもなっておりま

す。したがいまして、このやり方で私どものほう

は福祉枠、今30戸ありますけど、福祉枠を15戸に

設けて福祉対象者に優先的15戸については抽せん

してもらうと。ここで外れた方は、おのずと一般

向けに応募したことになりますので、そこでまた

抽せんをするという仕組み。県のほうがそういう

仕組みになっておりますので、この仕組みを利用

させていただこうかなと今思っております。 

○佐藤委員 

 ちょっとわからないですけど、県のほうは福祉

枠ということで母子、父子、高齢者もここに入っ

ているんですか。そうすると、福祉枠で15戸とい

うのは、母子、父子、高齢者込みで15件の割り当

てだよと。一般というのは、別に高齢者じゃなく

てもいいと、こういうことですかね。 

 そうすると、当初高齢者向けということで、こ

の間も私どもも高齢者向けだよと言って、私に限

らず多くの議員の皆さんが、私も入りたいなとい
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うことを言われる高齢者の皆さんのそういう声を

聞いているんだろうなというふうに思うんですよ。

そうすると、高齢者向け対応、仕様だということ

を言われたんだけど、そこには15戸の枠しかなく

て、高齢者だけじゃなくてそこには母子もおれば

父子もおってという、こういうことですよね。残

りは一般だということだと、当初のつくり、説明

と、コミュニティーの問題があるにしても大きく

違いが出ているなという感じがするんですけれど

も、その辺、例えば母子、父子だから必ず若いと

は限らないわけで、高齢者の母子、また、父子と

いうこともあるかもしれんけど、高齢者枠が全く

母子や父子と混在して、抽せんだから高齢者の方

は申し込むけど、母子、父子の方も申し込むとな

ると、高齢者枠はあってないような。あるんだけ

れども抽せんだもんで、それは。この中身で本当

にいいのかなという気を今受けましたけれども、

この辺、どうなんでしょうかね。 

○建築課長 

 確かに応募の比率が子育て世帯だとか、そうい

う若い方が入ってくるとそういうことも変わって

はくるわけですけど、応募として高齢者の方がか

なりあるのかなということがあります。したがっ

て、高齢者の方が多く応募してくれば、その中で

当たる確率が高い、それからさらにそこで外れて

も一般向けのほうに自動的に応募したことになり

ますので、そこでさらにもう一回抽せんができる

ということになります。したがいまして、応募者

の比率、応募の方が若い人、子育て世代がいっぱ

い来ちゃって、高齢者の方が尐ないということに

なると、そのコミュニティーは割かし若いことに

はなるかもわかりませんけど、問い合わせでは、

高齢者の方の問い合わせが非常に多いものですか

ら、そんなことにはならないのかなということは

思っております。 

○佐藤委員 

 高齢者の比率、応募の申込数が多ければ、当た

る確率が高くなるというようなことが言われます

けれども、ここの場合は、新しい住宅ということ

で、そこに今、とりあえず福祉枠に該当する人が

高齢者を含めてかなり狭き門で抽せんが行われる

というようなことですよね。 

 結果として高齢者の方が多くなるかもしれませ

んけど、必ずしもそうなるということも言えない

わけで、これは何たって抽せんだもんで。そう思

うんですよ。 

 それと、そこで外れたらもう一遍15戸に申し込

んだ、こういうことですかね。福祉枠に応募をし

てくださいといってエントリーして、そしてさら

に福祉枠で抽せんをやって残ったという方は、も

う15戸のほうに自動的に申し込んだということの

カウントをされて、ほかに一般の人が申し込んだ

よと、また競争、抽せんをすると、こういう形で

二重に今ロックしてあるから、かなり残れるんじ

ゃないかという推測だけれども、それは必ずしも

抽せんですので、そうならない可能性も高いわけ

で、確かにもちろん一団の住宅ですからそこにコ

ミュニティーとしてあり、また、町内としての機

能もなきゃいかんということがあろうかとは思う

んですよ。しかし、15・15の比率が妥当かどうか

ということは、そうだとしても高齢者ばかりの住

宅でコミュニティーが成り立っていないのかどう

か、その辺はどういう分布でどういう年代で八橋

なり、本田なり、中山なりに住んでいるか、私、

わかりませんけれども、もうちょっと検証やそう

いうことがないと、単純にこれを決めて高齢者向

けですよということを言いながら、これではちょ

っとどうなのかなというふうに私なんかは思いま

すけどね。どんな検討をされて、そんな形にしよ

うと。まだ、決定ではないわけですよね。そうい

う方向で考えているということですけれども、ど

うでしょうか。 

○建築課長 

 比率については半分にしようか、どうしようか

という、その辺のことはいろいろ検討はしたわけ

ですけど、半分程度でどうだろうかということで、

一応内部的に検討するのは大体その辺なんですけ

ど、今後その辺を詰めて、その数字を変えるかど

うかということでありますけど、ただ、やり方と

しては、今までもなかなかやったことはないし、
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参考にするところは県の手法がいいのかなという

ことがあります。したがって、県のやり方につい

て同じようにやっていけば福祉枠で１回引いて、

漏れた方は一般枠に入ってくると。どれがいいと

いうのはなかなか私どもも決めがたいところはあ

りますけど、今これがいいのかなと思っていると

ころでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 いや、これ、まだ期間があるもんで、そう単純

に結論を出すべき問題じゃないなというふうに思

うんですよ。 

 だって、高齢者向けの住宅だということは、も

う明らかに市がしてきたわけですよ。そうじゃな

いですか。高齢者向けだということについては。

私どもも高齢者向けですよと言ってね。だとする

ならば、もちろんコミュニティーの問題、成立す

るかという問題があるにしても、ひっくり返すわ

けだもんで、もう尐し慎重な検討が要るんじゃな

いかなと。 

 県がそういう方式でやっておるということであ

りますけれども、その実態や実績やコミュニティ

ーの成立ぐあいが検証されて、なるほどという中

身でこうしたことが出てきたのかどうか。県がや

っているというだけの話でこれが出てきたのか。

県営住宅なんかは極めて大きい住宅ですので、あ

る意味でなかなかコミュニティーが成立しないよ

うなところもあるんですよね、はっきり言って。 

 コミュニティーがこの30戸ですよ、この高場は。

本当にコミュニティーの何が成立しないというこ

とでそんなことを県に模倣しようとしていたのか

含めて御答弁願いたいと思います。 

○建築課長 

 これを検討するに当たっては、安城市にも伺っ

たり、やり方やなんかもいろいろ聞いたわけです

けど、やっぱり安城市も同じというか、手法はち

ょっと違うんですけど、やり方としてちょっと説

明がしにくいんですけど、色分けをしているとい

うことがあります。 

 私のほうも、今回、今までこういう状態でやっ

てきたことはありませんので、参考にするよりど

ころが県営住宅の手法なんですけど、検証という

ことの中身でいいますと、市営住宅の中の福祉枠

の分布、県営住宅のほうではある程度バランスよ

くというんですか、階ごとにいろいろ全体的にば

らけて福祉枠が設けてあるということですね。今

言われるように、高齢者向けということで、これ、

限定しようということであれば、15世帯高齢者と

いうふうに限定でやることもできますけど、ただ、

その他の福祉の方が入れなくなるということにな

る。それぞれのものに枠をつけるというのもなか

なかやりづらい。高齢者が例えば10戸、それから

子育て世帯が亓つとか、そういうのもちょっとや

りにくいということがありまして、福祉向けを半

分ぐらい、それが尐ないのであれば20戸にすると

か、そういうこともやれるわけですけど、参考に

するというところが今思い当たらなくて、一応話

し合いの中でどうだろうかということで決めたと

いうことでございますけど。 

○佐藤委員 

 それで、県はバランスよく配置をしているとい

うことを言われて、それでこの枠を設けて入居を

してもらうと。先ほどのすべてが高齢者というこ

とではコミュニティーが成り立たないということ

が一番の根拠として言われたわけですよね。そう

すると、県はバランスよく配置をしているという

ものの、県の住宅を見て、調査をし、住んでいる

皆さんの意向を聞いて、ああ、なるほど、やっぱ

りバランスよくてそういう住宅じゃないところと

比較したときに本当にコミュニティーがいいなと

いうことでそういうことを検討されるなら、一つ

かなというふうに私は思うんですけど、そこは検

討されてこうした中身が出てきたのかどうか、そ

こはどうですか。 

 数字の上で確認したというだけの話でこれが出

てきたのか、そこの違いをちょっと明らかにして

ください。 

○建築課長 

 数字的に検証するというものは持っていません。

今言われるように、じゃ、30戸全部高齢者住宅で
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いこうかということになりますと、今入ってもら

った方々が60歳と仮にしますと、10年たったとき

には皆さん今の年にプラス10歳ということになり

ます。となると、やっぱりだれが見ていくのとい

う話にもなると。それから自治会もつくらにゃい

かんということになりますので、ある程度若い人

も欲しいよということがあります。 

 したがって、検証というところがなかなか難し

いんですけど、半分ぐらいというところでどうか

なというところで今回発表させていただいたとい

うことですけどね。 

○佐藤委員 

 県はそうしているということですけど、例えば

八橋の住宅、あそこは縦型のあれでありますけれ

ども、世代構成はざっくりとでいいですので、棟

ごとに世代構成を調査されて、知立でも、高齢者

ばっかりで何ともならんという実態なのか、混在

をしていて自治会活動も活発で町民同士が助け合

って面倒を見合っているのか、市内住宅でもそれ

くらいは検証してやらないと。ただ単純に、私は

全部高齢者にすればいいというふうには、課長が

言われるようにコミュニティーの問題があるので

どうかとは思うけれども、この検証が不十分じゃ

ないかと。例えば、市内の八橋住宅でもいいです、

中山住宅でもかなり高齢者が多いですよ。本田は

戸数が尐ないですけれども、そういうところを実

態として調査し、やっぱりこれはいかんなと、問

題点があるなと、今後の課題としてこういうこと

が挙げられるよという中にこういう問題が出てき

たと。その上に立ってこうした提案が出てくるな

ら一理あるなと思うんだけど、今そういうことじ

ゃないんじゃないですか、どうでしょうか。 

○建築課長 

 八橋住宅のほうを見ますと、65歳以上の方が64

戸のうち18世帯ということになっています。その

中で単身の方も含まれているということですね。 

 中山住宅のほうでいきますと、29戸管理戸数が

ありまして、世帯主が65歳以上でカウントします

けど、19戸。それから本田が10戸中の６戸が65歳

以上、八橋は64戸中の11戸が65歳以上というふう

になっております。知立市の現状ではそういうと

ころでございます。 

○佐藤委員 

 現状は、それぞれのところ、比率の高い低いは

ありますけど、すべてが高齢者じゃないと。そん

な中で相互の助け合いや、それぞれ自治会ができ

ているんですかね。ちょっと確認させてください。 

○建築課長 

 自治会ができているのは、八橋住宅だけでござ

います。あとはありません。 

○佐藤委員 

 そういうことでありますけれども、一つはやっ

ぱりこの枠の設定の仕方を、ちょっとこの結論の

出し方が大変かなというふうに思います。 

 それともう一つは、高齢者住宅をつくる際に、

八橋は４階建てで上ですよね。縦型の階段で横型

ではない。エレベーターもないと。エレベーター

があって横型が一番いいわけですけど、縦型とい

うことで、高い階、４階とかに住んでいる方は、

希望すれば高場のほうに優先的に移住を認めると

いう、そんな説明も当初あったかと思うんですよ。

そうしたことを見たときに、この枠をびしっと決

めちゃうと、そうした人たちを入れて、なおかつ

ということになると、とてもじゃないけどという

ことじゃない。もうこういう当初の説明は御破算

になったのかね、これは。 

○建築課長 

 御破算になったということではございません。

コミュニティーが維持できて、高齢者の方が入っ

ていただけるようにということを思いながら、そ

の中で今言ったように、戸数的に15戸を福祉枠で、

外れた方は一般枠でもう一回抽せんできるという

ことを考えたわけでございます。 

 八橋住宅に今までお住まいの方で、今回、高場

のほうに移られる方はみえますかというアンケー

トをとったところ、２名ほど移りたいという方が

いますので、その方たちにはもう一回話をして、

最終段階の詰めをしたいなと思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、八橋の２名の方は移りたいよとい
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うことであれば、抽せん枠は除いて、一般枠の中

で入れるというなんですか、福祉枠になるんです

か。そこだけ。 

○建築課長 

 中身からすると福祉枠の中に入るということで

すけど、枠を広げるということであれば、一般枠

のところに入れて、一般枠を13戸。そういうこと

は検討はできます。 

○佐藤委員 

 きょうここですぐ結論は出ないですけど、いず

れにしても当初高齢者向けということを言われて

きたので、その辺は、もちろん皆さんの検討の中

ではコミュニティーを成立させるということも含

めていろいろ検討された形でこういうものが出て

きたにしても、当初のことやそういうことの経過

があるので、そう単純にぶつ切りにしないで、も

う尐し検討をしていただきたいなというふうに思

うんです。 

 これの募集もいつからいつまでということを、

いつぐらいに募集をかけるのか。広報ちりゅうな

どでやるんだろうと思いますけど、その期間の募

集の前には、そうしたことの検討をした上で、も

うちょっといい内容で検討していただきたいなと

思いますけど、部長、どうですかね、これは。 

○建設部長 

 高齢者住宅というものと、高齢者対応住宅とい

う側面。高齢者住宅といって、高齢者の方、60歳、

65歳を縛ってこの方たちを限定に入れるのかと。

その他の福祉の人たちは入れないのかということ

にもなってきます。公営住宅の募集の中でいきま

すと、高齢者も含めた福祉関係の対象者を含めて

入れるべきだろうということで、今度はどれぐら

いの割合が一番ベターなんだということを考えた

ときに、昨年の建設のときのも、私、ちょっとお

話ししたかと思うんですが、災害時の支援者がい

ないようじゃ困るということも見ますと、これは

数年たちますと、皆さんが高齢化、先ほどの中山

等を含めて皆さん高齢化になってくるということ

もありますけれども、今50％・50％、あるいは

６・４とかいう、どこが一番・・・かということ

になってきます。 

 それから、今半分は福祉枠、さらに一般枠のな

かにも再度福祉の方も申し込めますという形にし

て、結果的に６・４、７・３まではちょっと難し

いのかなという気がしますけど、いずれにしまし

ても、その辺の割合を庁議に諮りまして、市の方

針という最終方針を決めまして、12月議会には設

置条例の条例の改正も提案していこうと思ってい

ますので、条例改正の提案とあわせて募集要項の

準備もしていきたいというふうに思っていますの

で、早急にその辺を詰めて対応していきたいとい

うふうに思います。 

○佐藤委員 

 どの線がいいかということは、なかなか難しい

ですけど、八橋から移られる方は一般で入るのか、

高齢者かわかりませんけど、それは当初の約束ど

おりだということですよね。一遍、そこだけ確認

させていただいて。 

○建築課長 

 ２名の方が高場に移られるということですので、

募集は28名ということにさせていただきます。 

○佐藤委員 

 それで、枠の線で部長は結果的に７・３になる

のか６・４になるのかということを言われて、

７・３は難しいだろうなということであるならば、

もうちょっと半々じゃなくても、福祉枠という枠

を広げるとか、もうちょっと検討の余地があるん

じゃないですか。ぜひそこはもう尐し検討してほ

しいなというふうに思いますけど、きょうの答弁

で決まりだということじゃなくて、こうした意見

も議会から出たわけですので、ぜひ検討してほし

いと思いますけれども、この点だけ１点お願いし

ます。 

○建設部長 

 先ほども申しましたように、改めて庁議のほう

に諮りまして、もう尐し意見を聞いた中で最終決

定していきたいなというように思います。 

○中島委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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○中島委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第１号について挙手により採決します。 

 認定第１号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第１号 平成

22年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について

の件は原案のとおり認定すべきものと決定しまし

た。 

 次に、認定第３号 平成22年度知立市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定についての件を

議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 決算では、下水道普及率が53.7％となりました

というふうにあります。供用開始面積も501ヘク

タールですか、こういう形になっておりますけれ

ども、決算の中身と言うとあれですけど、今後こ

れを計画で見ますと、このビジョンを見ますと、

それぞれ平成26年度まで62.2％だとか、平成30年

度までに70％だとか、こんな目標が掲げられてい

ると同時に、36ページの中に知立市においては都

市市街化区域に隣接する既存集落区域について集

合処理と、流域下水道更新だと、その他の市街化

調整区域の家屋については基本的に個別処理とし

ますが、地域の状況の変化を見て効率的な整備手

法を検討していきますというような形で、今まで

なかったような公共下水道とあわせながらそうし

た検討をしながら、そうした地域にはそうしたこ

ともあるのかなということがあります。公共下水

道の普及率とはならないですけれども、そうした

ものもそういうことになった場合普及率の中にカ

ウントしていくのかどうか。そのことだけ１点。 

○下水道課長 

 ただいまの委員の御質問ですが、下水道ビジョ

ンの36ページ、汚水適正処理構想の見直しという

中で、今言われました今流域で整備をしようと計

画している部分について適正構想の見直しにより

その区域を拡大するだとか、縮小するだとか、そ

ういう検討をしていくと。 

 委員の御質問がございましたので、平成22年度

のときに汚水適正構想の見直しというのは全県域

汚水適正構想の見直しということで、県が各市の

適正構想の内容を取りまとめて県全域で適正構想

ということで発表する中身でございます。 

 これについては、平成22年度、県下の各市でそ

れぞれの市域の見直しをさせていただきました。

知立市においては、今回見直しをさせていただい

て、私どもが流域の下水道区域として今まで

1,138ヘクタールという中身で下水道計画区域と

して示させていただいておりました。平成22年度、

汚水の適正処理構想の見直しを受けたということ

ではなくて、平成21年度の末に私ども、基本計画

の見直しをさせていただいております。この見直

しによってたしか平成16年だったと思いますけど、

以前の見直しのときに出ています内容により、今

回の訂正処理構想の見直しの内容も尐し受けなが

ら、今回、下水道区域を平成21年度末の基本計画

の見直しで1,154ヘクタールという見直しをさせ

ていただきました。 

 これについては、今までの1,138ヘクタールの

整備の中で下水道の管の布設をしたときに、計画

区域1,138ヘクタールにくっついた市街化調整区

域の既に開発がその後されて家が建っているとこ

ろについては費用をかけなくても取り込んで効率

的に環境整備ができるのではないかという考え方

の中でその見直しをさせていただいて、1,154ヘ

クタールとさせていただきました。 

 委員の御質問にありました、この部分を整備し

たときに普及率がどのようになるのかという御質

問だったかと思いますけど、今回、この部分を整
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備させていただくことで、その1,154ヘクタール

のうち、だんだん整備を毎年毎年ふやしていくわ

けでございますが、整備をさせていただいた中に

住んでおられる方の人口を行政人口で割ったもの

ですから、当然、ここを含めた部分の人口がくっ

ついてございますので、割り込むことで普及率は

上がると。当初の1,138ヘクタールに対して、整

備した1,138ヘクタールを整備したより1,154ヘク

タールを整備することで、単純に申しますと、人

口はそのエリアのほうがふえていますので、普及

率はそこを整備することで上がっていくという考

え方になるということでございます。 

○佐藤委員 

 それで、よくわからん点がいっぱいあるんです

けれども、この1,138ヘクタールが汚水の適正化

構想の見直し、県がやられて見直しになってとい

うことで、1,154ヘクタールに事業区域を拡大し

たと。 

 一般に普及率を出す場合、普及率というのはい

ろいろあるけれども、分母が大きくなりますよね。

分母の中にもう整備された市街化の中のところを

加えたということですか。ようわからんですけど、

その辺。 

○下水道課長 

 分母は知立市の行政人口で割るものですから、

それで分子は下水が使用できるところの区域にお

住まいになっておられる方の人口ということで普

及率を出します。そういったことから、1,154ヘ

クタールになれば、その分だけ人口が多分たくさ

んくっついていると思いますので、行政人口で割

れば最終的には普及率は高まるということになり

ます。 

○佐藤委員 

 何かわかったようなわからんような話だなとい

うふうに今思うんですけど、端的に聞くけれども、

それじゃ、後で説明してもらえばいいんですけど、

1,138ヘクタールだと、それを1,154ヘクタールに、

人口密集地をここに加えたということですよね。

そして、人口がふえるということで分母が大きく

なるので、割り戻すと普及率が相対的に上がると

いう説明ですよね、これは。分子がふえるのか。

分子がね。 

○下水道課長 

 分母のほうは行政人口で変わりません。分子の

ほうが1,154ヘクタールになることで、そこの中

にお住まいの方が多くみられるということにつな

がるものですから、最終的には下水道の普及率が

高くなるという考え方でございます。 

○佐藤委員 

 それで、そういうやり方に変えて、今後の普及

の目標が、変えたということを前提にこの目標が

設定されているということですか、これは。 

○下水道課長 

 ビジョンにうたわせていただいた目標について

は、適正の見直しという中身については、まだこ

のビジョンをつくったときは平成21年度です。先

ほどの平成21年度中にこの作業をしまして、平成

21年度末にこの1,154ヘクタールという数字を出

してきたものですから、その段階ではまだ1,154

ヘクタールという中身についてはしっかりとここ

に反映させたということではございません。まだ

途中でございました。 

○佐藤委員 

 まだ反映していないということになりますと、

当然ここに載っているビジョンの普及の年次目標

というものは修正されて出てくるわけですよね。

これも、ぜひ、お示しを、今わかればですけど、

わからなければ資料か何かでお示しを願いたいな

というふうに思います。 

○下水道課長 

 ここにうたわせていただいた目標については、

その年度の実施計画等を踏まえて将来的な見通し

も立てて目標を立てたわけでございますけど、平

成21年度以降の経済情勢の低迷により、平成21年

度に採択された実施計画についてはかなり落ち込

んでございまして、大変厳しい状況であるという

ふうに、今、私ども、考えています。 

 ただ、まだこの目標を示させていただいておる

中身の大もとは、都市計画マスタープランの平成

30年70％普及率というものを目指していくという
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考え方の中でこういうビジョンにおいてもその目

標達成に向けた考え方を示させていただいておる

わけなんですが、先ほども言いました経済情勢の

悪化により大変厳しい財政状況ということで、市

の財政のほうからもこれまでの考え方の一般会計

からの繰入金、それは当面は大変厳しい状況にあ

るという中で抑えられてございます。 

 ただ、私どもは景気がよくなった折には、中身

についてはその目標に向けた対応をお願いさせて

いただいておるという状況でございます。 

○中島委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第３号について挙手により採決します。 

 認定第３号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第３号 平成

22年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定の件は原案のとおり認定すべきものと決定

しました。 

 次に、認定第８号 平成22年度知立市水道事業

会計決算認定についての件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 平成22年度実績ということで水道年報が出され

ておりますけれども、ここの中で水道料金調べ、

水道料金の変遷ということでありますけれども、

基本料金について一番安い13ミリ管が560円と、

それから20ミリ管が1,370円というような形で、

一般的に25ミリとか40ミリとか50ミリとか、そう

いうものは一般家庭では対応していないのではな

いかなと思いますけど、まずその確認から。 

 年報の12ページのところに水道料金の変遷とい

うのがあって、水道料金調べというのがあって、

平成９年以来、今日まで続いていると。 

○水道課長 

 お尋ねの件、12ページですけれども、平成９年

から基本料金については変遷をほとんどしており

ません。それにつきましては、料金がそのまま据

え置いているというふうになっております。 

 それで、今後の見通しということでよろしいで

しょうか。 

○佐藤委員 

 それで、基本料金はそういう形で平成６年から

変わらないということであります。 

 それで、13ミリ口径、20ミリと、この辺で見る

と一般家庭の仕様かなと、そして25ミリから40ミ

リというと、かなり大きな口径であり、違いがあ

るのではないかと。13ミリ、20ミリが一般会計で

対応かなというふうに思いますけれども、それに

ついて答えてください。 

○水道課長 

 済みません、わかりました。 

 今お尋ねの件でございますが、年報の14ページ

をごらんいただいて、口径別の使用料というのが

ございます。通常でございますと、一般家庭、委

員のおっしゃるとおり、大体水道の栓が５栓以上

が20ミリとなっております。一般家庭で通常、今、

水栓数が多ございますので、20ミリが基準の住宅

と思っていただければと思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、一般家庭はかつて13ミリが多かっ

たと。これで見ると、全体の中の区分ごとの構成

比が出て、13ミリが46.85％と、そして20ミリが

35.4％というような構成比になっているかなとい

うふうに思いますけれども、かつては13ミリとい

うことが言われてきましたけれども、今では一つ

の家庭に亓つの栓があるというのが一般的で、20

ミリ対応が普通だと、こういうことですかね。 

○水道課長 

 御指摘のとおりでございます。 
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○佐藤委員 

 それで、今日的には水道のほうも水道の努力や

そういうこともあって黒字のような状態、いろい

ろ厳しさがあってもそういう現状が続いているわ

けですよね。そうしてみると、一般家庭の13ミリ、

20ミリというこの違いの中で、当初は13ミリが一

般的だったかもしれんけど、今ではこれから新築

の住宅が建てば、おいおい20ミリが逆転していく

ような可能性の中にあるのではないかというふう

に私は思いますけれども、どうでしょうか。 

○水道課長 

 これも同じく14ページの下の段、（５）の口径

別給水件数というのをごらんいただくと、今委員

がおっしゃられたことがそのまま、右から２列目

の増減というところがございますが、13ミリは61

件、それで20ミリは1,507件ふえております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この間、水道会計をそれなりに支

えてきたということを見ると、ほかのこともあり

ますけど、20ミリ管がふえて20ミリ管の基本料金

をたくさんの人に納めてもらえるようになったと。

そして、それに基づいて水量、ずっと１立方メー

トルにつきということでありますけれども、こう

いう20ミリ管が一般化する中で、水道料金を13ミ

リのものと同等もしくはもっと安いところにして

も、きちんと回収ができるんじゃないかというふ

うに私は思うんですけど、その辺のお考えはどう

ですかね。 

○水道課長 

 この数字で見ますと委員のような考え方をいた

だける場合もあるんですが、私ども水道は全体と

してありまして、今後のまず見通しというんです

か、水需要が全国的にも、協会とか業界の報告書

を見ても、節水型がふえて、どこも明らかに数字

が減っておるということと、それから私ども知立

市のことでいいますと、有収率っておわかりにな

りますか。つくった水に対して、どこかへ行っち

ゃったという、それが最近、この２年ぐらい下が

り始めまして、それの原因究明とか、その対策等

もありまして、やはり基本がふえているから料金

を下げるというにはちょっとまだ早計かなと考え

ております。 

○佐藤委員 

 料金を下げるというのは早計かなということで

ありました。それで、今有収率水量のことが言わ

れて、これが資料としては41ページのところで平

成18年、平成19年、平成20年、こんな形で92％後

半を維持しているやつが、平成22年度は91.8％と

いう形で有収率が下がっていると。しかし、この

間、老朽管の布設がえだとか、そういう努力はさ

れてきておるのに下がっているというのは、どう

いうことかなというふうに思うんですよね。 

 こうしたことで、有収水量が下がっても買った

水は自己水ばかりじゃないですよね。ほとんどが

県水依存で、県水依存が78.6％ですか、そういう

形で見たときに、そうしたところにそうした分も

払わなきゃいかんということになると、そういう

ことになろうと思うんですけど、そうした努力を

老朽管の布設がえとかして、こういうことになっ

てしまったということについて調査はされている

と思うんですけれども、どういう問題があってこ

ういうふうになっているかなということですけど、

どうでしょう。 

○水道課長 

 今、委員がおっしゃいましたとおり、有収率が

41ページに載っておりますが、確実に下がってき

ておりまして、それに気がついたのが昨年の夏ぐ

らいです。 

 12月から急遽漏水の調査をどういうふうにして

いこうかということで、まず４年ぐらいのローテ

ーションで市内を４分割ぐらいして、それをロー

テーションで回してずっと漏水の調査をしていこ

うじゃないかというのが一つの考えと、もう一つ

は、具体的にエリア、例えば川を渡った水環境の

ところ、昼間と夜の差を水量計ではかって、夜に

も同じように出ておるということは、どこかで漏

水しておるということで、昨年は八橋の逢妻川か

ら上の部分の水環境と、それから逢妻町の同じく

水環境の上の部分にかかりまして明らかに数字が

おかしいということで、ことし詳細の調査をもう
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既に発注しておりますが、それで動向を探って、

調査も具体的にそういう調査方法がございますの

で、もうあと何カ月かしてですけれども、その結

果についてそこを掘って修理をしていく。 

 それから、もう一件、老朽管のほうですが、年

数がただ古いというのでありますと、昭和の１丁

目から９丁目までの管ですけれども、これは先人

の大きな努力でございまして、ことし中にほぼ古

い管は入れかえが終了いたしますので、今後は区

画整理の古いところとか、そういう明らかにおか

しい数字や徴候が見れるところを調査していこう

かなと考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、先ほどの答弁は、有収率の回復、

それを調査して、どんな対策をされるのか、私、

わかりませんけれども、有収率を上げて、そうし

た段階も踏まえながら、すぐに下げるというわけ

にはいかないけれども、そうしたことも一つの検

討の俎上に今乗るというような答弁だったかなと

いうように思いますけど、そこの点だけ、一つお

願いします。 

○水道課長 

 ほかにも要素としてはあって、下げれないとい

うちょっと消極的な発言になっちゃうんですが、

下げるのがなかなか困難なのは、やはり西町配水

場をつくりまして市債の償還が始まるとか、それ

から先ほどから言っておりますけど、例えば震災

で耐震化の重要性というか、やらなければならな

いうちの一つなんですが、耐震化を進めていこう

というのを老朽管よりも優先していこうという考

え方は持っておりますので、それらのインフラと

いうか、そういう施設、それから水道でいいます

と、八橋とか知立浄水場との古いところも耐震化

を進めていかなければならないということで、こ

れからまだまだ費用的にはかかると。そこら辺を

どう平準化なり、めり張りをつけてやっていくか

ということは考えていますけど、それによって料

金が直ちに下がる検討はできるかというのは、今

のところ難しいかと考えております。 

○中島委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 討論なしと認めます。これで、討論を終わりま

す。 

 認定第８号について挙手により採決します。 

 認定第８号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第８号 平成

22年度知立市水道事業会計決算認定についての件

は原案のとおり認定すべきものと決定します。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につい

ては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、建設水道委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後７時21分閉会 

――――――――――――――――――― 
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